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I 紛争研究と国制史

時代，地域を問わず紛争のない社会は存在しない。しかし潜在的な紛争がどのよう

なかたちで顕在化するか，そしてとりわけ，顕在化した紛争がどのようにして解決さ

れるのかは，時代と地域によって様々である O そうした紛争とその解決の特質と差異

を当該社会と文化のコンテクストにおいて読みとること，逆にそこから社会の特質を

捉え返すことに紛争史研究の目的と意義がある O 中・近世のヨーロッパにおいては，

暴力・紛争が領主層のみならず，社会全体と本源的に結合していた。しかしそれはこ

の社会が無秩序だったことを意味せず，機能主義的な表現をすれば，暴力・紛争をも

その構成要素とする，いわば前国家的秩序が存在したのである O

筆者は先に，中・近世アルプス地方における村落聞の紛争と紛争解決の考察により，

ローカル・コミュニティにおける自律的な紛争調停行為が，コミュニティのアイデン

テイティ(ある種の公共意識)や政治的行為能力(自治・ラントシャフト)と密接に

関連していることを明らかにした。1)筆者の紛争研究のもう一つの課題は，中世政治

史における紛争解決の意味を明らかにすることである O 比較的濃密なコミュニケーシ

ヨンを持つ農村コミュニティにおいて，紛争と紛争解決が強い社会的インパクトを持

ったのに対し，国王， (有力)貴族，教会，在地領主を含めた支配層の紛争と紛争解決

は，同時代の政治秩序や国制においてどのような意味を持ったのだろうか。

このような問題意識から具体的な課題を設定するために，筆者はヨーロッパとアメ

リカにおける紛争研究の動向を整理し，以下のような認識を得ている o 2) B . H ・ロ

ーゼンワイン， p . J ・ギアリやS・D ・ホワイトらの紛争研究は，裁判制度と権力秩

序が希薄化するポスト・カロリング期のフランスについて，修道院とその周辺社会の

多様な相互関係を対象とし，地域社会の中心的地位を占める有力修道院がその権益保

全のためにも，周辺領主たちとの紛争の平和的解決に多大の努力を払ったこと，また

そうした修道院の紛争調停活動は，広く地域の貴族問の紛争に及んでいたこと，こう

した紛争が社会の構造・秩序と相互関係にあり，紛争は，修道院を中心とした地域社

会の持続的な社会的，文化的関係と車し擦の表現であったこと，紛争解決は修道院が自

身をも含む在地貴族たちのネットワークを機能させ，コミュニケーションを促すこと
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によって可能となったことを明らかにしている O したがって紛争解決の仕方は，その

地域の権力関係や社会構造，さらには人的結合のありように規定されたのだが，同時

にまた紛争解決とそのプロセスは，地域社会の秩序を再編し，明確化することにも作

用したとのホワイトらの指摘は，注目に値する。

また近年，研究プロジェクト「中世からフランス革命までのシンボリックなコミュ

ニケーションと社会的価値システムJ3) を主催するミユンスター大学のG ・アルトホ

ーフの研究は，叙述史料に現れるインフォーマルなコミュニケーション行為から政治

史を読み解き，このような行為やこれをコントロールする規範・慣習を含めて，中世

の政治秩序を考えようとするものである O 4)そうした儀礼的な，言葉と行為によるイ

ンフォーマルなコミュニケーションの重要性が端的に現れるのは，紛争と紛争解決の

局面である O アルトホーフの紛争研究は，国王を中心とした諸侯・有力貴族の関係，

すなわち帝国政治史レベルの事例を対象としており，主にローカルなコミュニテイ内

の紛争を対象としたフランス中世の紛争研究とは枠組みが異なる O また歴史人類学的，

法人類学的な研究や，中世における儀礼とシンボルに関する研究は，すでに欧米でか

なりの蓄積があるが，それらは主として戴冠や葬送，入市式など，王権儀礼に関する

ものであったO これに対し，広く国王をふくめた貴族社会の紛争やコミュニケーショ

ン形成の，様々な儀礼的行為と不文のルールSpielregelnをモデル的に示そうとする点

に，アルトホーフの研究の独自性がある O

さて，アルトホーフによれば， 10世紀以後のドイツにおける国王・貴族の紛争解決

では，調停(仲裁)による和解が優先され，またいったん開始された裁判も容易に和

解へと移行した。国王は自身と貴族，あるいは貴族相互間の紛争解決に際して，貴族

の地位と名誉に配慮し，叛乱貴族に対しでも降伏と和解が成立すれば，元の地位を許

した。国王裁判への召喚は和解交渉を促す手段でもあり，後述するように，国王宮廷

裁判は，そうした交渉の場でもあった。フランス中世の紛争研究が示しているように，

調停・和解のルールとシステムが機能するためには，紛争当事者にある種の圧力を加

え，和解を促す貴族社会のコミュニケーションが前提となる O 帝国レベルにおける貴

族の人的結合としてアルトホーフがその意義を強調するのは，レーエン関係よりむし

ろ，親族や様々な友好(同盟)amicitiaなど，水平的な結合で、ある O しかしこのような
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人的結合と紛争調停の慣習は，有力貴族との友好・同盟関係を重視したオットーネン

王権から，ハインリヒ 2世 3世のヘゲモニアールな王権をへて，叙任権闘争期の危

機，そしてシュタウフェン朝の聖俗諸侯体制へというこの間の国制や権力構造の変化

を貫いて，一定不変であったわけではない。長期持続的な儀礼を中心に据えた，アル

トホーフのこれまでの紛争研究は，時代的射程が長いだけに，各時代の社会構造，政

治秩序，国制との関連が，十分に考慮されていたとは言い難い。ただしアルトホーフ

もその最近著『儀礼の力』においては，公的コミュニケーションにおける儀礼の機能

が，時代により，また状況に応じて変化したことを強調している O 例えば「降服の儀

礼deditioJは10，11世紀とは異なり， 12世紀には国王に対してこの儀礼的行為を行う

者に，必ずしも無条件の赦し，和解と元の地位の回復を保証するものではなく，拘禁

や官職剥奪，所領没収などの厳しい措置rigoriustitiaeがとられたことも稀ではなかっ

た。しかしこうした厳格な措置はしばしば紛争を再燃させたのであり， rigor iustitiae 

はそれ自体として国王の裁判権力の強化を意味するものではない。 12世紀においても

国王は紛争解決に際して，宥和と和解，裁きと処罰の原則を状況に応じて選択したと

のアルトホープの認識は，この最近著においても維持されている O 5)儀礼とは事前の

交渉に基づき，演出された行為である O アルトホープが述べるように儀礼の支配秩序

安定化の機能は，儀礼に加わる人々のコミュニケーション，合意形成の可能性に依拠

していたのである O とすれば， 12世紀における国王，諸侯の政治的コミュニケーショ

ンを規定する諸条件とその特質を明らかにすることが課題となる O

これに関連して， c ・ガルニーアの近業は， 13世紀に頻出する諸侯聞の同盟形成に

際して，紛争仲裁(実際の仲裁および，将来の紛争にそなえた仲裁者団の設置)が，

きわめて重要な意味をもっていたことを認識させる点で示唆的である O その研究成果

は，紛争研究と国制史研究を架橋する視点を提示しているといえよう O 6)本稿は，紛

争解決がドイツの政治秩序において有した意味を，シュタウフェン朝時代，とりわけ，

その証書集の刊行以来多くの研究が公にされている皇帝フリ}ドリヒ・パルパロッサ

の治世および，反国王派(教皇派)諸侯の台頭や対立国王の出現により，王権の統合

力が低下した 12世紀末から 13世紀に至る時期について考察するものである O 両時期の

考察を通じて，紛争解決と政治秩序(国制)における連続性と変化の両極面が明らか

戸
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となるであろう O こうした長期にわたる時期設定からしても，本稿はなお証書史料に

よる素描と問題提起の域を出るものではない。

E フリードリヒ・バルバロッサの統治と裁判

( 1 )フリードリヒ・バルパロッサ研究の動向

前述のように1990年にMGHのフリードリヒ・バルパロッサ証書集の刊行が完結し，

バルバロッサに関する実証研究の史料的基礎が確立して以来，多くのモノグラフイが

公にされてきた。とくにA ・ハーファーカンプ編の， rフリードリヒ・バルパロッサ一

一シュタウフェン家皇帝の活動空間とその影響j(1992年)は，バルバロッサの帝国以

外の地域における活動や対外関係に関する多面的な論文を収めており，従来の国制史

的研究とは異なる新しいバルバロッサ研究の可能性をも示している O 1) しかしここで

注目したいのは，国王証書の発給地と証人の分析により，パルパロッサの宮廷(集会)

Hoftagの人的構造を考察した一連の研究である O 後述するように， F・オープル，

M ・リントナー， A ・プラスマン， Th・ケルツアーらの研究成果は，バルパロッサの

巡行統治の経路(イテイネラール)とその重点領域，個々の宮廷集会に参加した聖俗諸

侯，その他の貴族， ミニステリアーレンの数的比率，開催地と出席者の本拠地との関

係，参加の仕方，集会で扱われた問題(証書の内容が示す)と出席者の関わり方など

を数的処理によって明らかにし，それによってパルパロッサ統治の空間構造や宮廷の

政治的統合力の変化を考える手がかりをも示している O 2)以下の考察はこうした宮廷

研究の成果に負うところも少なくない。

こうした数量的な分析をともなう宮廷研究にもかかわらず，バルパロッサの統治ス

タイル，あるいは統治原則といった問題については，研究者の間に今日なお対照的な

認識が存在するように思われる o 1999年に刊行された法制史家， K.リヒターの学位

論文『フリードリヒ・バルパロッサは裁判を行う』は，パルバロッサの軍事的，法的

制裁措置が「公的刑罰Joffentliche Strafeとして認識されるものであったとする O 3) 
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リヒターによれば公的刑罰とは，加害者への報復や被害者への賠償ではなく，第三者

的な公共権力によって下される制裁である O バルバロッサは個人的利害からではなく，

公共性の体現者として，帝国の法と平和，王の権威を損なう者を，まず国王宮廷裁判

に召喚し(多くは不出頭)，断罪した上で、制裁を行った。そこにはすでに「公的刑罰J

の観念が現れているというのである O 注意すべきは，この法制史的問題意識に貫かれ

た研究が，意図してフライジング司教オットーおよびラーエヴインの『フリードリヒ

事績録jGesta Fredericiのみを史料としていることである O この史料からバルパロッ

サ自身の統治理念と統治行為を読みとろうとすることは，誤りではないが，リヒター

が強調する，法に厳格な統治者のイメージは，バルパロッサを理想的統治者として描

くこの(とくにオットーの)叙述スタイルからの影響を免れているとは言い難い。少

なくとも国王証書をも検討した上で，パルバロッサの統治における法と裁判，紛争解

決の現実をも考慮すべきであった。そもそも当時の国王の制裁行為が，公共的，国家

的行為か，私的，フェーデ的行為かを判断することは，容易でもなく，さして有意義で、

もない04)

「公的刑罰」という近代的法観念の検証を企図したリヒターとは対照的なバルバロッ

サ研究として注目すべきは，アルトホーフらが監修する叢書「前近代のシンボリック

なコミュニケーション」の一冊として2000年に刊行された， K.ゲーリヒの『フリー

ドリヒ・バルバロッサの名誉一一12世紀におけるコミュニケーション，紛争と政治的

行為』である O 5) ゲーリヒによれば， I名誉」は政治的行為規範であり，バルパロツ

サの政治的行動を理解するキーである O バルパロッサ関係の文書にしばしば現れる

honor imperii(honor加 peratoris，honor regni)をめぐっては，様々な解釈が試みられて

きた。「神聖帝国Jsacrum imperiumに至る，ハインリヒ 4世時代からバルバロッサ時

代までの王権イデオロギーの展開を考察したG・コッホはhonorimperiiを，諸侯をイ

タリア政策に動員し，諸侯を帝国利害と一体化するためのイデオロギー的プロパガン

ダであったとする O 6) これに対しゲ}リヒは， honor imperiiは11世紀に現れる超人格

的国家観を前提とし，また皇帝と諸侯，帝国構成員全体に関わる集合的な価値観であ

ったと考える O 法(正義)からなお未分化なこの「名誉」は，皇帝と諸侯の双方が相

互に要求を行い，また拘束しあう根拠となり，この意味で統合的に作用する価値規範

門
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であった。バルバロッサがアピールするこの「帝国の名誉Jは，ブルデューのいう

「象徴資本」としての公的，社会的価値を持つ。宮廷(集会)は， I帝国の名誉」が帝

国構成員に評価・認識され，共有される公共の場であり，ここでは，この名誉を損な

った者に対する制裁(最も明示的にはロンバルデイア都市に対する軍事行動)への合

意が形成される O この「名誉」の内容自体は明示的に語られることはないものの，中

世的，戦士貴族的な理念と価値に規定されており，パルバロッサの政策と行動は，こ

のような騎士的価値意識に貫かれていたのである o I帝国の名誉Jはしたがって，国王

が関わる紛争の局面で頻出し，ゲーリヒはバルバロッサと教皇，ザルツブルク大司教，

ロンパルデイア都市との対立を，そのような状況として考察している。

ゲーリヒによれば，国制とは支配者層内のコミュニケーションとインターアクショ

ンの規範と慣習である O ゲーリヒが述べるように， I帝国の名誉」が国王のプロパガン

ダにとどまらず，諸侯の名誉と重なり，共鳴しあうのであれば，帝国国制におけるそ

の重要性は否定できない。しかし諸侯にとって「帝国の名誉」はいかなる意味を持っ

ていたのか，自身の名誉とどのように関わると認識されたのか，この点はなお明らか

ではない。

いずれにせよパルバロッサが諸侯，貴族に対しでも個別的，集団的にその名誉に配

慮しなければならなかったとすれば，帝国内部(国王と諸侯，諸侯・貴族問)の紛争

解決においても，当事者に対して同様な配慮が行われたと考えられる O そのような

「コミュニケーションとインターアクション」においては， I公的刑罰」の観念が現実

に機能する余地はさほど大きくはなかったと考えねばならない。

アルトホーフやゲーリヒらに代表される，バルパロッサの現実の行為から不文の規

範や儀礼的コミュニケーションの意義を読みとろうとする最近の研究動向と，バルバ

ロッサ時代の法と裁判の発展を評価しようとする法制史家の視点には，なお大きな隔

たりがある O ではパルパロッサが紛争解決に裁判を重用したというリヒターの指摘を，

どう考えるべきか。裁判と裁判外の紛争解決は，どのような関係にあったのだろうか。

この点を考えるためにはまず，国王が司宰する帝国の最上級裁判である，国王宮廷裁

判の特質をふまえておく必要がある O
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( 2 )国王の宮廷と裁判

国王宮廷裁判Konigs-und Hofgerichtと法制史家が呼ぶのは，文字通り国王宮廷で原

則として国王臨席の下に聞かれる，帝国の最上級裁判である O 国王宮廷裁判について

は1867/69年に刊行されたO・フランクリンの古典的な大著が，今日なおその価値を失

っていない。フランクリンが述べるように，フランク王国時代の宮廷裁判と中世末期

からの帝国カンマー裁判については知られるところが多いのに対し，国王宮廷裁判に

ついての研究はブランク状態が続いていた。 7)このブランクを埋めるためにフランク

リンは豊富な史料を引用しつつ，この裁判所の時代的変容と基本的機能を明らかにし

たのだが，その後100年間，国王宮廷裁判に関する本格的な研究は現れなかった O

1973年になって叢書「旧帝国における最上級裁判権の史料と研究」の刊行が始まり，

その一部をなす f1451年までの国王宮廷裁判の活動に関する証書要録Jとして時代別

に国王宮廷裁判の史料が刊行され始めたことは注目に値する O 8)叢書全体の編者でも

あり， 911-1197年を扱う，その最初の巻の編者である B ・デイーステルカンプが序

論で述べるところによれば，国王宮廷裁判の研究が進まなかったのは， 13世紀以後の

ドイツ国制史における「王権の没落Jモデルと結びついた，この裁判のネガティヴな

イメージによるところが大きい。これに対し， 60年代より国制史研究において，中世

後期と近世の帝国における，集権国家モデルとは異なる機能と存在意義の評価が試み

られるようになった。こうした国制史研究の動向に対応して60年代には，中世後期に

おける王権の法・平和の維持者としての役割の再評価が始まり，最上級裁判に関する

上記の史料編纂と，研究のための叢書刊行を促したのである O 9) 

しかしフリードリヒ・バルバロッサ時代の国王宮廷裁判については，宮廷集会にお

いて国王の臨席の下に諸侯の助言・同意によって判決が下されるといった事実以外に，

知られるところは少ない。 1235年のマインツ帝国平和令によって，宮廷裁判官職と裁

判書記職が設置されるまで，国王宮廷裁判は殆ど制度的，組織的基盤を持たなかった。

フランクリンが指摘したように，国王宮廷裁判はなんら自立的な官庁Beh紅白ではな

かった。 10)巡行する国王の下にもたらされた訴えを国王が取り上げ，宮廷集会での審

理・判決を諸侯に要請すれば，宮廷集会は国王宮廷裁判として機能する O この意味で
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国王宮廷裁判は宮廷集会の延長上にあり，宮廷集会の機能の一部をなすものといえよ

うO リヒターはバルバロッサが紛争解決手段として裁判を重視したと述べ，デイース

テルカンプも， 1235年以後の国王宮廷裁判の制度的発展と活動の強化は，すでにバル

バロッサ時代に始まっていたと述べるO 11) しかし少なくとも 12世紀には国王宮廷裁判

の制度的発展を示す事実はない。

911年から 1197年までの国王宮廷裁判の活動を示す証書の点数をみると， 912 ----1009 

年のほぼ200年間の証書が147点であるのに対し， 12世紀前半には 129点，パルパロッ

サとハインリヒ 6世の時代，すなわち 12世紀後半には318点と急増じている O 12) これ

には文書作成，とりわけ国王証書の作成数自体の増加をも考慮しなければならないの

だが，バルパロッサ時代に国王宮廷裁判の機能が活発化したことは否定できない。し

かしパルバロッサ時代には， 1235年以後の宮廷裁判官のように，場合によっては国王

不在時にも代理をつとめうる裁判官は存在せず，一時的な委任を除けば国王自身が裁

判を司宰した。したがって国王宮廷裁判のインテンシヴな活動は，国王自身の宮廷集

会開催の頻繁化と，そこにもたらされる訴えの増加を意味する o K・ライザーが述べ

るように，バルバロッサはその統治において様々な新しい試みを行ったが，総じて制

度化への関心は薄く，裁判を含めた統治行為は，あくまでバルバロッサ自身の人格と

権威に結びついていたのであるO 凶

.シュタウフェン朝初代の国王コンラート 3世は，王位を争ったヴェルフェン家のヴ

ェルフ 6世およびハインリヒ獅子公との対立を克服し得ず，聖俗諸侯の争いに対して

も有効に対処できないことが多く，王権の安定を見ないまま治世を終えた。これに対

し国王証書や国王宮廷裁判の証書要録は，イタリア遠征を別にしても，バルバロッサ

が帝国各地を精力的に巡行し，帝国構成員のフェーデ，紛争の解決に尽力したとの印

象を与える O しかしパルバロッサの巡行は，決して帝国諸地域を均等にカヴァーする

ものではなく，また宮廷集会と証書発給の頻度，諸侯の宮廷訪問にも時期によって顕

著な差異が認められる O これらについての詳論は後段に譲り，ここではフランクリン

が， (叙述)史料にはバルバロッサの宮廷の裁判活動についてポジテイヴな記述が多い

ものの，パルバロッサは自身の裁判官としての権限を，慎重かっ宥和的に行使したと

述べていることに注目しておきたい。 14)実は先に挙げたパルバロッサ時代の国王宮廷
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裁判の証書には，裁判による判決ではなく，調停(仲裁)と和解の結果を示すものも

少なくない。 13世紀までの紛争仲裁じ関する研究を行ったH・カンプもまた，パルバ

ロッサの統治期には国王宮廷裁判の判決が増加するものの，同時に仲裁もその意義を

高めたと述べる O 15) これは何を意味するのだろうか。

ここで再度確認しておきたいのは，当時の国王宮廷裁判が今日の裁判とは異なり，

自宣的な司法組織をなしておらず，宮廷集会の一機能に過ぎなかったことである。ま

た宮廷はその都度，そこに集う人々の集合体であり，国王を中心とする諸侯，貴族の

多様なコミュニケーションと意思形成の場であった。裁判および仲裁，和解もまた宮

廷におけるコミュニケーションの一部であり，アルトホーフらが強調するように，実

際には裁判と裁判外の仲裁・和解という紛争解決の手段は，容易に相互に移行する，

流動的な関係にあった。とくに世俗諸侯・貴族にとっては，裁判によって判決を受け

ることは，たとえ国王の裁判といえども，その身分意識と相容れず，彼らは不利が予

想される裁判には召喚されても応じようとしなかった。ヴェルフェン家やバーベンベ

ルク家などの有力諸侯を相手にしたときのパルバロッサは，召喚に対する不出頭が続

く場合も，欠席裁判によるアハトの宣告にはきわめて慎重で，期日を幾度となく延ば

しつつ忍耐強く出頭を促したO 16)その場合の召喚は判決を下すことよりも，妥協と和

解の交渉を促すことに重点を置くものであった。フライジング司教オットーはこのよ

うな紛争解決に臨む，裁判と和解の双方を念頭に置いたバルバロッサの姿勢を，

consilio vel iudicioと表現している。 17)

また逆に諸侯の判決による裁判手続きをもって，重要な政治的決定が行われること

もあった。 1156年のレーゲンスブルク宮廷集会において，いわゆる「小特許状」によ

ってオーストリアの辺境伯領を大公領に昇格させる決定は，バルバロッサの要請によ

りベーメン大公ヴラディスラフが，帝国諸侯の合意を得た判決として公にするという

手続きをふんでいる O 18) また国王宮廷裁判の判決は， r諸侯の助言(同意)により

consilio principum， ex consensu principumJ導かれ， r諸侯の判決sententiap血lcip田 nJ

として国王により公にされるのが通例であった。やはり国王宮廷裁判とは，宮廷にお

ける(国王と)諸侯の多様なコミュニケーション行為の中に位置づけられるものであ

り，今日の司法のように独立した閉鎖的なコミュニケーション・エリアをなすもので
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はなかったといわねばならない。 19)そうであれば，バルバロッサの治世には国王宮廷

裁判の判決が増加すると同時に，仲裁行為もその意義を高めたとのカンプの指摘も理

解できる O 各地で在地の支配関係が桐密化し，また地域における領邦形成のイエシア

テイヴ争いが激しくなりつつあった 12世紀後半には，聖俗諸侯や，教会，修道院，有

力在地貴族間の紛争が多発し，国王への訴えも増加したであろう O デイーステルカン

プが端的に述べるように，中世ヨーロッパの国王の課題は， I統治すること regierenJ

ではなく， I平和と法を維持すること」であった。 20) しかしそのための手段は裁判の

みではなく，紛争への対処方法は基本的には国王自身の判断によって選択されたので

ある O

E フリードリヒ・バルパロッサの紛争仲裁:事例

では裁判・判決にあらざる仲裁・和解によって収拾された紛争の事例とはどのよう

なものか。以下ではフリードリヒ・バルバロッサの国王宮廷裁判の証書要録および国

王証書(一部は叙述史料)から，仲裁行為とその結果を示す事例を抜粋し，検討して

みよう O

(以下の事例では，まず各証書のプロトコルを参照して要約を記し，さらに本文の重

要な部分のみ訳出して一部には原文を添えた。ただしこの本文も厳密な逐語訳ではな

い。とくに本文中の原文と対応する箇所を示す必要がある場合には下線を付し，各事

例には簡単なコメントを加えた。整理番号①②….の後に証書作成年代，証書発給地，

典拠を記した。)

① 1152Lambert de watreIos，Amdes cameraeenses，MG ssm，S.523-5251) 

フランドル伯は国王フリードリヒの宮廷に，カンブレ市の伯権を得るべく赴いた。これに反対

するカンブレ司教はケルン，マインツ， トリア大司教，リエージュ司教の支援を要請し，その協

力により，カンブレ司教によるこの伯権の所有は，コンラート 3世時代に承認され，大司教たち

にも認められたものだとして，フリードリヒに異議申し立てを行った。世俗諸侯はフランドル伯
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の権利を認めたが，フリードリヒはフランドル伯を呼び戻し，伯権授与を撤回した。しかし伯は

納得せず，フリードリヒは混乱を収拾することができなかった。結局，宮廷では司教の主張が認

められ，怒って帰る伯に，司教は休戦を請うたが，伯は応じなかった。諸侯は伯にカンブレ司教

のpatriaの破壊を勧めたが，結局武力行使には至らず，フリードリヒはカンブレ司教の要請によ

り聖霊降臨祭までの休戦を約束させた。

この場合，パルバロッサは，裁定に反してフェーデを行おうとするフランドル伯に

対し，国王の裁判と平和を貫徹しようとせず，調停・和解に努めた。 T・ロイターは

このようなパルパロッサの対応をドイツ国王に特徴的なものとし， ドイツの国王に期

待されたのは，裁きではなく仲裁であったとする O フェーデを排除することではなく

調整することが国王の役割であり，とりわけ1150年代のバルバロッサの課題は，全て

の有力家門の名誉と権益を尊重し，その相互の平和的関係を維持することであった。

とはいえ，この事例はネガテイヴな印象を免れない。即位まもないバルパロッサにと

って，こうした個々の諸侯の重要な利害対立にかかわる問題の決定について，あらか

じめ合意をとりつけるという配慮を欠いていたのかもしれない。アルトホーフが述べ

るように，宮廷集会のような公の場での異論提出は，しばしば収拾不可能な混乱を招

いたのであるO 2) 

② 1156 ユトレヒト DF 1.， Nr. 137. 

パルパロッサはユトレヒトの聖マリア教会参事会員と，ユトレヒトの聖マルティン聖堂参事会

のミニステリアーレン，エグベルト・フォン・アムステルの十分のー税等をめぐる争いを，諸侯

の助言と 4人の信頼できる人々による境界画定を通じて裁定した。

私，ローマ人の皇帝フリードリヒは，聖マリア教会の参事会員たちと，聖マルテイン教会のミ

ニステリアーレン，エグベルトの聞の争いを抑え，私のもとにもたらされた彼らの争いを，諸侯

の思慮ある助言により prudentiprincipium consilio裁定したことを知らしめる。すなわちエグベ

ルトは，前のユトレヒト司教ヘルベルトの前で，聖マリア教会参事会員のために，ある新開地の

裁判権，地代，十分のー税を放棄したのだが，再びこれを侵害したので，参事会員たちはふさわ
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しい証人をもって，このことを証明しようとした。そこでエグベルトは私の前でこれを同教会，

フォークト，参事会員に対して放棄した。しかしその後再び(十分のー税の)境界をめぐって争

いが生じたので，諸侯の助言と双方の側の合意により.この地域の信頼できる人々 4人に誓約さ

せて.休戦を受け容れさせた後.彼らが知るところ.そして誠実な人々から聞き知ったところに

従って.境界を画定し.裁定するように義務づけた~principum consilio et utriusque partis 

consensu prudentes regionis illius viros，…(4人の名)…sacramentoconstr加ximus，ut acceptis 

induciis， sicut scirent vel sicut perscrutaria veracioribus terre possent， sub attestatione 

i山首iurandis凶 eosveraciter sequestrando. discemerent. そして彼らは私のところに戻ってきて，

以下のように証言した…(参事会側に十分のー税が属す個々の地域についての証言).・…これら全

てが参事会に属すことを私の権威によって確認し，以後侵害されることなきょう，この文書に印

璽を付して堅固にし，禁ずるものである。

この事例でも同じ紛争が繰り返されているように，一般に権限や所領の境界をめぐ

る争いの解決は容易ではなく，通常の裁判・判決よりも，在地の人間(おそらく在地

貴族)を含めた調査と証言にもとづいて仲裁し，和解を促すことが最善の方法であっ

たO この度は，証人として記名されたケルン大司教，リエージ、ユ司教，ゲルデルン伯，

ホラント伯，クレーフェ伯など，下ライン，低地地方の聖俗諸侯が在地の有力者とと

もに，この境界確認と和解に協力したのである O

③ 1156/57 DF 1.， Nr.155. 

バルバロッサは教皇の委任裁判官であるマクデブルク大司教ヴイヒマンに，コルファイ修道院

長(ヴイーバルト)とオスナプリュック司教(フイリップ)の間の十分のー税をめぐる争いを，

コルファイ修道院の特許状に十分に配慮して裁定するように命じた。

④ 1157パンベルク DFI.，175 

パルパロッサはオスナブリュックの聖堂参事会長，司祭長，聖職者に，コルファイ修道院長ヴ

ィーバルトに対し，オスナブリュック教会との十分のー税の争いにおいて，教皇庁への上訴を控

えるように促したことを伝え，また彼らがヴィーバルトと和解すべきこと，さもなくば自分が裁

定を行うであろうことを告げた。
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……それゆえ私は，あなた方が倣慢を募らせるような，この訴えの遅延を望まず，このこと

に入念に注意を促しつつあなた方に命じる，前述の修道院長およびコルファイの教会と，件の訴

えについて，近いうちに和解すべく努力するように，と O それゆえ私は，猶予を与え，その時ま

でに和解が成立していなければ，この訴えを私が自身で裁定するであろう o そして帝国の法の下

にあるコルファイの教会のため，また同様にその長であり，長らく大いに帝国に奉仕してきた人

のために，裁判により，あるいはその他の適切な和解によってこの訴訟を終わらせるであろ

う。…Hancergo querele dilationem nolumus， ut in augmentum elationis vobis assumatis， sed hoc 

vobis attente monendo precipimus， ut cum predicto abbate et Corbeiensi ecclesia interim 

componere de eadem querela studeatis. Nos enim， cum tempus acceperimus， si prius composita 

non fuerit， eandem querimoniam per nos ipsos discutiemus et tam pro ecclesia Corbeiensi， que ad 

ius imperii nostrispectat， quam pro persona， que ibi preest， que diu et multum imperio sen北vit，

sive iudiciario ordine sive alia convenienti compositione eandem causam terminabimus. 

1155年にバルバロッサと教皇ハドリアヌス 4世がトゥスクルムに滞在した折りに，

教皇はマクデブルク大司教ヴイヒマンに，コルファイ修道院長ヴイーバルトとオスナ

ブリュック司教の十分のー税をめぐる争いを教皇の(委任)裁判官として裁定するよ

うに命じた。ヴイヒマンは1157年 1月23日にメアゼブルク出頭を要請するのだが，バ

ルバロッサのヴイヒマンへの命令は，おそらく先王以来の宮廷書記長として，パルバ

ロッサ統治初期にはなお影響力を有したヴイーバルトの依頼により，この期日以前に

バルバロッサが送ったものであろう O 教皇のオスナブリュックの聖職者宛の書簡は，

国王証書集の編者によれば，バルバロッサと相談の上，ヴイーバルト自身が作成した

ものと考えられる O 本文の末にあるように，裁判または(仲裁を通しての)和解をオ

プションとして併記するのは，紛争解決を促す文書に頻出するフォルメルであり，国

王のイニシアテイヴによる裁判と仲裁・和解の関係が密接でかつ流動的な関係にある

ことを示唆している O もちろんこのケースではヴイーバルト側の優位は明らかである O
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⑤ 1158 Ukr.1， Nr.364， DFl.， 218. 

バルバロッサはハインリヒ獅子公とフライジング司教オットーのフェーリングとミュンヘン付

近の市場，橋梁税，貨幣をめぐる争いを諸侯の出席のもとに，平和的に和解させた口

神の恩寵によりローマ人の皇帝フリードリヒは，親愛なるオジ，フライジング司教オットーと

その後継者たちに挨拶を。神の思寵によってローマ帝国を統治する私には，神助により，可能な

限り，俗世の平穏と教会の平和を守ることに努めるのがふさわしい。そして現今では私に委ねら

れた世界を平和に統治することを，未来には諸王の王，キリストより永遠の報酬という恩恵を与

えられることを願うのである。しかして，フライジング司教職にある私のオジと，私の高貴なる

血縁者，バイエルンとザクセンの大公ハインリヒの聞に，フェーリンゲンとミュンヘンの市場を

めぐる争いが生じたので，私の面前で，諸侯の立ち会いの下に，これを裁定させた。それゆえ，

あなたたちの間では，このことのために，いかなる争いが生じる可能性も，取り除かれたものと

考えるべきである。あなたたち双方の合意と意志によって行われた和解の内容は，以下のようで

あることを現在と未来の人々に知らしめる。

…Ex quo divina benignitate Romani imperii gubemacula tenemus， dignum est， ut eius opitulatione， 

quantum possumus， quieti temporum et paci ecclesiarum curemus providere. Ita enim et in 

presenti commissum nobis orbem pacifice gubernari et in futuro a rege regum sempiterne 

retributionis premio donari speramus. Inde est， quod controversiam， que inter te， karissime 

patrue， qui impresentiarum Frisingensis episcopatus geris dignitatem， et nobilissimum 

consanguineum nostrum Henricum ducem Bawarie et Saxonie super foro apud Verigen et 

Munichen dinoscitur agitari， ita coram nostra et principum presentia decidere curavimus， ut 

deinceps omnis contentionis， que ob hanc rem inter vos haberi posset， sublata credatur occasio. 

Huius autem transactionis utriusque verstum assensu et voluntate celebrate talem fuisse tenorem 

presentibus innotescat et白turis…

1156年にバイエルン大公領を確認されたハインリヒ獅子公は，ザクセン内外の貴族

と同様に，バイエルンでもしばしば争いを惹起していた。この年からの第 2次イタリ

ア遠征にハインリヒ獅子公の協力も得なければならないバルバロッサにとって，自分
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の従兄弟とオジの聞の紛争は，どうあっても和解させなければならないものであった。

アレンガには聖俗の貴族問の平和維持が皇帝の神に由来する義務であるとされている O

⑥ 1158 アウクスブルク Ukr.1， Nr.365， DFI.， Nr. 219. 

バルパロッサは(ハンブルク)プレーメン大司教ハルトヴイヒとハインリと獅子公を和解させ

ること，彼らの争いは実力ではなく，国王の裁判によるべきことを強調した。また同大司教とフ

ェルデン司教の争いは，双方の証書にもとづき，諸侯その他の識者の助言によって調停するべく

努めることを明らかにしたD

-…..第一に，プレーメン大司教とバイエルン・ザクセン大公は，かくも大なる親愛の鮮によ

り和合させることがふさわしいと考えるゆえに，もし両者の何れかが他方に不当な行為を行った

場合，被害者はこれに報復することなく，判決に従い，しかるべく私の裁判の審査にうったえる

ようっとめるべきである。プレーメンとフェルデンの教会の人々の聞のその他の問題は，双方の

特許状の内容に従い，諸侯とその他の知恵有る人々の助言により，和解させるように尽力するで

あろう o . 

…Primum igitur dilectos nostros domnum Bremensem et Bawarie ac Saxonie ducem tante 

dilectionis vinculo unire dignum censemus， ut， si alteruter in alterum excesserit， per se ulcisci non 

presumat， sed dictante sententia ad examen nostre iusticie prout decet， recurrere fest泊et.Aliam 

causam， que inter dilectum nostrum Bremensem et Verdensem honorabiles personas agitatur， 

iuxta tenorem privilegiorum utriusque adhibito principium et aliorum sapientum consilio 

componere satagemus... 

証書集の編者によれば，この文書はバルバロッサが直接口頭でプレーメン大司教に

約束したことを文書にしたものである O プレーメン大司教とハインリヒ獅子公の争い

は，以後国王の裁判に委ねるよう命じているが，プレーメンとフェルデンの争いが諸

侯の助言(仲裁)に委ねられるとされていることから，前者についても実際には宮廷

集会で諸侯の調停に委ねられるものと考えてよいだろう O 本文中の「私の裁判(の審

査)J とは，国王の最上級裁判官としての権威のもとに行われる審査であり，証人の証
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言などの事実確認を経て行われる仲裁をも含む，王権の下での紛争解決を意味すると

考えてよい。いずれにせよ裁判と仲裁・和解が相互に密接な関係にあったことが窺え

るO なお当時のフェルデン司教ヘルマン(在位1148-67)はハインリヒ獅子公の家臣出身

で，バルパロッサはハインリヒ獅子公とのよき関係の維持に腐心し，この意味でバル

バロッサにとって両司教の関係調整は重要かつ困難な課題であった。この問題は 1160

年にパヴイーアの宮廷集会で，さしあたり下記の事例⑧のように解決された。

⑦ 1159 DF 1.， Nr.292. 

パルバロッサはザルツブルク大司教エーベルハルトに，その属司教とともにパヴイーアの宮廷

集会に出席するよう求め，キームゼーの参事会員たちと騎士ウールリヒの争いを，双方の出席の

下に裁定することを命じた。

….さらに，騎士ウールリヒのために，彼の訴えについて，彼に判決を与えるようにutin 

causa iusticiam ei faceres，あなたに書き送ったので，私は彼の釈明によって熟慮したことによる

以外に，何もなしえなかった。その後まもなくキームゼーの参事会員たちが私のところにやって

きて，ウールリヒの釈明とは反することを私に示L，ウールリヒの訴えを拒否した。私はそれゆ

え‘一方の当事者の欠席下に他方に判決をなすことはできないL.また疎遠な(遠隔地の)犯罪

によって自分の心を煩わされるのを望まないので.双方の出席下に.神と俗世において双方が十

分な正義(法)を得るよう.あなたが彼らの聞を裁定すべきである。 Nositaque absente una 

parte iusticiam alteri facere non valentes nec peccatis alienis担吐mamnostram onerare volentes 

tue discretioni mandantes iniungimus， ut presente utraque parte ita inter. eos diffinias， quod 

suf:ficientem iusticiam uterque consequatur secundum deum et secundum sec叫Uffi.

パヴィーアに滞在中のパルバロッサには，バイエルンの教会と在地領主の紛争を適

切に裁き，あるいは仲裁することは困難であり，また余裕もなかったので，ザルツブ

ルク大司教ら管区大司教，司教に裁定を行わせようとした。 intereos difiniasとは裁

判・判決による以外に，仲裁によって紛争を終わらせることをも含意する表現である O
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⑧ 1160 Ukr.1， Nr.373， DF I.， Nr.31O. 

パルバロッサはプレーメン大司教とフェルデン司教の長期にわたる所領争いを，多数の諸侯の

出席するパヴイーアの集会において諸侯の助言により終結せしめた。

私，ローマ人の皇帝フリードリヒは，フェルデンの教会(聖堂参事会)の全ての聖職者，封臣，

ミニステリアーレン，全ファミリアに知らしめるD プレーメン大司教ハルトヴイヒと司教へルマ

ンの古くからの争いは，宮廷の諸侯の出席下に私の面前にもたらされ，私は双方の代表者からふ

さわしく事情聴取し，法に従い，諸侯たちの助言によって裁定し，この争いを完全に終わらしめ

た。 antiquacontroversia illa， que inter Bremensem archiepiscopum Harthwicum et inter dilectum 

nostrum Hermannum episcopum vestrum hactenus agitabatur， ante maiestatis nostre presentiam 

in frequentia principum curie nostre iuste quidem mota est et rationabiliter promota ita， quod 

utriusque partis allegationes in sua causa ordinabiliter audivimus et dictante iustitia consilio 

principum lite decisa toti controversie supremum finem imposuimus... (その内容:)プレーメン

大司教は，フェルデン司教教会の沼沢地の全ての所有物を司教に返還する。フェルデン司教はそ

の大なる忠誠により帝国の名誉honorimperiiのために貢献してきたので，これらの所領を何人に

も損なわれずに，平和のうちに所有すべし。この裁定に臨席し，助言と承認を与えた諸侯・貴族

の名:ケルン大司教ライナルト，バンベルク司教エーベルハルト，プラハ司教ダニエル，マクデ

ブルクの聖堂参事会長ゲアハルト，バイエルン・ザクセン大公ハインリヒとその家臣たち，ケル

ンテン大公，シュワーベン大公フリードリヒ，パーデン辺境伯ヘルマン，フォブルク辺境伯，そ

の他の伯やエーデルフライエなど。

1158年の文書における予告の通り，宮廷集会における諸侯の協力(助言・協議)に

もとづいて裁定が下されたことがわかる O 内容的にはやはりフェルデン司教に有利な

裁定である O

⑨ 1161 ランドリアーノ Ukr.1， Nr.376， DF I.， Nr. 338. 

パルパロッサはトリア大司教ヒリンとライン宮中伯コンラートの，城塞， トリア市の裁判権，

教会等をめぐる長期にわたる争いを仲裁し，和を結ばせた。
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….，不和や争いの火口が鎮められ，平和と友好が正義の飾りとともに諸侯や指導者の聞における

秩序を維持することができるなら，私の皇帝の権威は懇願によって動かされ，私の帝国のすべて

のことがらは，より適切に統治され，治められる。それゆえ以下のことは，道理にかない，また，

帝国の名誉にもふさわしいように思われる，すなわち重要ならざる理由で私の帝国の諸侯たちの

聞に不和の嵐が生じないように細心の注意を払うべきであり，とくに親族関係により私と結び、つ

いている人々の場合はそうである。Inclinariprecibus nostra imperia1is dignitas semper consuevit 

et universa in imiperio nostro reguntur ordinabilius atque gubernantur， si totius dissensionis et 

controversie fomite sopito pax et amicicia cum decore iusticie ordinatum statum inter principes et 

rectores quiete valeant optinere. Ratio igitur exigit et imperiali congruere videtur honori， ut 

summo studio provideamus， ne a1iqua levi occ加 ionetempestas discordie oriatur inter principes 

imperii nostri， maxime quidem inter illos， qui familiaritate vel consanguinitate nobis iunctiores 

esse dinoscuntur.それゆえ帝国の現在・未来のすべての臣民に知らしめる。トリア大司教ヒリン

と私の兄弟，ライン宮中伯コンラートの間の長期にわたる争いを，私の権威によって仲裁し，平

和と和解の協定へと導き，下記のような条件で永遠の静穏を回復したことを。 Eapropter

universorum imperii nostri fidelium tam futura quam presens noverit etas， qualiter nos 

controversiam illam， qui inter familiarissimos et karissimos principes nostros videlicet Hillinvm 

venerabilem Treuerorum archiepiscopum et fratrem nostrum Cvunradum pa1atinum comitem de 

Rheno iam diu agitabatur， ad conventionem pacis et concordiae mediante auctoritate nostra 

reduximus et hoc ordine， quemadmocum subscriptum est， ad perpetuam stabilitatem 

reformavimus. 

…コンラートはL，Kの両教会の叙任権， sの城塞を大司教に譲る。両者はトリア市内において，

正当なる裁判権をもっD ・・ H ・H ・-トリア市民の， coniuratioと呼ばれる共同体を解散させ，以後私の

権威によって禁止した。 H ・H ・..castrumE.とそれが存する山を大司教はコンラートに授封するD そ

れができなければ Kのcurtisにおける年に 10ポンドの収入をもたらすマンスを宮中伯にあたえ

る。宮中伯はこれを他人に授封することなく自身の手に保有すべし.…・・

証人:ケルン大司教ライナルト，バンベルク司教エーベルハルト，聖マクシミヌス修道院長ジゲ

ルス， トリア大教会のデカンR，宮廷書記H，方伯L，その他の伯たち....・ H ・-
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アレンガには，諸侯聞の平和と友好が帝国の秩序の前提だというパルバロッサの統

治理念が端的に記されている O ここでも聖界諸侯と世俗諸侯の争いは，やはり仲裁・

和解によって解決された。しかし自分の兄弟が当事者であったためか，諸侯の仲裁へ

の関与は記されていない。

⑩ 1164 Ukr.l， Nr.386， DF 1.， Nr.449. 

パッサウ司教とオーストリア大公の長期にわたる争いに対し(パルマの宮廷集会にて)諸侯た

ちはバルパロッサに対処を要望した。バルバロッサはザルツブルク大司教を裁判官としブリクセ

ン，グルク司教，可能ならシュタイアの辺境伯をも加えて紛争解決，少なくとも休戦を実現する

ように委任した。

神の恩寵によりローマ人の常に尊厳なる皇帝フリードリヒは，親愛なるザルツブルク大司教エ

ーベルハルトに恩寵と挨拶を。私のオジ，オーストリア大公ハインリヒとおなじく私のオジ，パ

ッサウ司教(コンラート)の間に解決困難な不和・争いがいかに長く続いているかは，あなたの

記憶からなお消え去っていない。この争いはきわめて激しくなったので，パルマの全体宮廷会議

において，全王国の諸侯たちは不安に感じ，私の皇帝の手を速やかに差し伸べるようにと一緒に

なって請うた。この諸侯たちは自然の法によって，また私の帝権に対して負うところの忠誠によ

って私に結びついているので，私は彼らの正当なる請願を受け入れ，真実の擁護者にして，和解

と平和を愛する人であるあなたを，裁判官に定めることにした。そこであなたの勤勉を促し，請

い，またたしかに以下のように命ずる:ブリクセン.グルク司教に.もし可能ならシュタイアの

辺境伯をも加え.パッサウ司教と大公に適当な場所.日を予め示し双方の派遣した者から事情

を十分に聴取しもし可能なら呪わしい厭うべき彼らの争いを.あらゆる努力と愛をもって根本

的に終わらしめるべきである。もしあなたがこのことを.如何なるやり方.工夫においても何も

進めることができなければ.私がまもなくわずかな人々をつれて彼らのところに赴くか.または

私の命令に従って.彼らが辺境領の境界まで私を出迎えるかするまで.彼らの安全を保障し休

戦を与えて彼らの間の平和を定めるべきであるlLquatenusassumptis viris catholicis， episcopo 

videliet Brixiensi et Gurcensi et， si eti.am fieri potest， marchione de S句rrialocum convenientem， 
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diem certum et congruum praedicto Patauino episcopo et duci praefigas et suditis utriusque p紅 tis

allegationibus plene et praelucide abominabiles et execrabiles lites eorum et contentiones， si 

unquam fieri potest， toto凶su，omni cordis et mentis affectu decis出 radicitusextirpare deberes. Et 

si hoc nulla arte， nullo ingenio promovere potes， firmissima illorum securitate recepta et data 

treugua pacem inter ipsos statuas， usque nos cum paucis ad ipsos in brevi procedamus vel ipsi， 

secundum quod mandatum a nobis acceperint， in coぱInusMarchie nobis occurrant. 

この件については Gestaarchiepiscoporum salisburgensium， MG 8811， 8.82.およ

びRegestaarchiepiscoporum salisburgensium， Nr.253.に簡単な記載と言及がある(本

稿V の(3)の事例④を参照)0 ただし紛争の原因は明らかではない。パッサウ司教コン

ラートとオーストリア大公ハインリヒは兄弟で，バルパロッサの父，シュヴァーベン

公フリードリヒとは異父兄弟であった。ここでは聖俗諸侯間の紛争の解決のため，パ

ルマの宮廷集会において他の諸侯がバルパロッサに要請を行っている O これを受けて

バルバロッサは，当該地域に影響力を持つザルツブルク大司教に，仲裁を委任するこ

の書簡を送ったのである O また帝国東南部の聖俗諸侯の協力を得ることをも指示して

いることは，地域の紛争解決のための諸侯の広域的な協力関係を示唆している O アレ

クサンデル・シスマをめぐって当時大司教エーベルハルトとバルバロッサの関係は決

して良好ではなく，同大司教はイタリア従軍を拒否していた。にもかかわらずパルバ

ロッサは，その大司教に調停を委ねざるを得なかった。皇帝不在中のドイツにおける，

有力諸侯による紛争仲裁の委任と，仲裁の手順が示されている点でも興味深い。

⑬ 1165ユトレヒト Ukr.l， Nr.393， DF I.， Nr.497. 

パルパロッサはユトレヒト司教ゴットフリートとホラント伯フロレンテイウスのフリースラン

ト伯領をめぐる争いを，宮廷(裁判)および、パルバロッサに忠実な人々の助言をもって調停し，

友好的な関係へと和解させた。

争いが判決ないしは和解によって解決されたことは，長い時の経過のうちに不和が再発しない

よう，文書と証言によって示され，また続く子孫たちが，先人たちの状態について，悪意ある者

-112一



たちの偽りに対して，対置する根拠を持てるようにするのが，理にかなっている。 Controversia，

que sentencia vel eoncordia sopiuntur， ratio suggerit， ut scriptis et testificacionibus designetur， ne 

forte diutumitate temporum discordia recidiva resurgat et habeat secutura posteritas， quid de 

statu precedencium fradibus malignancium convenienter opponat. 

それゆえユトレヒト司教ゴットフリートとホラント伯フロレンテイウスの間のフリースラント

伯領をめぐる争いを，私は宵廷と私に忠実な人々の助言により.平和的に終わらしめ.彼らをふ

きわしい友好により和解させて.信頼できるものと見なされるように.その和解の内答をすべて

記すことがふさわしいと考えた。 Eaproptercontroversiam， …nos de consilio curie et fidelium 

nostrorum concorditer decidentes eosque favorabili. amicicia reconciliantes dignum duximus， ut 

universus tenor concordie describentur， quemadmodum subnixa videntur. 

(以下に 14項目の和解事項が続く)

件のフリースラント伯領を等しく分割し，何れもより大きな利益を得ることがなきょうにする。

双方は一人の伯を選んで自分に代わって統治せしめ，この伯は皇帝から罰令権，裁判権を与えら

れ，司教と伯の一方に不利やより大きな利益をもたらさないようにする。双方が一人の伯を一致

して選べない場合は，皇帝がかわって選ぶ0 ・

司教と伯はこの全ての和解を永久に守るべく，皇帝の手の中で誓約を行い，合意した。皇帝は，

この和解の強化へと，皇帝の思寵の保持と 500マルク銀の罰金のもとに両者を義務づけた。いず

れかがこの和解に反し， 12週以内にこれを正さなかったら，皇帝はその面前に，罰令権を与えら

れた伯を召喚し，彼と，双方から 3人ずつ選ばれた証人から，何れがこの和解の破壊に責任があ

るかを調査する。この 7人は真実を語ることを誓約する。この 7人によって，ないしはその多数

によって有罪とされた側は， 20週以内に500マルク銀を皇帝の金庫に納め，その罪をふさわしく

償う……・.

おそらくユトレヒトの宮廷集会における皇帝と諸侯の仲裁によって成立した和解契

約である。この冒頭のsententiavel concordiaは紛争解決の定型句的表現であるが，や

はり裁判・判決と(仲裁)和解はパラレルなものと考えられていた。この和解の条件

は14項目に明記されているが，このような条件の詳細な文書化と同時に，新たに不和

が生じた場合に双方から選ばれた人々からの調査と，和解に反した者の処罰が規定さ
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れている点でも，後段で述べる， 13世紀の諸侯の和解・同盟文書に一歩近づいたもの

と言える O なお本文の 「私のnostrorum)忠実な人々」は， Ukr.で、は異本の「彼らの

eorumJ を採用している O その場合には，当事者の家臣も仲裁に加わったことになり，

この点も 13世紀の紛争仲裁規定にしばしば見られる O

⑫ 1169 Ukr.l， Nr.402. 

ユトレヒト司教ゴットフリートは彼とその教会が，近隣の貴族や，聖マルテイン教会のミニス

テリアーレン，エクベルト・フォン・アムステルからさえも，不法を被ったことを国王に訴えた口

ケルン大司教フィリップはバルパロッサの命令により両者を仲裁し，和解させた。

エクベルト・フォン・アムステルはユトレヒト司教の教会に属す賦課を自身のものとし，耐え

難い不法を加えたので，司教ゴットフリートは彼を召喚して破門した。その後司教はパルバロッ

サにこのことを訴え，エクベルトが宮廷裁判の判決によりアハトを宣告され，大逆罪を犯した者

とされるように請うた。 posteatot et tantas querimonias ad audientiam domini imperatoris super 

eodem detu1imus.. .iudicio imperialis curie... proscriptus et reus imperatorie maiestatis fuerit… 

ケルン大司教フイリップρはバルバロッサの命令により，両者の間のあれやこれやの争いを仲裁

した。 tampro hiis quam pro aliis inimicitiis mediatorem se...iussu do口泊niimperatoris interpos凶t.

フイリップの助言を容れてエクベルトはユトレヒト司教と，かつてその前任司教ハルトベルト

(ヘルベルト)と和解したのと同様な仕方で和解した。 consiliocuius. ..eodem prorsus modo 

mecum reconsiliatus est.. .aliquando compositus fuerat. エクベルトは問題の地域で彼がレーエン

として占有していた全てのものを司教に返還し，これを息子の代まで保有しうるアムトとして与

えられた。彼が不法に所有した，沼沢地や十分のー税は，無条件で司教に返還された。

(証人:ケルンとユトレヒトの聖職者たち)

ここに登場するエクベルト・フォン・アムステルとは，上掲②の1156年の事例に登

場するエグベルトと同一人物である O ユトレヒトの聖堂参事会(聖マルテイン)のミ

ニステリアーレンであったエクベルトが，この度は司教座教会自体との紛争に陥った

のである O ユトレヒト司教は破門という強硬手段を行使し，さらにこれを有効ならし
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めるため，宮廷裁判におけるアハトの宣告を求めた。このことからもエクベルトの在

地領主としての実力と，司教(教会)との対立の厳しさが認識される O しかし司教の

訴えに対してバルバロッサが選択した紛争解決方法は，管区大司教フイリップによる

仲裁であった。後述するように，その大司教管区，下ライン，低地地方の紛争におい

てフイリップやその前任大司教ライナルトが，バルバロッサの委任により，あるいは

独自の判断で，仲裁を行う事例は少なくない。

⑬ 1174ハーゲ、ナウ Ukr.l， Nr.423， DF 1.， Nr.628. 

ローデリヒ・フォン・ダルハイムがノイブルク修道院に寄進した筈の所領が，その妻の婚資に

されていることについてローデリヒの死後，寡婦と修道院は争った。裁判で、決着がつかなかった

ので双方はパルパロッサに訴えたが，最後には協議によって合意が成立した。

-…..それゆえここ彼処で幾度も裁判が行われたが，双方の訴えが私の前で聴取されるべくもたら

された。私は裁判によりこの問題を解決することを望み，ついに協議によってかくのごとき条件

で、合意に至った。 Multisigitur hinc et担保 placitisfrustra peractis utriusque partis querimonia 

coram maiestatis nostre audientia deportata est. Nobis itaque predictam causam ordine iudiciali 

terminare volentibus tandem ex consilio in hunc modum convenerunt.件の寡婦は修道院の好意に

より終身でかの土地を保有するが，毎年修道院に貢納する。その死後，土地は修道院の所有とな

る…

当事者双方は，裁判で解決困難であった係争を国王にもたらしたが，しかし結局は

仲裁・和解によって解決された。裁判から仲裁・和解への移行の例である O 国王の下

に訴えられた紛争をどのように解決するかは，原則的に国王自身が判断したのである O

⑭ 1178 Ukr.l， Nr.440， DFI.， Nr.770. 

マウルブロン修道院とヴェルナー・フォン・ロスヴアークの間のクニットリンゲンの教会をめ

ぐる争いは，多数の証人のもとに双方の同意にもとづき友好的な和解によって収拾された。パル

バロッサはヴェルナーの死後紛争が続かないように仲裁を引き受け，双方はすすんで国王の仲裁
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を受け入れた。

-…私はマウルブロンの教会とヴェルナー・フォン・ロスヴアークの間で長く続いた争いを，

友好的な仲裁(和解)により両者の合意を得て，多数の人々を証人として，解決すべく引き受け

た。私はこの争いがマルスによってより激しくならぬよう，双方を仲介することにより交渉をお

こなわせるよう努めた。そしていずれの側も自発的に私の仲裁を受けいれ，自身のものと見なし

ていた全ての権利を私に委ねたので，私は件の修道院の主張を尊重し，修道院側をまったく正当

と認識し，思慮ある人々の共通の助言により，係争中の叙任権を修道院が永久に所有するものと

認めた。 Controversiam.ig抗ur，que inter Mulenbrunnensem ecclesiam et Wemherum de Rossewag 

de ecclesia in Cnuttelingen iam dudum agitata est， amicabi1i compositione terminandam ex 

utriusquep紅 tis邸 sensusub plurimorum testimonio suscepimus.Nos enim ne lis suo Marte acrius 

procederet， partes nostras interponendo ad transactionem faciendam libenter studuimus. Cum 

igitur utraque pars spontaneavoluntate ad arbitratum nostrum recurrent et quicquid iuris habere 

videbatur， in nos ultro transtulerit， nos prefati monasterii allegationes et aminicula perspicaciter 

attendentes partem ipsius usquequaque iustam esse cognovimus sicque ei et ecclesie inversituram， 

de qua contentio habebatur， perpetuo iure possidendam communicato consilio prudentum 

部 signavimus，…この私の決定以前にいずれかの側によってなされたことは，私に対してなされた

合意の効力により，無効なものとして取り消す。ヴェルナーはこの決定を快く受けいれ，その権

利を放棄したo この決定は多くの敬慶で賢明なる人々の面前で行われ，あなたたち(シュパイア

司教たち)もその証人となりうる。

文書形式としては，皇帝が仲裁結果を，ヴユルテンベルクのシトー派修道院である

マウルブロンのフォークタイを有したシュパイア司教と聖堂参事会に知らせるという

ものであるが，国王証書集の編者によれば，偽文書の可能性は否定できない。仮に真

正文書であるとすれば，パルバロッサが， (宮廷の)多くの人々の協力，助言により教

会と俗人の叙任権をめぐる争いを仲裁し，その際，修道院側の証言者の証言などが尊

重された。バルバロッサは両者を交渉の場に置くことに尽力し，パルバロッサの裁定

は，両者が彼の仲裁を受け入れることを前提とした。
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⑬ 1178 コルマール Ukr.l，Nr必 2，DF 1.， Nr.777. 

ブザンソン市民と同大司教の死亡税をめぐる長期の争いに対して，バルバロッサは岡市に滞在

中に，この貢納の緩和等を提案して仲裁を行い 6項目の和解契約により合意が成立した。

上位の権力が下位の者たちを圧迫したり，下位の者たちによる変更が権力に対して服従とよき

慣習の義務を拒否したりすることがなきように，皇帝の慈悲は団体であれ個々人であれ，忠実な

者たちにその権利とよき慣習を保護するのが習わしである O ………私がブザンソンに滞在してい

た折り，大司教エーベルハルトと市民の聞に，死亡の際に徴収されるので，法では死亡税と呼ば

れ，大司教が市民の死亡の際に慣習的に要求していた貢納をめぐる，深刻な対立が生じているの

を知った。そこで私は双方を仲介し，この慣習をより緩和することにより，長く続いているこの

争いを和解させるよう努めた口そして前述の都市が大司教との永久的な平和の安寧により繁栄す

るよう願って，この争いについて双方の，すなわち大司教とその市民の合意により取り決め，私

の権威により強固にしたところの決定を，現在及び未来の帝国臣民全てに知らしめる。 Indeest， 

quod， dum Bisuntium venissemus， inter archiepiscopum Eberhardum et cives suos gravem 

invenimus discordiam super quorundam pro:ventuum genere， quos leges appellant caducum， eo 

quod casu morientium provenire solent， quos etiam idem archiepiscopus a civibus suis 

morientibus exigere consueverat， etpartes nostras curavimus interponere et agitatam diu 

dissensionem temperata consuetudinis illius austeritate in concordiam revocare. Et quoniam 

prefatam civitatem cum suo semper archiepiscopo perpetua pacis quiete florere cupimus， noturn 

omnibus imperii nostri fidelibus tam futuris quam presentibus facimus instituta， que super huius 

negotii controversia ex consensu utriusque partis， archiepiscopi. scilicet et civium suorum， 

ordinavimus et firmo nostre auctoritatis precepto stabire curavimus. 

( 6項目の合意事項)

この条項は，大司教，市民の双方の合意によって承認されたものであるから，これを私の権威に

よって確かなものとし，永久に維持すべく命じ，これに違反したものには 10ポンドの罰金を科

す...
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バルバロッサの時代には聖界諸侯である都市領主と，その支配権を制限しようとす

る市民やミニステリアーレンとの間の紛争が頻発している O その場合のバルバロッサ

の仲裁は都市領主側に有利な内容となることが多かったが，ここでは市民に有利な裁

定が行われている O しかし双方の合意による決定であることが強調され，その道守義

務の根拠とされている O

⑬ 1179 Ukr.l， Nr.444， DF 1.， Nr.782. 

オーストリア，ベーメン両大公の長期にわたる境界争いに対し，バルパロッサはエガ一の宮

廷集会に両者を召喚し，諸侯の助言により境界が設定された。両ラントの識者，大公はこれに同

意し，従来の争いにおける要求を放棄した。

有力者が自身の支配権と支配領域の境界を無視し，また正当な範囲を超えて拡大することほど，

大きな紛争を引き起こすものはない。それゆえ私は，オーストリアとベーメンの両大公領の境界

をめぐってすでに長く続いている争いを収め，双方の大公領に裁判権の境界を，ある境界線を持

って定めることがふさわしいと考えた。そこで私の親族であるオーストリア大公レオポルトとベ

ーメン大公フリードリヒを私の前に召喚し.エガ一の宮廷において帝国諸侯たちの助言により両

大公領を分かち.境界を公にすることにより両大公領を画定した口それによってこの境界が.両

地域の識者.有力者に適切なものとして納得され.双方の大公の同意により承認されるよう.ま

たこの境界が彼らの後継者によっても永遠に維持されるべく受け入れられるよう.さらに.これ

までの争いによっていずれかの側により獲得された権利は.放棄きれるように口 Evocaturigitur 

ad nostre maiestatis presentiam eorundem ducatum possessoribus consanguineis nostris， Livpoldo 

scilicet duce Austrie et Friderico duce Boemie， sic ex consilio principum imperii nostri in curia 

nostra apud Egeram eosdem ducatus disterminavimus et institutis publice metis distinximus， ut 

hec distinctio prudentibus et maioribus utriusque terre tamquam omnino congrua placeret et eam 

uterque ducum assensu placido approbaret ipsamque sibi et suis successoribus perpetua lege 

servandam reciperet et ambo iuri， quod secundum anteactam contentionem super hac causa in 

alterutrum habere videbantur， spontanea et manifesta resigmatione abdicarent. 

このことについて暖味さが生じないよう，定められたことが確かに認識され記憶されるように，
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境界の名と位置を以下に記す…

この両大公領の境界を私はその皇帝の権威により確かなものとし，永久に守られるように命ず。

これに反した者は， 100ポンド金の罰金を，半分は私の金庫に，半分は被害を被った側に。

証人:レーゲンスブルク司教，フォーブルク辺境伯，レーゲンスブルクのブルクグラーフ，パイ

ルシュタイン伯，宮中伯オットー・フォン・ヴイツテルスパノ¥モラヴイアの伯オットー，..

(その他，両大公領の貴族たち)

中世の境界紛争は，最も解決の困難な問題であり，村落，在地領主，領邦のいずれ

のレベルでも，当事者と当該地域の人々の証言，合意によって境界を確認すること以

外に，適切な解決方法はなかった。とりわけ帝国諸侯の領域境界争いは，領邦・領域

政策の本格化にともなう紛争として，バルバロッサ治世の後半期には大きな問題であ

った。この時期にはハインリヒ獅子公に対する訴訟も始まろうとしており，諸侯の一

致した協力はバルバロッサにとって不可欠であった。下オーストリア北部におけるオ

ーストリアとベーメンの両大公領の境界紛争は，この森林地地域における開墾植民と

在地領主支配の飽和化にともない，当時頻発していた03)境界紛争の調停という性格

上，両大公領の貴族たちも，その裁定に合意している O おそらく境界地域の在地領主

たちであろう O ところでこの両大公の境界紛争については，両大公やその他の諸侯か

らのバルバロッサへの仲裁要請は，少なくとも本証書には言及されていない。とりわ

け世俗諸侯間の紛争においは，当事者の自力救済的な志向が強かったと言えるかもし

れない。

⑫ 1180ハルバーシュタット付近 DF 1.， Nr.799. 

ケルン市民が同大司教フイリップの禁止に反して壁と堀，建物を設けたことから生じた両者の

争いは，諸侯の助言にもとづく皇帝の仲裁により，具体的な和解条件をもって収拾された。

…..ケルン大司教とケルン市民の聞に，大司教の禁止に反して市民が防備のために設けた壁と

掘り割り，そしてリンパート(ラインプフアート)と呼ばれる河岸および市場，その他の公共の

場所に，大司教とその先任者の許可なく設けたものと考えられる建物をめぐって起こった争いは，

-119-



諸侯の助言をもって行われた私の仲裁により，収拾された....・ H ・..(和解の条件)

discordia inter dilectum. nostrum Philippum Coloniensem archiepiscopum et cives Colonienses 

exorta tum super callo seu fossato， quod contra prohibitionem eius ad munitionem facere 

presumpserant， tum super edifiiis， que in ripa， que Limpat vocatur， et in foro seu in alio loco 

publico sine auctoritate sua et suorum predecessorum edificata noscebantur， arbitrio nostro 

communicato principum imperii consilio omnimodis conquievit paceque reformata omnifariam 

exspiravit... 

この国王証書は，先だって作成された大司教と市民の 7月27日付けの和解契約書

(Ukr.1， Nr.45に抄録)を改めて確認するものである O この和解契約の証人にはケルン大

司教座の高位聖職者，ライン宮中伯やリンブルク大公，ユーリヒ伯らの下ラインの諸

侯，貴族，ケルンの参審人，市民など数十人が名を連ねている O パルバロッサの仲裁

は「諸侯の助言をもって(と共に)J行われたarbitrionostro communicato principum 

imperii consilioとあることからも，バルバロッサの仲裁が，当事者，関係者の他，下

ライン地方の有力者たちの意志によって支えられたことがわかる O ハルバーシュタッ

ト付近の宮廷集会におけるその確認の証人としては，マクデブルク大司教ヴイヒマン，

プレーメン大司教シフリドゥス，マーストリヒト，ヴュルツブルク，ヴォルムス，シ

ュパイア，ノイエンブルク，メアゼブルク司教，ライン宮中伯，エンゲルン・ヴェス

トフア}レン大公，マイセン，ラウジッツ辺境伯など多数の聖俗諸侯が記されている

が，当然ながらケルンの市民や聖職者は現れない。

⑬ 1182エアフルト Ukr.l， Nr.466， DF I.， Nr.835. 

ヘルスフェルト修道院長ジークフリートとテューリンゲン方伯ルートヴイヒのレーエンをめぐ

る争いを，両者の求めにより，パルバロッサが仲裁した。

皇帝の権威によって私の前でなされたことは，裁判の判決によって決定されたことであれ，仲

裁によってなされたことであれ文書の記憶に委ね，将来において当事者が，裁判に対して，ある

いは和解契約に対して反駁できないように，私の権威によって保護するであろう。 utea， que 
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auctoritate imperiali in presentia nostra geruntur sive iudiciali sententia decernantur seu 

compositione transigantur， litterali memorie commendemus et， ne in posterum partes iudicio vel 

pacto refragari valeant， auctoritatis nostre munimine roboremus. 

それゆえ現在，未来の人々に次のことを知らしめるO 私は両当事者の求めと平和維持への王権

の義務により，ヘルスフェルト修道院長ジークフリートと，私の甥のテューリンゲン方伯ルート

ヴイヒの間の，後者の兄弟，伯ハインリヒが同修道院長より保有していたレーエンをめぐる長い

争いを以下のように収拾した。…nosinterpositione p訂 ti田 nnostrarum et debiti ad pacem officii 

litem illam， que inter dilectos nostros Sifridum abbatem Hersfeldensem et nepotem nostrum 

Ludhewicum lantgravium Thuringie diu agitata est super feodis et beneficus， que bone momerie 

comes Heinricus frater eiusdem lantgravii ab abbate Hersfeldensi tenuit， hoc modo sopivimus...同

方伯は件のレーエンを保有し，その死後，所有者がなかったら，同修道院長がすぐに所有する…

この取り決めが確かなものとなるように，方伯は私と私の息子，国王ハインリヒ，そして修道院

長の右手に，誓約保証人と加え，証人をも加えて，この和解に決して違反しないことを約束し

た。

官頭の一文は，皇帝の下で行われた裁判・判決iudicialissententiaと仲裁・和解

compositioが等しい価値を持つこと，また国王はその双方の結果に対して責任を負い，

これを保証しなければならないことを唱っている O この場合にはバルバロッサは，両

当事者の依頼により，自身で、仲裁を行ったようにみえる O

⑬ 1182 マインツ Ukr.l， Nr.464， DF 1.， Nr.825 

バルパロッサはカンプレー司教の訴えにより，諸侯の判決に従ってカンプレー市民の共同体を

廃止し，司教に都市に対する支配権を諸高権，伯権，その他の権限，とりわけプロプスト(プレ

ヴォ)とシェッフェンの任命権とともに確認した。

a...・H ・-私は問題の真相を知り，市民たちの共同体が私と私の先任皇帝，国王たちの特許状に明ら

かに反し，また親愛なる司教の権限に重大な損失を加えるものであることを考慮して，この共同

体を私の宮廷の裁判により廃止し，また諸侯の評決により，私自身が断罪し，破棄せしめ
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たo …Quarum veritas cum nobis innotuisset et perpenderemus， quod illorum communio nostris et 

antecessorum nostrorum imperatorum seu regum privilegiis plane adversaretur， dilecti etiam 

principis nostri prefati episcopi dignitati plurimum derogaret， eandem communionem iudicio curie 

nostre abiudicavimus et ex principum nostrorum sententia ore proprio dampnavimus atque 

destruximus... 

証人:ケルン大司教，ミュンスター，シュパイア，メッツ，ユトレヒト司教，カンブレの聖職者，

フルダ修道院長，バイエルン，シュヴァーベン，レーヴェン大公，フランドル伯，ライン宮中伯，

宮中伯オットー・フォン・ヴイッテルスバッハなどD

カンブレ市民の(誓約)共同体を禁じ，司教の都市支配権を承認した宮廷裁判の判

決は，カンブレに近い聖界諸侯らによって導かれ，承認されたが，次の証書に示され

るように 2年後には再調整が必要となった。

⑫ 1184 ゲルンハウゼン Ukr.l， Nr.472， DF I.， Nr.858. 

バルバロッサはカンブレ司教と岡市民の都市統治，慣習，市の法的地位をめぐる長い争いを調

停しようとし，諸侯，その他の思慮ある人々の助言によって， 25項よりなる法規定を確認した。

皇帝の公正さと，慎重な協議によってなされた諸侯の思慮は，疑わしい，そしてその難しさの

ゆえに重い問題に対しては忍耐を持つように，また問題が多岐に亘ることが諸侯を不快にし，時

間の浪費のゆえに，裁判官に判決への拙速を強いることなきょうにすべきである o Equitas 

imperatorie maiestatis et eius deliberatis principum consiliis librata discretio hanc in rebus dubiis 

suaque difficultate gravibus debet habere patientiam， ne dissona causarum et casuum varietas 

generet pincipi fastidium nec dispendiosa temporis consumptio indicem cogat properatam ferre 

sententiam. また皇帝は事情聴取においては入念を心がけ，あらゆる争いをふさわしく終わらし

める判決の宣告においては，慎重を期すべきである。にもかかわらずまた，当事者の合意による

ふさわしい和解と，よき人の仲裁によって，対立を宥和し，友好よりも憎しみに傾く心の聞に，

真の平和と確固たる和解を回復することは，皇帝の慈悲にふさわしい。 Decetenim imperatorem 

in audiendis allegationibus sapientem accomodare diligentiam et in promulgatione sententie， qua 
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omnis controversia iusto fine clauditur， prudentem sollertiam adhibere. Nichilominus quoque 

serenitatem imperalis clementie decet， ut hinc inde temperata transactione consensu partium et 

arbitratu boni viri discordes consonare faciat et inter corda plus odiis quam amicitie studiis 

inclinata veram pacem firmamque concordiam restituat.それゆえ現在，未来の人々は次のことを

知るべし。カンブレ司教ロジェと岡市民たちは市の統治，慣習と法のために長く激しく争ってお

り，私が誠実な和解のために(皇帝として)なすべき尽力を行ったところ，ついに神の慈悲の導

きにより，敵対心は双方の心から去り，両者の合意によって争いは私の手へと委ねられたので，

以下の慣習法を都市の法，統治，よき状態のために私の権威により，諸侯と思慮ある人々の助言

を通じて承認するものである。これらが彼らにより，永久に忠実に遵守されることを，皇帝の権

威により命ずるD …quod cum dilectus princeps noster Rogerus episcopus Cameracensis et fideles 

nostri cives Cameracenses pro regimine et consuetudinibus ac iure civitatis sue diu graviterque 

dissentirent et nos debitam operam ad honestam compositionem deberimus， tandem divine nutu 

misericordie， a quo omne datum optimum， fugatis a cordibus utriusque partis simultatibus et 

litibus controversie per concordiam partium in manum nostram positis has eis consuetudines pro 

legibus et regimine bonoque statu civitatis auctoritate nostra per consilium principum et 

prudentum nostrorum indulsimus， quas ab eis in perpetuum fideliter observari imperatorie 

maiestatis vi抗uteiubemus.... 

(以下， 25項目にわたる法規定)

証人:マインツ大司教， ミュンスター司教，カンブレ司教，宮廷プロトノタリウス，シュパイア

の聖ゲルマン参事会教会プロプスト，カンブレ大教会のデカン，同参事会員，シュヴァーベン大

公，テューリンゲン方伯，その他の伯など。

前掲1182年の証書にあるように，同年のマインツ宮廷裁判においてバルパロッサは，

諸侯判決に基づいて市民の誓約共同体を禁止し，司教の都市支配権を確認したのであ

るが，都市自治をめぐる紛争はそのような一方的判決では解決されなかった。本証書

のアレンガにおいて，皇帝と諸侯の判断が忍耐を要するものとし，また諸侯の判決の

拙速を戒めているのは 2年前の裁定の再調整に対する釈明を含意したものとも読め

るO さらにここでは裁判以上に，適切な仲裁者による和解を導くことが皇帝にふさわ
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しい措置であるとされ，この度はそのような和解が実現したということになる O なお

皇帝および諸侯の仲裁においても，当事者双方の合意が，その前提となる O

またパルバロッサは同日，カンブレ司教にその役人の罷免権を，岡市民には，聖職

者や騎士，ミニステリアーレンが市内の土地家屋を購入することの禁止を確認し，岡

市の司教座聖堂その他の教会には，皇帝の保護と都市の賦課からの免除を確認する証

書を発給している O 4) カンブレ市の紛争解決と平和に対するこまやかな配慮を感じさ

せる O にもかかわらずカンブレ可教と市民の対立は解消せず，なお13世紀にも繰り返

し国王宮廷裁判で解決が図られている。 5) 

@ 1185 Ukr.1， Nr.480， REK 2-1223; 

ケルン大司教フィリップは，ある文書の暖昧な内容のために生じたニヴェレの教会とフイラー

ス修道院の所領と裁判権をめぐる争いを，皇帝の権威と自身の権限にもとづき，双方の合意によ

って収拾した。…dominiimperatoris auctoritate freti et nostra， partibus eciam suum adhoc 

assensum inclinantibus， litem iuste sopivimus，… 

上掲⑫の事例と同様にケルン大司教フイリップは，おそらく皇帝の委任ないし承認

を得て仲裁を行ったのであろう O しかし皇帝の権威とともに大司教自身の権威により，

と記されているのは，大司教の仲裁の自発性，自律性を示唆するようでもある。

⑫ 1187ヴァルハウゼン DF 1.， Nr.965. 

バルバロッサは仲裁裁判官として，アウクスブルク司教ウダルシャルクと当地の聖モーリッツ

参事会教会の参事会員との聞の，プロプストの選出権をめぐる争いにおいて，ハインリヒ・フォ

ン・ブレンツのプロプストへの選出を承認し，同司教の存命中はその助言により，またその死後

は参事会員が自由に選出を行うべしとした。

裁判によれ，和解によれ，私の面前で行われた争いごとの和解は，適切に決着したことがその

効力を維持するように，また和解に至ったことがふたたび争いにならぬように，記憶を文書にす

ることが必要で、あるo Causarum compositiones e紅凹nmaxime， que coram nobis finem accipiunt， 
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sive per iusticiam sive per transactionem terminentur， necesse duximus scriptis memorialibus 

inserere， quatinus， que rationabiliter decisa fuerint， status sui vigorem obtineant et， que ad pacem 

sunt， in litem iterato non convalescant.それゆえこの文書を見る全ての人々に次のことを知らし

める。すなわちアウクスブルタ司教ウダルシャルクと当地の聖モーリッツ参事会教会の参事会員

との聞の，参事会教会のプロプスト職をめぐる長い争いにおいて，参事会員たちは彼らの自由な

選出を主張し，私のカベランであるハインリヒ・フォン・ブレンツをプロプストに選んだ。他方，

司教はハインリヒ・フォン・エメルザッハーを，参事会員たちの同意や選出なしにプロプストと

した口そしてようやく.仲裁による和解の試みが.両者の聞に入った口 前述の司教と参事会員

たちは私の仲裁に服し.このことに関して私の仲裁が導く裁定について進んでこれを受け入れ.

いかなる異議.不平をもとなえることなし尊重し.納得するであろうとした口 …talis per 

transactionem tandem intercessit compositio. Predictus episcopus et canonici nostro se 

submittentes arbitrio in manus nostras voluntarie compromiserunt decisione， quam nostrum super 

hoc deliberaret arbitrium， sine contradictione aut remurmuratione qualibet se fore contentos.そ

こで私は，司教にもその主張を認め，また件の教会と参事会員たちにも，選出における正当性が

守られるように，私に忠実な人々の助言により慎重に配慮し，この不和を和解の平和によって終

結せしめた。 Undenos consilio fidelium nostrorum accuratius providere volentes， ut tam 

episcopo in parte ista deferretur quam etiam predicte ecclesie et fratribus sua in electione 

conservaretur iusticia， prehabitum omne discidium hac transactionis pace terminavimus. 

(和解の条件)..・ H ・....・ H ・-

誰もこれを損ない，将来反対を試みることのないように，この和解の内容を当文書に記さしめ，

私の印璽を付して保護し，皇帝の権威により保護し，決定することを命じた。

両当事者がパルバロッサの仲裁裁定に異議をさしはさまずに服すことを決めた(お

そらく誓約した)とある O このような裁定の受容・遵守を前提とした仲裁の委任は，

13世紀に広く行われる仲裁裁判Schiedsgerichtを思わせる O もちろん実際の仲裁内容

は，参事会のプロプスト選出権を承認しつつも，司教への一定の譲歩も示し，双方の

利益と体面を守ることに留意したものである。
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③ 1187 Ukr.1， Nr.504. 

ガンダースハイム女子修道院長アーデルハイトはフォークト，ヘルマンの不当な要求をパルバ

ロッサに訴え，パルバロッサより委任されたヴェルテインゲローデ伯ボルハルトは， ミニステリ

アーレンの証言によってフォークトの権限を確認，ヘルマンの越権行為を禁止した。

…パルバロッサはヴェルテインゲローデ伯ボルハルトをフォークトとして，法と皇帝の全権委任

にもとづき，ヘルマンの不法を除くよう依頼した。ボ、ルハルトは兄弟の伯ホガー，および、ヴェル

ト伯デイートリヒとともにガンダースハイムに赴き，女子修道院のミニステリアーレンを召集し

て，怖れや愛顧，憎しみによって隠すことなく，フォークトの権限について自身が知るところ，

また昔人から聞き知ったところを誠実に公にするよう命じた。…iuraGandersemensis advocatiae， 

sicut ipsa se in veritate haberent et sicut ea a progenitoribus et antecessoribus suis intellexissent 

et vidissent et quantum ad eos ipsi inconcusse obtinuissent， publice et fideliter e)中lic紅 ent.彼ら

は院長の出席のもとに，フォークタイとフォークトの権限を以下のように確認した....・... (9項目

にわたるフォークトの権限の規定)...・...この証言を基に，伯ボルハルトはヘルマンのフォークタ

イを承認し，ヘルマンはこの証言に従い，その権限を越えないことを約束した。

この事例ではバルバロッサは，ボルハルトに仲裁を委任し，ボルハルトはおそらく

自身の判断でミニステリアーレンに証言(判告)を行わせた。それによって，修道院

側が同意しうるフォークトの権限を確認したのである O いわば現地の人々の判告によ

って紛争を仲裁するという新しい方法が見てとれる O 同じように既に 1152年のサン・

レミ修道院とフォークトの争い，そして 1175年のノイブルク修道院と下エルザス方伯

の争いにおいても，パルパロッサは修道院の訴えにより使者を派遣し，修道院の領民

から，彼らの法，権利について証言させている O 6) ただしパルバロッサによって，こ

うした仲裁方法が制度化されることはなかった。

⑫ 1187 マインツ Opll，F.， PバedバchBαγbαγ'OSSα， 1990， S.160; Ders. S胞の undReich im 12. 

Jαhγ'hundeγt(l125-1190)， 1986，8.101. 

国王ハインリヒ 6世は，パルパロッサとケルン大司教フイリップの長年にわたる争いを仲裁し
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た。マインツの宮廷集会において大司教はパルバロッサに恭順を表し，ケルン市は 2260マルク

の課金と市内の一部破壊，堀の一部埋め立てを罰として課された。7)

③ 1188 ライスニヒ DF 1.， Nr.981. 

バルバロッサはリューベック市と，シャウエンブルク伯アドルフ，ラッツェブルク伯ベルンハ

ルトの間の争いを仲裁した後，市域の境界を画定し，都市の諸特権(市参事会の権限，裁判権な

ど)を承認した。

そもそも私はその地位により，臣民の聞に争いが生じたことを知るや，仲裁によりこれを取り

除き，一人の意志に服する者たちが，不和の火種によって分かたれてしまうことのないように尽

力しなければならない。 Dignitatisnostre ratio deposcit， ut， quotiens ortam inter fideles nostros 

discordiam intelligimus， nostra eam mediatione precidamus， ne， qui unius parent voluntati， eos 

contingat per dissentionum fomenta distrahi.それゆえ，私の臣たるシャウエンブルク伯アドルフ

とラッツェブルク伯ベルンハルトがリューベック市民たちに対して，境界とその権限について訴

えたので，両者を私のもとに召喚し，入念に事情を聞き，争いの原因を認識した。そして双方の

聞によき平和を誠実に維持するため，真実の尊重と，妥当な協定の合意によって，前述の伯たち

を説得し，各々が要求していた権利を私の手に委ねさせ，彼らの同意によってこれを，前述の都

市の住民たちに，以後妨げられることなく所有すべく与えた。

Cum igitur fideles nostri comes Adolfus de Scowenburch et comes Bernardus de Racesburch 

causam agerent adversus burgenses nostros de Lubeke super terminis et usu finium suorum， nos 

partes泊 presentianostra constitutas diligenter audivimus et intellecta litis materia pro bono pacis 

inter eos fideliter conservando predictos comites reverentia veritatis et rata pacti conventione 

induximus， quod uterque ius， quod ipse petebat，血 manunostra resignavit et nos illud consensu 

eorum predicte civitatis habitatoribus tradidimus sine aliqua deinceps perturbatione 

possdendum... (境界の確認と都市への特権). 

本証書は 1226年以前の改震である O しかし証書の編者によれば本(改震)証書は，

1188年にパルバロッサが与えた真正の証書に，市参事会の，全ての都市法令に関する
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裁判権や，貨幣検査権などの項目を挿入したものであり，証人リストを含めたそれ以

外の叙述はオリジナルの正確なコピーである O 建設者にして保護者であるハインリヒ

獅子公の失脚後，自立化の道を歩み始めていたリューベック市にとって，周辺諸侯と

の領域を含めた関係の調整は，重要な課題であった。アレンガでは端的に，仲裁によ

る帝国内の紛争解決を国王(皇帝)の義務と述べ，また仲裁ではパルバロッサ自身が

双方の主張を開き，両伯に譲歩を強いた。以後リューベックとシュタウフェシ王権の

結びつきは強まっていく O

⑫ 1190 Ukr.l， Nr.522. 

ゼルツ修道院院長ヘルムヴイヒは，同修道院と聖ヴァルブルク修道院の十分のー税をめぐる長

期の争いが次のように解決されたことを知らしめる。

ゼルツ修道院の前任院長オットーは，同修道院が十分のー税徴収権をもっ森林地区に建設され

たヴアルブルク修道院が，十分のー税を納めないことを，教皇特使に証書を示して訴えたが，オ

ットーの死後，この解決は教皇特使の同意によりパルバロッサに委ねられた。十字軍のために準

備中のバルバロッサはこの紛争を. 6人(ヴァイセンブルク修道院長.ノイブルク修道院長.シ

ュパイアの首席司祭.フォークト.ハーゲナウのシュルトハイス.その他の俗人領主 1人)の信

頼できる人々に委ね.彼らがその共通の判断によって決定することを双方が受け入れることを義

肇三立卒。 Q国 moxeandem causam transpo側 tin viros discretione precipuos， ea scilicet ra世one，

ut quicquid inde communi deliberatione statuissent， pars utraque ratum haberet. 

下ライン地方の両修道院の十分の一税をめぐる争いが，教皇特使からパルバロッサ

に移された事情は不明で、あるが，何れにせよ 1189年5月に十字軍に出発するバルバロ

ッサには自身でこの問題に関わる余裕はなかった。仲裁者は聖俗の 6人で，その仲裁

裁定への服従が義務づけられていることから，この委任は， 13世紀には制度的発展を

遂げる仲裁裁判としての性格を有したと考えられる O バルパロッサの十字軍出発後，

裁定結果の執行には国王ハインリヒ 6世が関わった。
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IV フリードリヒ・バルバロッサ時代の紛争解決と政治秩序

( 1 )裁判と仲裁

Eでは事例を挙げて個別的にコメントを加えてきたが，ここで再度パルバロッサ統

治下における紛争解決の特質を総括的に確認じておこう。

バルバロッサのもとで行われた仲裁・和解を，裁判をも含めた紛争解決手段全体の

中で客観的，量的に位置づけることは難しい。ここで指摘できるのは次のような点で

ある O いくつかの証書では紛争解決手段としての裁判と仲裁・和解を，同じ重要性を

もつものとして併記している(⑪⑬②)。また⑬で、は当事者がパルバロッサに委ねた紛

争は，その下で裁判から仲裁に移行し，和解が成立している O ⑩ではバルパロッサは

ザルツブルク大司教を「裁判官iudexJに任じたが，委任された内容は明らかに仲裁で

ある O ⑬⑫のカンブレ司教と市民の間の対立に際しては，すでに指摘したように， r皇

帝は...・...争いをふさわしく終わらしめる判決の宣告においては，思慮をはたらかせる

べきである O にもかかわらずまた，当事者の合意によるふさわしい和解と，よき人の

仲裁によって，対立を宥和し，友好よりも憎しみに傾く心の間に，真の平和と確固た

る和解を回復することは，皇帝の慈悲にふさわしい」として，司教のための一方的な

判決を棚上げにするかのように，あらためて仲裁を行った。これらの事例より，裁判

と仲裁はすくなくとも対等の紛争解決手段であり，パルバロッサは状況に応じて両者

を選択し，また転換したといえよう O

なお上掲26例は前述のように，バルバロッサの証書および国王宮廷裁判の証書要録

のうち，仲裁に関わるもののみである O 証書要録はパルバロッサの治世における 200

点余りの文書を採録しているが，そのうち明らかに仲裁を示す事例(上掲26例を含め

た三十数例)を除いても，その他の全てが判決結果を示す文書というわけではなく，

そこには宮廷裁判の活動にかかわる様々な文書が含まれている O とはいえ判決にかか

わる証書が，数的には仲裁関係文書を上回ることは明らかである O では判決の対象と

なった紛争とはどのようなものか。この点について仲裁対象となった紛争とのカテゴ

リカルな区分は不可能である O いくつかの特徴を挙げるなら，紛争当事者が提示する
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国王証書により権利関係が明確である場合，帝国領，帝国レーエン，帝国諸侯領など

帝国の利害，国制に直接かかわる場合などは， I諸侯の助言と判決」により決定が下さ

れることが多い。この他，帝国司教・修道院と在地領主，フォークトの争い，都市領

主(司教)と市民の争いも，諸侯の判決により，司教(都市領主)に有利な決定が下

されることがあるが，同様な紛争について前掲の②⑫⑭⑮⑫⑫では仲裁が行われてい

るO これらの紛争における解決方法の選択は，何れかの原則によるのではなく，やは

り訴えを受けたバルバロッサが，自身と当事者の状況，政治的影響などを判断して行

ったと考える他はない。

( 2 )諸侯・貴族の役割

カンプは，国王の仲裁行為は，判決を導く諸侯の影響力が強い裁判と異なり，国王

が自身の裁量でなしえたゆえに国王にとってより重要であったと述べる O 1) たしかに

国王は最高の裁判官であり，また最も期待される仲裁者であった。バルバロッサの証

書には，帝国における平和維持者としての国王，皇帝の義務が神寵に由来するものと

して唱われている O キリストが神と人間の聞の仲裁者であったことに鑑みて，仲裁は

キリスト教的王権にふさわしい行為であるとする観念はたしかに存在した。しかし実

際には，国王の仲裁がしばしば諸侯の助言と協議に基づいて行われたことは，上掲の

事例からも明らかである O もちろん国王に訴えられた争いについて，その解決手段を

選択することは国王の自由裁量に委ねられていた。しかし，裁判・判決を示す証書に

おいて，判決が諸侯の助言，合意によって導かれたことを意味する文言が頻出してい

ることはすでに述べたが，仲裁においても諸侯の協力は，その成否を左右する重要な

ファクターであったと思われる O 上掲の26例から，宮廷集会の混乱を示す叙述史料①，

パルバロッサの命令書である③④を除いた23例のうち，⑨⑬⑬⑬②ではバルバロッサ

の仲裁をサポートした者への言及はないが，②⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑭⑬⑫⑬⑫⑫②③⑧の

17例では，諸侯，その他の貴族，聖職者が仲裁に関わっている O 2) その多くは「諸侯

(忠実なる人々，思慮ある人々，宮廷)の助言により consilioprincipum(fidelium， 

prudentum， sapientum， curie)J I諸侯の立ち会いの下に principumpresentiaJなどの簡
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潔な定型的表現に留まっているが，②では 4人の在地貴族が，⑦⑩⑫⑫では聖界諸侯

が，③では 6人の高位聖職者や貴族がバルバロッサより委任された仲裁者として，紛

争解決の主役を担っている O バルパロッサの仲裁行為において，諸侯や聖職者，在地

貴族は，しばしば実質的な役割をも担っていたのである O

( 3 )諸侯による仲裁

国王は最高の裁判官にして仲裁者ではあったが，実際には紛争仲裁を諸侯に委ねる

ことも多かった。その際， 10世紀のオットーネン時代以来中心的な役割を担ったのは，

(大)司教や修道院長たちである O とりわけ司教の仲裁行為は，帝国司教としての王権

との密接な関係に基づく権威と，高位聖職者の教養や信望，言語能力によるものであ

るが，こうした司教の平和のための活動は，聖人的司教にふさわしい行為として司教

伝においても称揚されている。 3)叙任権闘争以後は，世俗諸侯も仲裁行為を行うよう

になるが，バルバロッサの時代には，やはりフライジング司教オットーや，マクデブ

ルク大司教ヴィヒマン，ケルン大司教ライナルト，フィリップら聖界諸侯の活躍が目

立つ。イタリアの帝国書記局長官でもあったケルン大司教ライナルト・フォン・ダツ

セルは，イタリアにおいても都市や教会の間の紛争を仲裁している O 国王証書にはな

いが，ライナルトは 1160年にはバルバロッサの命令により，ユトレヒト司教ゴットフ

リートとそのミニステリアーレンのフォークタイをめぐる争いを仲裁した。 4) また上

掲事例⑫⑫のように，後任の大司教フイリップも，ユトレヒト司教と在地貴族の争い

など，しばしば低地地方の教会関係の紛争を仲裁した。 5)フライジング司教オットー

は， 1155年にバルパロッサに対する反抗を企てたベーメン大公，ザクセンのノルトマ

ルク辺境伯，ライン宮中伯などとバルパロッサの仲裁を行う自身をmediatorと称して

いる O 6) ドイツ東南部の紛争仲裁においては，ザルツブルク大司教の役割が大きい。

⑦⑩はその例であるが，とりわけ⑩では，イタリア滞在中のパルバロッサは，オース

トリア大公とパッサウ司教の紛争仲裁を大司教に委任し，同時に他の属司教や世俗諸

侯の協力をも指示しており， (聖俗)諸侯聞の紛争仲裁における管区大司教の役割およ

び，広域的な諸侯間協力の重要性が示されている O 世俗諸侯の仲裁行為としては，
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1167年にザクセン貴族とハインリヒ獅子公の紛争を収拾するために，バルバロッサに

よりマインツ大司教とともにベルト}ルト・フォン・ツェーリンゲンが派遣された事

例がある O 7) 

( 4 )仲裁における国王と諸侯の相互関係

すでに上掲史料の一部からも窺えるように，諸侯の仲裁活動は，必ずしも国王の委

任により，その意向に沿って行われたのではない。ザリア末期以来，諸侯は，貴族間

の紛争のみならず，国王と諸侯の紛争をも自発的に調停し，国王に平和の名において

和解を強要することもあった。国王と争った貴族はしばしば国王に影響力を持つ諸侯

に，和解と恩寵回復のためのとりなしを要請した。こうした事例はバルバロッサとロ

ンバルデイア都市の紛争においても頻出する O 8)紛争仲裁に関する国王と諸侯の関係

においてまず指摘すべきは，国王および聖俗諸侯は，相互に争い，かつ仲裁しあう関

係にあったことである O この点を上掲史料以外の事実をも加えて確認しておこう O

フライジング司教オットーは上述のように，バルパロッサとベーメン大公ら叛乱を

企てた諸侯の間の仲裁を行い 9)他方で上掲事例⑤のように，オツトーとハインリヒ

獅子公のバイエルンにおける市場等をめぐる争いは，パルパロッサが仲裁した。前述

のようにケルン大司教は度々下ライン，低地地方の教会関係の紛争を仲裁したが，自

身が当事者として関わる紛争は，上掲事例⑫のように，パルバロッサの仲裁によって

収拾され，また他の諸侯によって仲裁されることもあった。 1180年代には大司教フイ

リップはバルバロッサと，領邦政策的な利害から深刻な対立関係に入ったが，⑫のよ

うに 1187年にバルバロッサの息子，国王ハインリヒ 6世(或いは教皇特使と諸侯)に

よって調停された。

ロイターが指摘するように， (大)司教は叙任権闘争後，自立的な諸侯的権力基盤を

固めるにつれ，一方で王権に支えらた聖性を失うとともに，他方では世俗権力の利害

関係の中に一層強く編み込まれ，様々な紛争に当事者として直面しなければならなく

なった。 10)同時に国王もまた，叙任権闘争以後，しばしば自身がフェーデ的な紛争の

当事者となった。国王は紛争に対して常に超越した裁判官や仲裁者であったのではな
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く，むしろ諸侯とおなじレベルで，紛争関係に入り，また仲裁を受けることもあった

のである O この意味では国王も貴族・諸侯と同じコミュニケーション・レベルに置か

れていたといえよう O 11) 

国王と諸侯の間の対立と仲裁については，ハインリヒ獅子公問題を除くと目立った

諸侯の叛乱がなかったバルバロッサ時代には，事例が少ないが，ロンバルデイア都市

との紛争においては，降服を余儀なくされたミラ}ノが，帝国諸侯にバルバロッサへ

のとりなしを依頼するなど，やはり諸侯の仲裁(仲介)が重要な役割を果たしてい

るO 12) また 12世紀末以後の新たな政治状況下に国王と諸侯の対立が頻発するなかで，

紛争と仲裁における国王と諸侯の相互関係は一層顕著になるであろう O 13) 

( 5 )パルバロッサ時代の紛争解決と政治的統合

宮廷集会は国王を中心とした多様な政治的コミュニケーションの場であったO それ

は諸侯の協議と判決による宮廷裁判の機能を担い，同時に国王と貴族が協力する仲裁

と和解の場にもなった。そこでは諸侯は，政治的意思形成に参画するとともに，同輩

諸侯の間の，そして諸侯と国王の聞の紛争を裁判によって裁き，あるいは仲裁した O

そうした仲裁の交渉においては，事情に通じた証言者からの聴取， (現場における)関

係者による法関係の判告，関係文書の調査など，様々な事情に関するインテンシヴな

情報収集・交換が行われた。 当時，国王の統治が，絶えず移動する宮廷(集会)を

中心とし，国王の人格から自立して機能する制度・組織は甚だ脆弱であったことを考

えれば，紛争当事者・仲裁者と立場を変えて相互に繰り返し行われる，国王をも含め

た諸侯のインフォーマルな共同行為は，そうした帝国の，政治的な安定と統合に少な

からず貢献していたと考えられる。

H.アッベルトが指摘するように，バルバロッサの証書には， I諸侯の判決，助言，

同意により」という文言が意図的に用いられている O 14)証書に現れる sententia，

iudicium， consilium， assensus等の意味については前述のように多々議論があり，各々

のコンテクストにおいて解釈すべきであろうが 15)おそらく中世盛期を貫く国王と諸

侯の政治的な共同行為(コミュニケーション)は，バルパロッサの時代には，それま
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での時期に比べて密度を高めたのではないだろうか。すくなくとも統治初期10年の宮

廷集会開催頻度と諸侯の出席，証書発給の密度は，そのような印象を与える O その背

景と意味については，なお一般的な仮説的見通しに過ぎないのであるが，さしあたり

次のように考えられる O 領邦形成の初期段階でもあるバルバロッサ時代には，所領を

めぐる，聖俗諸侯や在地貴族間の紛争が頻発していた。そのなかで、バルバロッサは諸

侯を，帝国の名誉を担うべき身分として，イタリア遠征を中心とする様々な帝国奉仕

に動員しようとし，そのためにも，とくに諸侯間の平和的な紛争解決に意を用いたの

である。他方，諸侯も未だ自身の領邦統治に閉じこもる段階にはなく，むしろ諸侯間，

そして在地貴族との紛争解決，利害調整のためにも，宮廷集会に関心を示し，また必

要に応じて宮廷集会における裁判・仲裁に関わった。

しかし当然ながら諸侯間の紛争と仲裁・和解は，国王と国王宮廷の直接関わらない

地方の場においても展開していたであろう O 先に見たケルン大司教やザルツブルク大

司教の仲裁行為からもその一端を見てとれるように，おそらく諸侯は，その諸侯領の

存在する地域に重点を置いた仲裁活動を相互に，より頻繁に行っていたと考えられる O

そして，それらに国王が関与し，国王と当該地域以外の諸侯の協力をも加えて解決さ

れる事例が，上掲の宮廷集会における仲裁であるといえよう O その意味では地域にお

ける仲裁活動の結節点として，宮廷集会が機能していたのだといってよい。この点で

も国王宮廷裁判は，宮廷の内外における聖俗諸侯，貴族，国王の間の様々なコミュニ

ケーション行為の場であり，中世的な「公共性の空間」であった。国王宮廷裁判が独

立した制度・組織ではないことは既に指摘したが，機能的にも，宮廷集会における裁

判にせよ，仲裁にせよ，それは今日の裁判のような社会と政治から独立した，閉鎖的

なコミュニケーション・エリアをなしてはいなかった。 16)

( 6 )バルバロッサの宮廷:その統合的機能と地方

1 )宮廷と政治的統合

以上のように，裁判と仲裁が国王宮廷集会の機能の一部であったとすれば，そうし

た機能は国王宮廷の実態に規定されていたと考えねばならないだろう O かつてJ・エ
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一ラースは，ライヒ(帝国)は固められた体制ではなく人的な国家秩序であり，ライ

ヒはたえず行われる人的なコミュニケーションとインテグレーションのプロセスの中

にのみ存在すると述べた。 17) 同じ観点から K・ライザーはバルバロッサの宮廷と英仏

の宮廷を比較し，伯や国王役人による王宮と州の結合，すなわち中央と地方の交渉が

アングロ・ノルマン，アンジ、ュー王権の統治の基礎であったのに対し， ドイツでは国

王宮廷に集まる人々の中に統合が存在したと述べた。バルバロッサの宮廷における統

治行為とは，紛争解決と特権付与にすぎず，宮廷は，統治制度による統合ではなく，

社会的(社交的)中心であることによって統合的な機能を持ったというのである O 18) 

エーラースとライザーの指摘は，バルバロッサの統治と宮廷の基本的性格を端的に表

現したものである O しかし宮廷に集まる諸侯・貴族と彼らの間のコミュニケーション

によって，帝国の統合が一定程度にせよ実現されたのは，やはり諸侯が地域の利害関

係を調整し，代表する役割を担っていたからである O その意味ではバルパロッサの統

治下においても，中央と地方は断絶してはいない。

しかしバルバロッサの宮廷における諸侯の参集，すなわち宮廷の人的吸引力は，宮

廷集会の場所によって異なり，またバルバロッサの治世初期と中期以後にも大きな相

違がある D 前述のように，バルバロッサの国王証書集刊行以来，宮廷の人的構成に関

する研究は飛躍的に進捗したが，リントナーやケルツアーの研究と並び，プラースマ

ンのバルパロッサの宮廷と政治的統合に関する近著は，その数量的なデータ処理を含

めて，示唆するところが多い。以下ではプラースマンらの研究によりつつ，バルパロ

ッサ治世における国王宮廷集会のありょうを明らかにするO

2 )宮廷に集まる諸侯の動向

オープルによる，パルバロッサのイテイネラールの研究は，バルバロッサが帝国の

各地域を，均等にではないにせよ，かなり規則的に訪れていたとの印象を与える O 19) 

全体として滞在頻度からすれば，シュタウフェン家に関わりの深いエルザス，シュヴ

ァーベン，マイン・フランケン，ライン・フランケン地方，さらに王領の密な中部ド

イツのゴスラールからアルテンブルクの地域が，パルバロッサのイテイネラールの重

点的地域である O 都市ではヴォルムス，シュトラスブルク，シュパイア，カイザース
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ラウテルン，ゲルンハウゼン，ハーゲナウ，フランクフルト，ヴュルツブルク，ニュ

ルンベルク，バンベルク，マインツ，ケルン，アーヘン， トリア，ウルム，コンスタ

ンツ， ドナウヴェルト，アウクスブルク，ゴスラール，エアフルト，アルテンブルク，

メアゼブルクなどの滞在回数が比較的多い(数度~十数度)。こうしたバルバロッサの

精力的な巡行のゆえに，逆に各地域の諸侯は，常に長期の移動を強いられることはな

かった。すなわち出席頻度の高いケルン，マインツ大司教や，ヴユルツブルク司教，

バンベルク司教，そしてヴイツテルスバツノ勺ヴェッテイン，アスカニア， (一時期ま

での)ヴェルフェンなど一部の世俗諸侯家門を除けば，諸侯は自身の地域ないしは隣

接地域の宮廷集会に出席する以外には，とくに自身に関わりの深い案件がない限り，

規則的に遠隔の宮廷集会に赴くことはなかったのである O 20) 

ただし諸侯は自身の領邦内に活動を集中していたのではない。プラースマンによれ

ば，諸侯は各々，領邦を越える一種の「管轄領域ZustandigkeitsbereichJを認識して

おり，その地域内の問題を扱う宮廷集会には出席し，関連国王証書の証人リストに名

を連ねた。この管轄領域は諸侯によって異なり，宮廷集会出席頻度の低い帝国周縁地

域の諸侯は小さく，出席頻度の高い諸侯のそれは大きい021) プラースマンはこの領域

を具体的に示してはいないが，彼女が宮廷集会の地域別分析の枠組みとした「下ライ

ンJr上ロートリンゲンJrシュヴァーベン・エルザスJrマイン・フランケンJrライ

ン・フランケンJrヘッセン・テューリンゲン・マイセンJrバイエルン・オーストリ

ァ」などの地域を，おおよそ各々の有力諸侯の管轄領域と考えてよいだろう O

3)宮廷の統合的機能の低下

近年の宮廷研究が明らかにした今ひとつの注目すべき点は，先にも述べたようにパ

ルパロッサの治世初期 10年間においては宮廷集会の頻度，出席諸侯数，発給証書数が

宮廷の人的吸引力の相対的な高さを示しているのに対し，ロ}マでの疫病にたたられ

破局的結果に終わった第 4次イタリア遠征(1166/67)以後，宮廷の人的吸引力は次第に

低下し，とりわけ1180年のハインリヒ獅子公訴訟・追放の後，最後の 10年間にはその

傾向が顕著となることである O 22) もちろんこの傾向は地域によって差異があり，また

個々の諸侯の政治的境遇にも左右されたが，プラースマンによれば，全体としてライ

-136一



ンラント，シユヴァーベン，エルザスでは諸侯の宮廷参加が低下する傾向にあった。 23)

ハインリヒ 6世の宮廷を対象としたゼルトマンの研究によれば，同王宮廷(集会)

は，規則的に出席した 3人の(大)司教 2人の伯，数人の帝国ミニステリアーレン

と，その都度加わった数人の聖俗諸侯およびシュワーベン，フランケンの伯，エーデ

ルフライエ，ミニステリアーレンにより構成され，諸侯の出席は全体の 1割程度であ

った。 24) ケルツアーによれば，こうした宮廷集会の縮小傾向は，すでに 1180年以後の

バルパロッサ統治下に見られるという O 頻繁にバルバロッサ宮廷を訪れていたヴイツ

テルスバッハ家や，アスカニア，ルドヴインガー(テューリンゲン方伯)などの家門

も次第に宮廷への関心を低下させ，聖界諸侯についても， 1150年代には三分のーの司

教が年に一度は宮廷を訪れていたのに対し， 1180年代には十分のーに低下する O ケル

ツアーによれば，この時期の宮廷集会は，シュタウファーの親族や，ハインリヒ獅子

公の失脚によりパルバロッサとの結びつきを強めた一部の家門を中心とする世俗諸侯

に，マインツ大司教，ミュンスター司教，バンベルク司教ら限られた聖界諸侯，各地

域の伯，エーデルフライエ，ミニステリアーレンによって構成され，全体として親族

集会的な印象を与えるものへと変質した。 25) これは，世俗諸侯が，自身の地域を越え

て遠隔の宮廷を訪れることが一層少なくなったことをも意味する O ライン以西の諸侯

はライン河を殆ど越えず，南独・北独の諸侯は各々マイン河を越えることは稀になっ

たのである O

以上のようにバルバロッサの治世後半には，その宮廷の統合的機能の低下が明らか

であるとすれば，それは宮廷集会における，ないし宮廷集会を媒介とした紛争解決に，

どのような影響を与えたのだろうか。 26)諸侯，貴族問の紛争解決が，国王宮廷(裁判)

で十分に行われなくなったとすれば，あるいは少なくとも裁判にせよ，仲裁にせよ，

その結果を保証する諸侯間の協力関係が希薄になったとすれば，増加こそすれ減少す

ることのない紛争とその仲裁のための活動は，国王と国王宮廷裁判の直接関わらない，

したがって国王証書には現れない次元で展開していたのではないだろうか。このこと

はプラースマンやケルツアーが指摘する，各々の「管轄領域」に諸侯の活動が集中す

る傾向と関連するのではないか。当然ならがこのことを，国王証書や国王宮廷裁判の

史料から明らかにすることは難しい。したがって以下の考察は，宮廷集会を離れるこ
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とになる O

V フリードリヒ・バルバロッサ時代における諸侯聞の紛争解決と同盟

( 1 )諸侯間の同盟

本稿 Iで既にふれたガルニーアの研究はバルバロッサの後の時代， 12世紀末から 13

世紀を対象としているが，中部，下ライン地方における諸侯間の紛争仲裁と同盟関係

の発展について豊富な事例を挙げて考察しており，上記の問題について示唆するとこ

ろが多い。 12世紀末~13世紀の中部，下ライン地域では，領邦形成上の利害対立によ

る紛争が頻発していた。ガルニーアによれば，対象時期にしばしば現れる，対立王の

存在する混乱期や王権が不安定な時期にはとりわけ，諸侯は国王を介さない独自の

(友好)同盟関係amicitiaを形成した。その際，複雑な個々の領邦の敵対関係を調整し

つつ多重的ネットワークを形成するために，同盟関係が想定する敵対者の例外規定(国

王や特定諸侯への敵対を除外)や軍事的支援義務の厳密化など，同盟契約の内容は詳細

な文書によって客観化されるようになった。また同盟関係を形成・維持するためには，

平和的関係の維持が不可欠であることから，予想される将来の同盟者間の紛争にそな

え，同盟契約はこれを仲裁する人間や仲裁方法をことこまかに取り決めていた。実際

にはこのような同盟契約は，紛争解決後の和解契約と一体のものとして締結されるこ

とが多かったのである O

ガルニーアの研究は，紛争解決と政治秩序(国制)を相互関連的に捉えようとする

本稿にとって重要な二つの点を示唆している O ひとつは，中部ラインから低地地方に

かけてくり返し現れる諸侯の紛争仲裁と同盟が，王権から自立的な，広域にわたる平

和維持のための，ある種のシステムとして機能していたのではないか，との見通しを

与えることである O ガルニーア自身はこのような展望を明記してはいないが，中世後

期のドイツにおける多様な同盟関係の展開を視野に収めれば，その可能性は大きい。

今ひとつは，このような諸侯の同盟における紛争仲裁の規定は，自立的な地域的政治
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秩序と紛争仲裁・平和が不可分の関係にあったことを示唆している点で、ある O 敷延す

ればこのことはまた，紛争解決のための交渉と合意の共同行為は，既存の秩序の回

復・維持にとどまらず，新しい政治秩序を構築する潜在能力をもっていたとの展望を

与えるものである O

ではこのような諸侯間の友好同盟と紛争仲裁による自立的ネットは，すでにバルバ

ロッサ時代に，とりわけ諸侯に対する国王宮廷の統合的機能が低下する 1180年代には，

存在したのか。そうした地域ごとのネットは，国王宮廷とどのような関係をもったの

だろうか。この間は， 12世紀のいわゆる諸侯的国制を，紛争解決という側面から解釈

しようとする試みに繋がるものであり，そのためには地域ごとに諸侯の証書を検討す

る必要がある O ガルニーアは，国王と諸侯の同盟，および、諸侯間の同盟を区別して考

察しているが，ガルニーアが挙げるパルバロッサと諸侯の同盟は， 1152年のベルトー

ルト・フォン・ツェーリンゲンとの協定conventioの一例のみである o 1) 1966年に刊

行されたG ・ラウフの， ドイツ国王の同盟に関する学位論文も，パルバロッサの同盟

はイタリア都市とのそれを除けば， ドイツでは 1152年のこの一例のみとしている O 2) 

国王と諸侯の同盟関係は，やはりハインリヒ 6世没後の王位争いの中で本格的に展開

するのである O また諸侯間の同盟もバルバロッサ時代についてガルニーアは 3例を挙

げているにすぎない。 1166年， 67年の同盟はいずれもハインリヒ獅子公に対して，マ

クデブルク大司教ヴィヒマンを中心に，前者ではテューリンゲン方伯，ヒルデスハイ

ム司教，マイセン辺境伯らが加わり，後者ではケルン大司教が加わって結ぼれた同盟

である o 1178年にはケルン大司教とハルバーシュタット司教がやはりハインリヒ獅子

公に対抗して，相互援助の同盟firmumdilectionis vinculumを結んでいる O 3)管見の

限りでも，これ以外に諸侯間同盟の事例は史料的に確認されない。同盟関係の史料が

少ない理由としては， 12世紀には諸侯聞の同盟が，文書ではなくオーラルな契約によ

って形成されたからだとも考えられる O ガルニーアは，文書の利用によりはじめて，

同盟の前提となる複雑な利害関係の調整(個々の諸侯との敵味方の関係，相互援助の

内容，範囲，数段階にわたる仲裁プロセスの規定など)が可能となったのであり，こ

の点で文書化の意義はきわめて大きいと述べる。 4)

このように史料の乏しい同盟関係はさておいて，ではバルパロッサ時代には国王と
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宮廷が直接関わらない諸侯聞の紛争仲裁は，どの程度確認できるのか，この点をケル

ン大司教とザルツブルク大司教の事績を中心に概観してみよう O この地域の選択は，

次章でも述べるように，何よりもケルン大司教領を含む下ライン地方については，中

世盛期の証書史料と，聖界諸侯の事績要録などの刊行状況が良好であること，さらに

この地域と東南ドイツは，領邦形成(規模，領域構造，相互関係)においても顕著な

対照を示すこと，などによる。

( 2)ケルン大司教の紛争仲裁活動

以下では， rケルン大司教事績要録j(REK) に見いだされる諸侯聞の紛争仲裁の事

例を，簡略に記す。

① 1160 ユトレヒト REK2・702.

ケルン大司教ライナルト・フォン・ダッセルは皇帝の命令により，ユトレヒト司教ゴットフリ

ートとそのミニステリアーレン(前者はホラント伯フロレンテイウスに，後者はゲルデルン伯に

支援されていた)の，グロニンゲンのフォークタイをめぐる争いを仲裁した。

② 1162 ピサ REK2-742. 

ケルン大司教ライナルトはピサとジェノヴァの争い(ピサ商人がコンスタンテイノープルでジ

ェノヴァ商人を襲ったことから生じた)を仲裁した。大司教は自身でピサ市民と交渉し，また司

祭を使節としてジェノヴァに派遣した。この司祭はジェノヴァに，皇帝による裁定まで敵対行為

を止めること，ピサの捕虜を釈放することを認めさせ，またピサも休戦を約束した。

③ 1164 モンツァ REK2-787. 

パヴィーアの聖ペテロ修道院院長ヨハンネスと 5人のカステッロの住民は，彼らの争いの裁定

を皐帝の特使であるケルン大司教ライナルトの手に委ね，大司教はこれを院長に有利なかたちで

裁定した。
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④ 1165 ケルン REK2-831. 

大司教ライナルトは聖職者たちの助言により，ケルンの聖マリアグラーデンの参事会およびプ

ロプストと 4箇所の住民たちの聞の小十分のー税をめぐる争いを裁定した。

⑤ 1169ケルン REK2-928. 

大司教フィリップはケルンのブルクグラーフ，ハインリヒ・フォン・アルベルクとケルンのフ

ォークト，ゲルハルト・フォン・エッピンドルフの争いを仲裁した。

⑥ 1169ユトレヒト近郊のゾイレン REK2-931. 

大司教フイリップは，ユトレヒト司教ゴットフリートとホラント伯フロレンティウスおよび司

教の封臣の間の争いを仲裁しようと試みた。数回の失敗の後，大司教はゲルデルン伯に，ある土

地保有のゆえに賦課を負っている自由人は，結婚や誓約を通じて自身とその保有地を受け戻すこ

とができるかと問い，伯はこれに否定的な答えを返した。ホラント伯，ユトレヒト伯，クレーフ

ェ伯などがこれを了承した。

⑦ 1173 クサンテン REK2-985. 

大司教フイリップはクサシテンの律修参事会と，物故したクレーフェ伯テオデリヒの間ではる

か以前に生じた，聖ミハエル礼拝堂と大司教の塔の間にある(クサンテンの)家屋の所有権をめ

ぐる争いを，伯の寡婦と息子，律修参事会の間の合意により，仲裁した。

⑧ 1178 REK 2-1100. 

大司教フイリップはケルン市民とヘントの，後者が主張するケルンを越えてライン川を遡航す

る権利をめぐる争いを，両者からの依頼により，また皇帝に配慮し，さらに彼の親族たるフラン

ドル伯フィリップの要請により，仲裁した。それによってヘントの権利を認めた。

⑨ 1182 ノイス REK 2-1195. 

大司教フイリップはジークブルクの修道院および院長と，ザイン伯ハインリヒ，エーベルハル

トの兄弟の，プランケンベルクの城塞建設をめぐる争いを仲裁した。修道院は城塞建設を認めた
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が， そのかわりそのフォークトであるベルク伯エンゲルベルトの権限は保留された。

⑩ 1186ノイス REK 2-1260. 

大司教フィリップは， オスナムの住民と， フィシェルン， ケンベンの住民の森林の境界をめぐ

る長年の争いを， 賢明なる人々の助言によって境界の樹木を切り倒し，堀を設けることにより，

仲裁した。

⑪ 1189 オートクロワ REK 2-1344， La Chronique de Gislebert de Mons， publiee par 

Vanderkindere，L.， 1904， p.243. 

フランドル伯フイリップは， ブラバント大公ハインリヒとエノー伯バルドゥインを和解させよ

うとし， 10月にオートクロワ (ブリュッセル近郊) での交渉の期日を設け， ケルン大司教フイリ

ップも仲裁に加わった。 この交渉は 3日間にわたって続けられ， かつて国王ハインリヒの仲裁に

よって実現した平和を更新することとなった。 この和解に双方は誓約し， また双方の封臣たちが

その保証人となった。

Comes autem 岡田ldrietunc temporis benignius agens， inter ducem Lovaniensem et comitem 

Hanoniensem pacem fieri voluit， et inter eos diem colloqui apud Haucrois constituit mense 

Octobri. Cui quidem dominus Philippus Coloniensis archiepiscopus interfuit; et cum colloquim per 

dies tres durasset， tandem pax， quam ipsi antea per dominum regem Romanorum fecerant， ibi 

renovata et utriusque fide interposita et juramento confirmata est et hominibus suis utriusque datis 

obsidibus roborata. 

⑫ 1190 REK2-1353， La Chronique de Gislebert de Mons， p.245. 

大司教フイリップの仲裁により， エノー伯(バルドゥイン)は， そのおじナミュール・ルクセ

ンブルク伯ハインリヒと和解した。…comesHanoniensis cum avunculo suo comite Namurcensi 

et Luseleborch， mediante archiepiscopo Coloniensi Philippo， pacem fecit回 hancformam…それに

よってパルドゥインはナミュール伯領を得た。ナミュール伯は大司教とロツ伯フェラルトを国王

ハインリヒの下に派遣し， この和解を確認させ， パルドゥインにナミュール伯領を授封させよう

とした。
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下ライン地方における紛争と仲裁の双方において最も重要な存在は，次章でも一層

明らかなようにケルン大司教である O 本稿Eで挙げた事例では，⑫(1169年)，⑫ 

(1185年)が，大司教フイリップによる低地地方の教会とミニステリアーレン，あるい

は教会問の紛争仲裁を示していた。これに，ここに挙げた 1160年の大司教ライナル

ト・フォン・ダッセルによるユトレヒト教会とそのフォークトの紛争の仲裁を加えた

3例のみが，国王ないし国王宮廷裁判との関わりにおいて大司教が紛争仲裁を行った

事例であるのに対し， rケルン大司教事績要録jには，ケルン大司教が国王や宮廷の意

向に関わりなく(大)司教管区内の教会，修道院と俗人貴族(在地領主)の紛争を仲

裁しているケースが多く見られる O 文書に記されるか否かは別としても， 12世紀には，

この種の紛争解決は管区(大)司教としての日常的な役割であったと思われる O

しかし同時にユトレヒト司教とホラント伯， ミニステリアーレンの争い，ケルン市

とヘント市の争い，そして 1180年代末にはブラーバント公とエノー伯の争い，エノー

伯とナミュール伯の争いをも仲裁しているように，ケルン大司教は 12世紀後半には在

地の紛争のみならず，下ライン，低地地方における諸侯(都市)聞の広域的な紛争の

解決においても大きな影響力を行使した。下ライン，低地地方に対しては，とくに 60

年代以後バルバロッサの影響力，関心が後退し，バルバロッサは殆どこの地域を訪れ

なくなるのだが，その分ケルン大司教のプレゼンスが強まり，紛争解決における役割

も大きくなったと考えられる O ただし，既に 1180年代半ばには大司教フイリップとバ

ルバロッサの間で深刻な対立が生じていたように， 13世紀には大司教はよりしばしば，

紛争当事者として現れることになるのである O

( 3 )ザルツブルク大司教の仲裁活動

このように紛争仲裁に際して地域ごとに有力諸侯を中心とした協力関係があったこ

とは，他地方に関しても推測できる O ドイツ東南部，バイエルン，オーストリア地域

における諸侯の仲裁活動はどのようであっただろうか。すでに指摘したように，本稿

Eに挙げた事例⑦⑩において，ザルツブルク大司教は各々バイエルンの教会と在地領
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主の聞の紛争，およびオーストリア大公とパッサウ司教の間の紛争の仲裁をバルバロ

ッサから委任されている o rザルツブルク大司教事績要録J(RES)からは，同大司教が

関わった仲裁の事例として以下のような記事が見いだせる。(なお『パッサウ司教事績

要録JDie Regesten der Bischofe von PIαssαu， 2 Bde， hg. von Boshof， E.， 1992.および

『バーベンベルク家証書集J(BUB)には，バルバロッサ時代におけるパッサウ司教，オ

ーストリア大公(辺境伯)の目立った紛争仲裁活動は見いだせなかった。)

① 1146 ザルツブルク RE8， 8.54， Nr.280. 

大司教コンラートはグルク司教ローマンとケルンテン大公の立ち会いの下に，アドモント修道

院とルードルフ・フォン・ブジンベルク(テュニスペルク)の上エンス渓谷におけるグンダケリ

ングの所領をめぐる争いを裁定した。

② 1159 ゲス RE8， 8.83， Nr.134. 

大司教エーベルハルトは教皇ハドリアヌス 4世の委任により，院長ゲアラッハ下のライン修道

院と院長オトカール下の聖ランプレヒト修道院の争いを裁定したD

③ 1161 RE8， 8.93， Nr.183. 

大司教エーベルハルトは，レーゲンスブルク司教ハルトヴイヒとバイエルン大公ハインリヒの

間の，ハインリヒが司教の城塞を奪ったことから始まったフェーデを仲裁したD

④ 1164 RE8， 8.108， Nr.253. (本稿Eの史料⑩)

大司教エーベルハルトはパッサウ司教とオーストリア大公の争いを和解させるべく多大の努力

を行った。

⑤ 1180 RE8， 8.135， Nr.34. 

大司教コンラートとグルクの聖堂参事会およびミニステリアーレンの，司教任命をめぐる争い

は，教皇アレクサンデル 3世の委任により，フライジング司教アルベルトとハイリゲン・クロイ

ツ修道院長ハインリヒを仲裁者とし，大司教に有利な裁定が行われた。
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⑥ 1180 レーゲンスブルク RE8， 8.137， Nr.38. 

レーゲンスブルクの宮廷集会で大司教コンラート 3世は，他の 6人の帝国諸侯とともに，ハイ

ンリヒ獅子公とフライジング司教の争いに関して，司教がフェーリゲンの市を橋とともに，ハイ

ンリヒ獅子公がこれを破壊して市をミュンヘンに移す前に，はるか以前から所有していたことを

証言した。

( 4 )小活

以上のように，各地域では国王と国王宮廷の直接関わらない，有力諸侯を中心とす

る紛争仲裁活動が行われていた。それは在地の教会，領主の間の紛争から，領邦諸侯

間の紛争にまで及んだ。とりわけ諸侯間の紛争仲裁の場合， 1186年のケルン大司教の

例， 1164年， 1180年のザルツブルク大司教の事例のように，複数の諸侯の協力によっ

て仲裁や証言が行われている。このような両大司教および周辺諸侯の協力関係の地域

的枠組みは，おおよそプラースマンの述べる諸侯の「管轄領域」に相当するものであ

ったと考えられるが，この点については，各地域の宮廷集会出席者を把握したうえで，

あらためて検討する必要があろう O いまひとつ留意すべきは，先に述べたように，両

大司教のような地域の有力者も地域紛争の仲裁者であったばかりではなく，他方では

有力な領邦政策推進者として，しばしば自ら紛争当事者となったことである O その場

合，国王ないし国王宮廷が仲裁に働きかけることもあり，さらに他の諸侯が仲裁に協

力することもあった。すなわち全体としてみれば，バルバロッサ時代(とくにその後

半~末期)には，地域における諸侯間の紛争と紛争解決のための相互的な関係が存在

し，機能していたといえよう O ただし，既に述べたようにハインリヒ獅子公問題を除

けば，国王と諸侯の深刻な抗争が生じなかったバルバロッサ時代には，国王から自立

的な(ないしこれに対抗する)諸侯同盟というべきものは確認されない(ザクセンの

ハインリヒ獅子公に対する同盟のみ)。また12世紀には少なくとも上掲史料の範囲で

は，諸侯間の紛争と仲裁自体も，次章で考察する 13世紀に比べると，下ライン地方に

限定しでもその頻度は低かった。おそらく，比較的大きな領域的まとまりが早期に成
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立していた東南ドイツでは，中小の領域がモザイク状に錯綜する北西ドイツ，下ライ

ン地方に比して，諸侯間の紛争と仲裁の件数は少なかったと言えようが， 12世紀の両

地域については，なお年代記等，叙述史料をも含めた史料的考察が必要である O

VI 13世紀における諸侯間の紛争解決と同盟

フイリップ・フォン・シュヴァーベンとオットー・フォン・ブラウンシュヴァイク

の対立王時代から 13世紀にかけて，これまで述べてきた諸侯聞の紛争と紛争仲裁の自

律性，および諸侯同盟の形成，そしてこの両者の密接な関連を示す事例が，中部，下

ライン地方のみならず，東南ドイツの史料にもにわかに増加する O この意味で12世紀

末は，紛争と紛争解決からみたドイツ国制史の転換期と言えるであろう O 本章では 13

世紀について，同様に東南ドイツと下ライン地方の史料より，そうした諸侯間関係の

事例を可能な限り提示した上で，紛争仲裁と国制のあらたな展開に関する認識と展望

を，地域の視点から得ょうとする。

( 1 )東南ドイツ

以下では， rバーベンベルク家証書集j(BUB) ，および前掲の『ザルツブルク大司教

事績要録j(RES)の13世紀の記事より，オーストリア大公，ザルツブルク大司教を主

たる担い手とするドイツ東南部の紛争仲裁の事例を要約的に記す。

① 1202 ゲルツ BUB1-120， RE8， 8.173， Nr.17. 

オーストリア大公レオポルト 6世のミニステリアーレン，ウールリヒ・フォン・シュトゥーベ

ンベルクとザルツブルク大司教エーベルハルトの十分のー税をめぐる争いに対し，大公レオポル

トの仲介によって，大公自身とメラン大公，ケルンテン大公が立ち会い，彼らの配慮によって和

解が成立した。

…tandem mediante iam dicto speciali nostro domino duce constitutus est nobis dies ad suam 
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ipsius et ducis Mer加 ieducisque Karinthie communem presentiam， quorum prudenti deliberatione 

inter nos ita transactum est quod... 

② 1203 RE8， 8.182， Nr.54. 

大司教エーベルハルトは教皇インノケンテイウス 3世に任命された裁判官として，オーストリ

ア大公レオボルト 6世とベーメン大公の問題を裁定した。それにより，レオポルトがベーメン大

公の娘を妻とする両者の約束は，ベーメン大公がその妻を離縁したので，効力を失うものとされ

た。

③ 1211 BUB 1-180. 

ザルツブルク大司教エーベルハルトは，オーストリア大公レオポルト 6世とのファーガー，ハ

ウンズ、ベルクの城塞をめぐる争いに関して，彼の家臣や聖職者の助言により，聖堂参事会の同意

を得て大公レオポルトと和解した。

…de communi consensu capituli s凶 etde consilio fidelium suorum tam clericorum quam laicorum 

pro tranquilitate utriusque partis in hanc formam pacis et compositionis una nobiscum convenit... 

④ 1212 RE8， 8.202-3， Nr.141. 

大司教エーベルハルトは，アクイレイア総大司教ヴォルフカーとの争いにおいて，双方から選

ばれた仲裁裁判官 6人によって自身に有利な裁定を得た。

⑤ 1214 BUB 1-194. 

大公レオポルトとザルツブルク大司教エーベルハルトは，アドモント修道院とラインベルト・

フォン・ムーレックの間の，ガムナールの十分のー税をめぐる争いを裁定した。

……この争いは多大の労力と費用を強いたが，ょうやく双方がグラーツの我々のもとに召喚さ

れ，彼らとともに我々は和解の成立のために骨折って交渉した結果，彼らは時宜を得た協議と善

意によって，解決を我々の仲裁に委ねた。そして我々をかの十分のー税のあらゆる争いに関して

仲裁者とし，まず修道院長ゴットフリートが我々の手に誓約して.….ついでラインベルトが，
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我々が行う仲裁を全て受け入れ，道守することをかたく約束した。 …cum controversia... 

magnis laboribus et expensis， tandem ipsis ad nos ad Graz pariter convocatis cum eis super 

concordia inter eos facienda tractabamus efficientes demum， quod ipsi de maturo consilio eorum 

et de bona voluntate eorum in nos compromiserunt nos super omni predictarum decimarum 

controversia arbitrosstatuentes， promittentes fmniter fide data in manus nostras Gott恒 dusabbas 

primo cum quibusdam fratribus suis et ab aliis， q国 domifuerant， plenum mandatum habentibus et 

Reinbertus postea， quod quidquid nos duceremus arbitrandum， ipsigratanter acceptarent et pariter 

observarent...我々はしかしてこのような仲裁において，賢明なる人々との協議により，次のよう

に合意したoNos autem in tale arbitrium habito consilio virorum prudentum ...すなわちラインベ

ルトが修道院より 150マルクを受け取り，前述の十分のー税を放棄するべきこと.

⑥ 1219/25ヴェルズ BUB 11-214. 

オーストリア大公レオポルトとザルツブルク大司教エーベルハルトは，彼らの紛争解決のため

に仲裁者を選んだ。また大公は大司教の関係者にシュトラスヴァルヘンと仲裁裁判の開催地，フ

ェックラブルックの間の安全往来を保障した。

ザルツブルク大司教エーベルハルトとオーストリア大公レオポルトは，我々および我々の家臣

たちが加えあった損害について，合意によって次のように取り決めた。オットー・フォン・ロー

ル，アルベーロー・フォン・ポールハイム，ジボト・フォン・ハーグを大公の側から，ザルツブ

ルクのブルクグラーフ，コンラート・フォン・カールハイム，ゲルホーホ・フォン・ペルハイム

を大司教の側から裁定者として指名し，彼らはフェックラブルックにおいて 6週間以内に，彼ら

に指示されたことを行う…もしいずれかが彼らの判決に従わねば，その者は生じた損害をすべて

自身で賠償する(担保から差し引く〉。大公はフェックラブルックの集会に赴く大司教のミニス

テリアーレンや封臣に往復とも安全通行を保障する。

⑦ 1222/30 BUB IV/2.;1068. 

パンベルク司教エクベルトは，国王ハインリヒ 7世の委任により，オーストリア大公レオポル

トとパッサウ司教ゲプハルトの間の，ヴァクセンベルクとヴイルトベルクの間の境界に関する争
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いを仲裁した。

⑧ 1224125 グラートヴァイン BUB IV/2-1079. 

オーストリア大公レオポルト 6世は，ザルツブルク大司教と聖ランブレヒト修道院長ヴアルト

フリートの間の，後者の前者からの免属をめぐる争いを仲裁した。副修道院長と修道士たちはこ

の和解を妥当なものと見なし，その保持を約束した(ザルツブルク大司教の訴えによって教皇は

キームゼー司教らに調査と裁定を委任したが，その裁定が下る前にオーストリア大公が仲裁し

た)。

Ego Otto prior cenobii sancti Lamberti et omnes fratres mei cum toto conventu monasterii 

sancti Lambe此iratam et宣rmamhabemus compositionem， que inter dominum nostrum abbatem 

Waltfridum presentibus fratribus nostris…et dominum nostrum Eberhardum salzpurgensem 

arciepiscopum mediante domino nostro duce in campo apud Gradew加担tercessitsuper questione 

libertatis et subiectionis inter monasterium nostrum et iam dictum dominum nostrum 

arciepiscopum dudum exo此a，promittentes nos firmum habere et numquam contravenire. 

⑨ 1227 パッサウ BUB 11-262， RES， S.239， Nr.307. 

オーストリア大公レオポルト 6世は，パッサウ司教ゲプハルトとバイエルンの宮中伯ラポトの

ロティンベルクのブルクをめぐる争いに関する仲裁裁定を公にした。

パッサウ司教ゲプハルトとバイエルン宮中伯ラポトは，ザルツブルク大司教エーベ、ルハルト，

パンベルク司教エッケベルト，オーストリア大公レオポルト，伯ハインリヒ・フォン・オルテン

ベルクを，ローテンベルクのブルクをめぐる紛争について仲裁者arbitrosに指名し，誓約による

処罰のもとに，全てにわたって仲裁者の裁定arbitriumに従うことを確約した。レオボルトと伯

ハインリヒはパッサウに赴き，そこにザルツブルク大司教とパンベルク司教のグループは居なか

ったので，この任務を遂行すべく滞在し，平和と宥和の回復reformandepaci et concordieのため

に多大の尽力を行った…….そこでついに両者の聞に次のような和解compositioが成立し

た.........
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⑩ 1227 グラーツ BUB II-271， RE8， 8.240， Nr.311. 

オーストリア大公レオポルト 6世はザルツブルク大司教とともに，パンベルク司教エクベルト

とケルンテン大公ベルンハルトの，城塞，ヴェルンベルク，ライヘンフェルズをめぐる争いに対

して和解を仲介し，これを確認した。

Hec est forma compositionis et concordie inter Ekebertum venerabilem Babinbergensem 

episcopum et Berr由紅dumillustrem ducem Karinthie per Eberhardum venerabilem 8alzburgensem 

archiepiscopum et Livpoldum illustrem ducem Austrie et 8tirie ordinata，… 

⑪ 1239 BUB IV/2-1205. 

パッサウの司祭長アルベルトはシュトラースプルク司教に，オーストリア大公フリードリヒ 2

世が多数の従者を連れてパッサウに来たこと，同大公がバイエルン大公オットー，レーゲンスブ

ルク司教ジークフリート，フライジング司教コンラートの仲介により，ベーメン王ヴェンツェル

と和を結ぶであろうことを書き送った。

⑫ nach 1240.7.15 BUB II-359. 

オーストリア大公フリードリヒ 2世とザルツブルク大司教エーベルハルトは，パッサイルの十

分のー税をめぐる，ゼカウ司教ハインリヒとヴルフイング・フォン・シュトゥーベンベルク(ジ

ュニア)の間の争いについて， 1240年7月15日にパッサイルにて行われた仲裁による和解を確

認した。

ドイツ東南部，バイエルン，オーストリア地域における紛争解決に関しては，バー

ベンベルク家のオ}ストリア大公とザルツブルク大司教が，各々の領邦内にとどまら

ない，広域にわたる活動を行っている O パーベンベルク家の大公証書には上掲事例以

外にも 12世紀末より，オーストリア大公が修道院，教会と俗人の紛争を仲裁したこと

を示す証書が増加する O ザルツブルク大司教も，ここには挙げていない管区内の修道

院や教会と在地貴族の紛争仲裁に加え， 13世紀にはいると，教皇の委任によりオース
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トリア大公とベーメン大公の紛争を仲裁している(②)。

その領域が隣接するオーストリア大公とザルツブルク大司教は，両者が直接紛争関

係に陥ったり(③⑥)，大公の封臣(ミニステリアーレン)と大司教(教会)の聞に紛

争が生じることもあったが(①)，両者が協力して地域の教会・修道院・俗人貴族問の

紛争解決のために協力したことも確認される o (⑤⑩⑫)。またより広域的な，すなわ

ち諸侯聞の紛争仲裁の事例を挙げるなら，⑨で、はパッサウ司教とバイエルン宮中伯は

彼らの紛争解決のため，オーストリア大公，ザルツブルク大司教，バンベルク司教ら

を仲裁者に選び，同年，オーストリア大公とザルツブルク大司教は，協力してバンベ

ルク司教とケルンテン大公の争いを仲裁し，和解させている(⑩)。さらに⑧の事例で

はオーストリア大公が，ザルツブルク大司教と第三者の紛争を仲裁した。また仲裁の

方法として注目されるのは，⑥においてオーストリア大公とザルツブルク大司教の双

方が，各々から同数の仲裁者を選んだことである O 同じ方法は，④の大司教とアクイ

レイア総大司教の紛争解決においても選択された。すでに 12世紀に見られたこの方法

は，後述のように 13世紀にはより頻繁に用いられ，当事者とその周辺による自律的な

紛争解決のための，ある種の合理的な工夫を感じさせる O

この地域の紛争と仲裁は，もちろんザルツブルク大司教とオーストリア大公によっ

てのみ行われたのではない。⑦で、はバンベルク司教がオーストリア大公とパッサウ司

教の仲裁を行い，また⑪ではバイエルン大公と 2人の司教が，オーストリア大公とベ

ーメン王の仲裁を行おうとしている O

手がかりとした史料集(BUB，RES)が1240年代を下限としているため， 13世紀全体

について十分な事例を示し得たわけではない。そのためか諸侯同盟は明確には現れな

い。いずれにせよ 13世紀にはいると東南ドイツ，バイエルン・オーストリア地方の聖

俗諸侯は，オーストリア大公とザルツプルク大司教を中心として，紛争とその仲裁の

ための相互関係を王権から自立的に，また12世紀に比して一層活発に展開させていた。

ザルツブルク大司教とオーストリア大公の役割が際だ、っているとの印象を与えるのは，

当然ながら依拠した史料集によるところが大きいのだが，この地域における両者の役

割の重要性自体は，おそらく否定しがたいものであろう O さらにヴイツテルスバッハ

家のバイエルン大公証書等をもふまえて，この地域における紛争解決の実態を明らか

市

E
A

F
h
d
 

t
E
4
 



にすることが課題となる O

( 2 )帝国北西部・下ライン地方

ザルツブルク大司教領のベーメン，オーストリア，ドイツ東南部ではバイエルン，

また領域的にまとまった諸侯領(領邦)が多く，領邦間の対立ように比較的大きな，

聖俗諸侯領のモザイク的は境界紛争というかたちで現れることが多かったのに対し，

また緊張を苧んだな錯綜が顕著な西南部，北西部では，東南部以上に活発で多様な，

諸侯聞の相互関係と交渉が展開した。

下ライン地方における仲裁(裁判) Schiedsgerichtの展開を考察したW ・ヤンセン

13世紀後半以後急増この地域では 12世紀末より仲裁に関する証書が現れ，によれば，

し，通常の裁判・判決を示す史料を上回った。 1)1250年にケルン大司教コンラートは，

ドイツ騎士修道会とノイスの施療院寄進者の親族との所領争いを仲裁する文書におい

よき和解は双方にとって裁判による解決よりも有意義であったbonumconcordie 

plus expediebat utrisque partibus qu但 niustitie complementumと述べている O 2) シユ

て，

下ライン地方とその周辺の領邦

(領域は14世紀後半の状態を示すが、

伯・大公の区別は13世紀に合わせた)

①フランドル伯領

②工ノー伯領

③ブラパント大公領

④ナミュール伯領

⑤リエージェ司教領

⑥ユーリヒ伯領

⑦リンブルク大公領

⑧ルクセンブルク伯領

⑨ケルン大司教領

⑩トリア大司教領

⑪ホラント伯領

⑫ユトレヒト司教領

⑬ゲルデルン伯領

⑩ベルク伯領

⑮ミュンスター司教領

⑩パーダーボルン司教領
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タウフェン朝時代後期から「大空位時代」に至る時期Jおよびその前後における王権

の不安定期には，諸侯間の同盟形成と，紛争における当事者およびその周辺の，自律

的な解決への動きが活発化する O その中で仲裁が優先されたのは，領邦利害をめぐっ

て頻発する諸侯間紛争の(一時的であれ)解決には，上位権力の決定よりも，当事者

双方の合意にもとづく仲裁という利害調整的方法が，はるかに有効だと考えられたか

らであろう O ともあれ13世紀に仲裁手続きは，在地貴族，教会から諸侯レベルの紛争

にまで，広く用いられる慣習となっていた。

ハインリヒ 6世没後から 13世紀の下ライン地方とその周辺(低地地方，ヴェストフ

ァーレン)では，ケルン大司教領，ブラバント大公領などを中心に，中小諸侯の領邦

形成をめぐる対立・紛争が増加した。そこでは一方で，大司教の封臣ではあるが自立

的領邦を形成しつつあるユーリヒ伯，ベルク伯，クレーフェ伯，そしてケルン市，リ

ンブルク大公や，中部ラインの宮中伯など，ケルン大司教との利害対立に陥ることの

多い都市と諸侯，他方では大司教との友好を基調とするブラバント大公などと，大司

教の関係が重要な意味をもっO これら二つの関係に加えて，それらの周辺におけるマ

インツ大司教， トリア大司教，ゲルデルン伯，エノー伯，また大司教のヴェストフア

ーレン大公領と接触するミュンスター司教，パーダーボルン司教，その他の伯や在地

領主たちとケルン大司教の関係，およびこれら諸侯相互間の紛争と仲裁・和解の繰り

返しが，この地域の政治史，事件史を構成する O 3)そのなかで，紛争とその仲裁のみ

ならず，バルバロッサ時代には稀にしか史料に現れなかった諸侯間の同盟も，頻繁に

形成されたのであるO

事例 rケルン大司教事績要録j . r下ライン地方文書集jより

『ケルン大司教事績要録jにみられるバルバロッサ時代の紛争仲裁例は前章で示した

が，この『事績要録Jに『下ライン地方文書集j(UNR)をあわせて，ハインリヒ 6世

期以後， 13世紀末までの紛争仲裁と同盟関係に関する事例を選び出せば， 80点ほどに

なる。そのうちとくに本節の考察にとって重要である事例を，以下に要約的に示す。

つ、
u

F
同
u

t
Eム



① 1192 REK 2-1440. 

ケルン大司教ブルーノはブラバント大公ハインリヒ，リンブルク大公ハインリヒ，その他の諸

侯と，リエージュ司教アルベルトの殺害者に報復するために同盟した。この同盟は殺害者と思し

き国王側の(リエージ、ユ司教位)候補者であったボンのプロプスト，ロタールおよび国王自身に

向けられていた。

② 1193 REK 2-1443. 

ケルン大司教ブルーノ，その聖職者，自由封臣， ミニステリアーレン，市民はロートリンゲン

(ブラバント)大公ハインリヒおよびその封臣たちと，永久の同盟を結んだ。

③ 1194 REK 2-1483; Chronica Rei凶紅白brunn，MG88 30， 8.553. 

ケルン大司教アドルフは，マインツ大司教コンラートとテューリンゲン方伯とのフェーデに対

して，両者を和解させようとし，方伯に文書と使者を送り，軍を解散し，和解に応じるよう促し

た。しかし奏功せずに終わったので，ケルン大司教はマインツ大司教を支援した。 Coloniensis

archiepiscopus suasione callida， quasi pacem facturus inter lantgravium et moguntinum， 

lantgravium litteris commonuit et nunciis， ut dimissa mi1itum copia pacificus adveniret… 

④ 1196 REK 2-1501. 

ケルン大司教アドルフはマインツ大司教コンラートとともに，ユトレヒト司教バルドゥウイン

およびその兄弟，ベントハイム伯オットーと，ゲルデルン伯に支持されたルドルフ・フォン・コ

フォルデンの，コフオルデン市とトレンテをめぐる争いを仲裁した。(しかしその後再び争いが

始まった。)

⑤ 1202 REK 2-1618. 

ケルン大司教アドルフは，ブラバントに侵入したホラント伯テオデリヒに対して，ブラバント

大公ハインリヒを支援した。
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⑥ 1202 REK 2-1622，1623. 

ケルン大司教アドルフは，国王オットーがケルン教会の貨幣・関税特権を損なったため同王と

対立したが，教皇特使グイドの仲介により 3日間の交渉によって和解したO

⑦ 1202 Ukr. 2， Nr.11. 

国王オットーとケルン大司教アドルフは諸侯とともにマーストリヒトにおいて，ブラバント大

公ハインリヒとゲルデルン伯オットーの紛争を仲裁した。 4) 

⑧ 1203 REK 2-1636. 

ケルン大司教アドルフは前任大司教ブルーノのブラバント大公との同盟confederatioを更新

し，相互援助について合意した。

⑨ 1203/05 REK 2-1671. 

ケルン大司教アドルフはテクレンブルク伯ハインリヒ，オットーと，ラフェンスブルク伯ヘル

マンおよびその息子オットー，ヘルマン，ルートヴイヒの間の，テクレンブルク伯ジモンの殺害

から生じた争いを仲裁した口

⑩ 1217 REK 3-171. 

ケルン大司教エンゲルベルトは，ロートリンゲン(ブラバント)大公との以前からの友好同盟

を確認した。...吋nculumarnicitiae indissolubilis inter ecclesiam Coloniensem et Heinricum ducem 

Lotharingiae suosque progenitores ab antiquo habitae... 

⑪ 1220年代 Gamier， a.a.O.， 8.256. 

ゲルデルン伯とユトレヒト司教の，ある収入の権限をめぐる争いは，ケルン大司教エンゲルベ

ルトの仲裁にもかかわらず1225には武力衝突に至り，同年10月に休戦した後，翌年，特使の枢

機卿の派遣により仲裁された。双方から 3人ずつ選ばれた 6人の仲裁者団が 2組設けられ，各々

割り当てられた地域において生じる争いを仲裁する義務を負った口

戸同

υ
F
h
u
 

唱

1



⑫ 1230 REK 3-707. 

ケルン大司教ハインリヒは，ザイン伯，シュパンハイム伯らのとりなしによる交渉に従い，大

司教の支持者，ライン宮中伯オットー，バーデン辺境伯ヘルマンに，リンブルク大公との戦いに

おける援助のためにクリスマスまでに 1200マルクを，そして彼らの助言者に200マルクを与える

ことを約束し，そのためにバハラッハなどの大司教領の収入を抵当とした。ライン宮中伯とバー

デン辺境伯は，一ヶ月以内に200人の騎士とともにモーゼルまで来たり，戦いの間，騎士の数は

規定しないが，その誠実と忠誠に相応しい数の騎士とともに援助することとされた。

⑬ 1238 REK 3-924. 

アルンズベルク伯ゴトフリートはケルン大司教コンラートに対し，その領民の殺害とフォーク

タイをめぐる争いについて釈明し，謝罪(大司教の前で、の平伏の儀礼deditio)の意志を表明した。

また伯は大司教への軍事奉仕を約束し，大司教の封臣， ミニステリアーレンとの争いについては

大司教の裁定を仰ぐこと，伯と大司教の間の争いは各々が12人の騎士(封臣)を選び 1ヶ月

以内に仲裁を行わせることで合意した。

⑭ 1239 REK 3-947. 

リンブルク大公，ベルク伯，ザイン伯とのフェーデにおいて，ケルン大司教コンラートはケル

ン市民の支援により城塞ドイツを占領，ベルクの塔を破壊した。大司教がベルクのラントを横断

してザイン伯の領域に入ったとき，リンブルク大公らはブラーパント大公の仲介により和解に応

じた。

⑮ 1242 REK 3-1056. 

ケルン大司教コンラートはユーリヒ伯から釈放されるに際し，いかなる報復をも行わないこと，

彼らと友好関係にある人々の争いは以後，両者の仲介により解決すること，大司教とその支持者

は伯の不利益になるような城塞建設は行わないこと，双方のレーエン保有が回復されること，伯

とそのラントを破門から解くこと，伯が要求すれば国王と和を結ぶこと，伯が大司教から得てい

た諸特権を更新すること， 4000マルクの賠償，などを約束した。
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⑮ 1243 REK 3-1080. 

ケルン大司教コンラートとシュパイア司教コンラートは，マインツ大司教ジークフリートと，

ヴイルトグラーフ，コンラート，シュパンハイム伯ジモンらの聞の争いを，次のような条件で仲

裁した。マインツ大司教は城塞Dの壁を取り除き，シュパンハイム伯らは各々の城塞をマインツ

大司教にレーエンとして委ねる。この規定に何れかが反した場合，仲裁裁判官，ザイン伯ハイン

リヒ，リニンゲン伯フリードリヒらは，他方に助力する。

⑮a 1244 UNR 11-282. 

ブラバント大公ハインリヒはケルン大司教コンラートと同盟し，大司教の護送権を侵害したユ

ーリヒ伯に対して，大司教にあらゆる支援を提供すること，大司教の同意なしに同伯と和を結ば

ないことを誓約した。

⑫ 1250 UNR 11-361. 

ユーリヒ伯ヴイルヘルムはケルン大司教コンラートに友好と誠実を約束し，両者は将来の紛争

にそなえて，各々の相手の封臣(聖職者)より 3人ずつ，計 6人の仲裁者団を選んだ。彼らが双

方の封臣間の争いについて，裁判または仲裁により裁定したことに伯は報復を加えたり，受けた

りすることはない。伯側の 3人が大司教側の 3人に紛争について報告したら 2人が不在でも 4

人がそろっておれば，裁定を行う。仲裁者たちが一致できなければ，彼らはその職務をベルク伯

アドルフに委ね，ユーリヒ伯，大司教の双方はベルク伯の裁定に従うことを誓約する...・ H ・-

…Nos Wilhelmus comes Juliacensis notum esse volumus， quod nos reuerendo patri et domino 

nostro C.Coloniensi archiepiscopo fide data promisimus firmam amicitiam， fidele obsequium 

prestare et exhibere， sicut ei et ecclesie coloniensi tenemur. Ad euitandam etiam omnem inter 

ipsum d.nostrum archiepiscopum et nos discordiam， elegimus担 suishominibus tres， videlicet...; 

ipse d. archiepiscopus de nostris nominibus tres， videlicet.・.quiomnes 担保 datapromiserunt， quod 

si aliquam contigerit suboriri discordiam vel questionem inter nostros et ipsius d.archiepiscopi 

homines， ...ipsi hec secundum iusticiam aut per amicitiam terminabunt， et nos nullam ex eo 

vindictam sumemus nec accipi faciemus， sed illi tres qui ex parte nostra assumpti fuerint， alios tres 

qui ex parte d. nostri coloniensis archiepiscopi assumpti sunt， vocabunt et e}中onendihuiusmodi 
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discordiぉ etqueistiones， et ipsi sex vel saltem ipsorum quatuor， ita quod ex utraque pa此eduo 

assint， hec per amicitiam vel secundum iusticiam terminabunt.. .Ad hec si prefati sex concordare in 

hus nequiuerint， consentimus， ut prefati tres ex parte nostra et tres ex parte d. nostri archiepiscopi 

rationes suas exponant hincinde domino A. comiti de Monte， nostro consanguineo， et quidquid 

ipse or世nandumstatuerit et servandum， predictus d. noster archiepiscopus et nos id fide data 

tenemur firmiter obseruare. 

⑬ 1251 REK 3-1618. 

デイーツ伯ゲラルトとハインリヒ・フォン・イーゼンブルクの間の，フィルマールの城壁建設

をめぐる争いは，ケルン大司教コンラートとライニンゲン伯，ナッサウ伯，その他4人の貴族を

含む人々により仲裁者された口

⑬ 1251 REK 3-1641， UNR 1I -376. 

ケルン大司教コンラートとユーリヒ伯ヴイルヘルムのヒュルクラート，ヴァンロ，チュルピヒ

などの権限をめぐる争いは，和解により収拾された。双方の支持者をふくめた，フェーデの損害

賠償や，個々の城塞，所領，権限を巡る合意点が詳細に明らかにされ，大司教に従軍したザイン

伯への損害賠償については，ベルク伯の裁定に従うものとされた。和解に立ち会い，その証書に

印章を付したのは，枢機卿特使フーゴ，ベルク伯アドルフ，リンブルク大公ヴァルラムなど。

⑫ 1252 REK 3-1702. 

ケルン大司教コンラートはミュンスター司教および司教教会と和解した。コンラートはフレー

デン市の半分を全ての権限，収益とともに委譲し，両者は共通の負担で市壁を設ける D 司教は戦

時には都市の援助を受ける。ただし大司教と司教の争いの時には同市は中立を守る。岡市におけ

る霊的権限はミュンスター司教教会に属す。

@ 1253 REK 3-1729， UNR II-390. 

リエージ、ュ(選任)司教は以下のことを公にする。すなわち彼は，ノイスで成立したケルン大

司教コンラートとユーリヒ伯ヴイルヘルムの問の和解を，それが文書であれ，口頭による取り決
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めであれ，遂行，遵守させること，双方は和解と加えられた損害や不法について司教の裁定に従

うことを誓約したこと，また同司教は，ユーリヒ伯が大司教に加えた損害・不正に対する賠償額

を，ゲルデルン，ベルク伯，クレーフェ伯，およびケルンの聖堂参事会長とともに決めること

を…

…quod illam formam pacis ， que inter dominum Coloniensem archiepiscopum ex una parte， et 

comitem Juliacensem ex altera apud Nussiam in castris ordinata fuerat， siue in scriptis redacta 

fuerit siue sine scriptis verbotenus condicta et facta， faciemus ad effectum perduci et加uiolanter

obseruari， et quicquid super dicta pace et dampnis ac iniuriis hincinde factis post predictam pacem 

factam dixerimus et ordinauerimus， predicti dominus Coloniensis et comes Juliacensis nostro 

stabunt dicto et ordinationi， et ad hoc faciendum se nobis obligarunt... 

② 1254 REK 3-1808， UNR 11-404. 

ユーリヒ伯ヴイルヘルムとケルン大司教コンラートはライン左岸において争い，伯はライン右

岸では同じくケルン大司教と対立するパーダーボルン司教らと同盟した。同年，伯とその兄弟ヴ

アルラムは大司教と和解した。その際に伯によるパーダーボルン，ミュンスター司教とリッペの

貴族の援助については，次のように合意が成立した。すなわち，ユーリヒ伯は，彼らの支援のた

めに(ラインを渡り)リッペ河の彼方まで，大司教に妨げられずに赴くことができるが，その際，

大司教に損害を与えたら，大司教は伯を敵と見なす。しかしその場合でもライン左岸では両者の

平和が保たれるo

Item de auxilio a comite Juliacensi Monasteriensi et Paderbornensi episcopis et domino de 

Lippia et eorum adiutoribus impendendo sic est conventum， quod si comes Juliacensis ipsos iuvare 

voluerit usque ultra Lippiam， libere et sine impedimento archiepiscopi et ex parte sua transibit， 

nullum in suo transitu d.archiepiscopo et suis dampnum faciendo; et si ultra Renum existens 

dampnum fecerit archiepiscopo， habebit eum archiepiscopus ibidem existentem ut inimicum， 

firma semper pace ex ista parte Reni inter ipsos nichilominus duratura. 

③ 1254 REK 3-1816. 

マインツ，ケルン大司教，ヴォルムス，バーゼル司教，ライン諸都市等は 10年間のラントフ
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リーデを締結した。

@ 1256 REK3目 1913，3-1917.

ノfーダーボルン司教ジモンは，ケルン大司教コンラートに対してユーリヒ伯ヴイルヘルムと同

盟し，伯とともに大司教領に侵攻したが，大司教の封臣たちに捕らえられ，城塞に拘禁され後，

大司教と和解した。その際，ジモンのコンラートへの支援義務，両者と相手側の封臣たちとの争

いにおける対応，城塞の破壊などについても合意がなされた。

③ 1259 REK3-2042. 

ケルン，ユトレヒト両市は長く続いた争いの後，大司教コンラート，聖堂参事会長ゴツヴイン，

ドミニコ会のアルベルトゥス(マグヌス)の助言により，相互に損害賠償を要求しないことで和

解した。また各々の市民は，自市民の債務に責任を負うことはないものとされた。

③ 1259 REK 3-2071， UNR 11-476. 

大司教コンラートは，ナッサウ伯オットーが無条件で彼の裁定に服した後，次のように取り決

めたo 裁判からであれ，放火(フェーデ)からであれ，生じたところの全ての争点は平和的に解

消され，相互の損害賠償は行わない。争いの原因となったジーゲンの城塞と都市の共有は維持さ

れる。オットーが共有を守らなかったら，全ての権利を失うムコンラートはこれについて証書を

発給し，ゲルデルン伯，ユーリヒ伯，ベルク伯，リエージュ選任司教，リムブルク大公，ジ}ゲ

ン市が印章を付したD

@ 1259 UNR 11-478. 

ケルン大司教コンラートの呼びかけにより，ゲルデルン伯，ユーリヒ伯，そしてユトレヒト司

教，ベルク伯，ザイン伯，その他の貴族，ミニステリアーレン，諸都市の代表，ケルン市民は，

大司教の下に集まり，その協議によって教会，帝国，国王リチヤードの名誉と平安のために，誓

約によりラントの平和を強固にすることを決めた。…placuitomnibus， ut communis pax terre ad 

honorem dei et s.ecclesie， ac sacri imperii et domini nostri Rycardi regis Romanorum illustris， et 

ad communem tranquillitatem omunium iuramenti sacramento frrmaretur. 
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⑧ 1259 UNR II-51 1. 

ノtーダーボルン司教ジモンは，ケルン(選任)大司教エンゲルベルトと終身の保護・援助同盟

を結んだ。その際に以下のような条件が付された。

ジモンは， ミュンスター司教，ユーリヒ伯を敵対者から除き，彼らの不利や損害になるような

義務を負わない。…venerabilemtamen patrem et consanguineum nostrum dominum Gerhardum 

Monasteriensis ecclesie， nobilem virum Wilhelmum comitem Iuliacensem ad hoc promisso nostro 

excepimus， in quorum preiudicium siue dampnum presenti scripto minimum volmus oblig紅i.

もし大司教が，ジモンの兄弟，血縁の誰かの不正に対して告発せんとするなら，ジモンは，彼

らがその裁判や仲裁に服す意志があれば 2ヶ月以内に仲裁または裁判により彼らに大司教の思

顧を回復する。しかし彼らがこれを拒否したら，約束に従って大司教とともに彼らに賠償させ，

あるいは判決を下す。…ipsosgratie sue in企aduorum mensium spacium reformabimus担 amicitia

vel in iure， si iudicio nostro， ordinationi vel arbitrio predicti parere voluerint， contenti gratia sive 

iure; quod si contumaciter recusauerint， ipsos tamquam iniuriam exercentes una cum predicto 

d.E.Coloniensi Electo， secundum promissum et condictum auxilium， ad satisfactionem siue 

iustitiam prout poterimus inducemus. …ジモンの兄弟，オジ，義兄弟，血縁がジモンの裁判や仲

裁に従わず，不正を裁判または和解により償わなければ，あるいはまた大司教がこれを受け容れ

なければ，または彼らに答がないのに大司教自身の動機により彼らに損害を与えようとしたら，

暴力と不正を被った彼らをジモンは可能な方法で支援する。 sinoster frater， avunculus， generi et 

consanguinei iudicio nostro， ordinationi et arbitrio obedire noluerint et parere， et excessus si quos 

fecerint emendare iusticia vel amicitia mediante， et hoc prefatus d.E.Coloniensis Electus 

recusauerit acceptare， vel si ipsos nullis suis excessibus exigentibus motu proprio dampnificare 

voluerit irracinabiliter vel etiam violenter， eisdem iniuriam et violenciam pacientibus modis quibus 

poterimus assistemus. 

この平和の維持のために各々が 2人の保証人を選ぴ，この 4人(在地貴族，騎士)は，パーダ

ーボルン教会とケルン・オスナブリュック・コルファイの教会の臣民，ミニステリアーン，市民，

封臣の聞に争いが生じたら 2ヶ月以内に仲裁または裁判により inamicitia vel in iure裁定する。

彼らの 1人が死んだら 1ヶ月以内に補充する。さらにジモンは信頼できる 10人を選ぴ，この規
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定の違反が，上記の 4人の宣告に従って賠償されなかった場合，彼らが小都市ゲゼケ oppidum

Gesekeに入って賠償が行われるまで占拠する。

⑫ 1262 REK 3-2213. 

ケルン大司教エンゲルベルトはボンにて，双方の 5人の封臣や聖職者の仲裁により，宮中伯ル

ートヴイヒ・フォン・ヴイツテルスバッハと和解した。さらに双方から 3人ずつ選ばれた 6人に

よる仲裁者団を形成し，彼らが全ての争い，不和に関して裁定すること，仲裁者団が同数に分か

れて決定できないときは，大司教と宮中伯がもう 1人の仲裁者mediatorを選ぶこと，この仲裁者

の人選でも一致できない場合は，双方を代表するゲルハルト・フォン・ジンツイングとフイリッ

プ・フォン・ホーエンフェルズが適当な人物を選ぶことを決めた。

@l 1263 REK 3-2263. 

ケルン大司教エンゲルベルトとアルンズベルク伯ゴットフリートは同盟し，伯はあらゆる攻撃

に対して大司教を援助する義務を負う。ただしパーダーボルン司教，マルク伯，ベルンハルト・

フォン・デア・リツベ，ヴァルデック伯ハインリヒ，ラフェンスブルク伯オットーは除外する。

他方大司教は伯に対する攻撃を，要請に従って一ヶ月以内に(仲裁)裁定し，裁定を受け入れな

い者に対しては伯を支持する。その際には，パーダーボルン司教，オスナブリュック司教，オッ

トー・フォン・ナッサウ，ベルトールト・フォン・ビューレン父子は除外する。

⑪ 1266 REK 3-2366. 

ケルン大司教エンゲルベルトはブラバント大公夫人(寡婦)に 4年間の支援を約束した。大公

夫人の要請があれば大司教は 2週間以内に200人の騎士を自身の費用で派遣し，大公夫人はデン

ダー以東ではケルンの封臣団を賄う義務を負う。 5) 

③ 1271 REK 3-2450， UNR 11-615. 

オスナブリュック選任司教コンラートはケルン大司教エンゲルベルトと，ライン・ヴェーザー

河聞におけるあらゆる敵対者に対する相互支援の同盟を結んだ、。コンラートの他にも，多数の聖

職者，貴族がエンゲルベルトに同様の同盟関係を誓約した。
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③ 1273 REK 3-2510. 

ケルン大司教エンゲルベルトとその親族，宮中伯にしてバイエルン大公であるルートヴイヒは，

彼らの争いの解決を，パーダーボルン司教ジモン，ヴイルトベルク伯ゲラルト，シュパイアの聖

ヴイード律修参事会長オットー，ニュルンベルクのブルクグラーフ，フリードリヒに委ねた。

⑪ 1275 REK 3-2641. 

ミュンスター選任司教とケルン大司教ジフリトは友好同盟amicitiaを更新し，将来の紛争に備

えて二つの仲裁者団を選ぴ，河川で区分された領域の内，ひとつがpartessuperiores，今ひとつが

partes inferioresを管轄することに合意した。

⑧ 1277 REK 3-2711， UNR 11-697. 

ケルン大司教ジフリトとユーリヒ伯ヴイルヘルムは，大司教はドイツ騎士修道会士，副司教，

聖堂付教師，騎士，ケルン市民など 6人を，伯もその封臣やケルン市民など6人を仲裁人として

選び，彼らに両者間の全ての争いを裁判または和解によって裁定する権限を与え，両者はその裁

定に従うことを誓約した口

…dantes eis potestatem omnes controuersias et questiones quascumque inter nos decidendi， 

terminandi et di百iniendi，per iusticiam vel amorem， obligantes nos et promittentes fide prestita et 

iuramento interposito corporali， quod quicquid predicti superius nominati super ipsis questionibus 

et controuersiis inter nos dixerint， ordinauerint seu statuerint faciendum per iusticiam vel 

amorem， quod illud inviolabiliter obseruabimus nec contra veniemus， dolo et fraude penitus 

exclusis. 

@ 1277 REK 3-2712， UNR 11-699. 

(ロートリンゲン)ブラバント大公ヨハンはケルン大司教ジブリトとの聞に，以前の両者の同

盟confederatioet dilectionis vinculumを更新し，いかなる他人との友好や対立もこの同盟を損な

い得ぬこと，また助言と援助を尽くしてomniconsi1io et auxilioケルン教会の権限を守るため，

あらゆる敵対者に対して大司教を支援することを約束したD

-163一



③ 1277 UNR II-700. 

パーダーボルン司教ジモン，ヘッセン方伯ハインリヒ，ユーリヒ伯ヴイルヘルム，ベルク伯ア

ドルフ，ナッサウ伯オットー，マルク伯エンゲルベルト，クレーフェ伯テオデリヒ，その他多数

はケルン大司教ジフリトに対して，またその他の全ての敵対者から，彼らの権利を守るために同

盟した。しかしこの同盟の敵対者から国王は除外された。…abhuiusmodi confederatione 

serenissimum dominum Romanorum regem exceptum esse volumus et exclusum. 

⑧ 1277 REK 3-2732. 

クレーフェ伯テオデリヒはゲルデルン伯ライナルトと，全ての敵対者に対する同盟を結んだ。

ただしケルン大司教は敵対者から除外された。

⑨ 1278 UNRII-712. 

ベルク伯アドルフとケルン大司教ジフリトは，大司教が伯にケルンのレーエン，とくにカイザ

ースヴェルトの関税収入100マルクを与えることにより，相互の援助を約束し，将来の紛争にそ

なえて双方が，各々 4人ずつ，計8人の封臣(騎士)を仲裁人として選ぶことで合意，和解した。

この 8人は聖遺物に触れて誓約し，両者の何れか，またはその関係者より求められたら，両者，

その領地，そして領民(封臣)間のあらゆる紛争を， 15日以内に収拾する口この 8人が一致でき

なければ，聖堂参事会長のコンラートとケルンの司祭長テオドリヒ・フォン・ビューレンがひと

月以内に裁定する。

..Et ut in posterum inter nos hincinde omni discordie et dissensioni caueatur， idem 

d.Archiepiscopus pro parte sua eleg抗quatuorvidelicet …Daniclem Judeum，... milites， fideles suos， 

et nos pro p紅白 nostrasimiliter elegimus quatuor， videlicet Adolfum de Stammeheym seniorem， 

…Jacobum de Uphouen dapiferum， q凶 octoiurabunt tactis sacrosanctis， quod pro posse ipsorum 

omnem discordiam seu dissensionem， que inter nos hincinde， te町asnostras aut homines nostros 

oriri contigerit， sedabunt infra quindenam， postquam super hoc ab ipso d.archiepiscopo vel a nobis 

seu altero nostrum fuerint requisiti. Si vero infra predictam quindenam prenominati octo 

concordare nequiuerint， extunc venerabiles viri Conradus prepositus， germanus noster， et 
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Theodericus de Buren decanus ecclesie Coloniensis infra mensem huiusmodi discordiam 

terminabunt， 

@a 1279 NUR II-728. 

ケルン大司教ジフリト，ブラパント大公ヨハン，ゲルデルン伯ライナルト，クレーフェ伯テオ

デリヒは，ライン，デンダー聞の平和のために同盟し，マース，ライン河の自由航行，ライン河

における護送料の徴収禁止を定めた。

⑩ 1281 REK 3-2885， UNR II-749. 

(国王ルドルフのライン地方への圧力に対して) トリア大司教ハインリヒはケルン大司教ジフ

リトと相互支援の同盟を結んだD 両大司教は両者間の紛争を避けるために，各々トリアの司祭長

ボイムンドゥスとケルンの教師ヴイツケボルドゥスを仲裁者として選ぴ，両大司教，またはその

封臣の間に争いが生じたら，この2人が大司教の適当な封臣を加えて裁判または仲裁により，こ

れを解決することに合意した。さらにこの仲裁者が裁定したことは全て有効なものとし，大司教

の封臣にも遵守させることを約束した。

...Et ut omnis materia vel occasio discordie inter nos et nostros hincinde in posterum euitetur， 

volumus， consentimus， et elegimus venerabiles viros Boymundum archidiaconum Treverensem， et 

Wickeboldum scolasticum Coloniensem， tamquam arbitros arbitratores et amicabiles 

compositores， ut de omni discordia et questione， que inter nos et nostros orta est ad presens vel 

oriri poterit in futurum， assumptis sibi fidelibus nostris hincinde quos ad hoc viderint e)中edire，

ordinent， statuant iuste vel amicabiliter et decidant. Promittentes fide et sacramento prestitis， 

quod quidquid predicti archidiaconus et scolasticus cum sibi adiunctis vel per se ordinauerint， 

statuerint vel deciderint iuste vel amicabiliter， nos ratum et firmum habebimus， et faciemus et 

procurabimus a nostris hincinde百rmiterobseruari. 

⑪ 1282 REK 3-2947， Ukr. Nr.378. 

国王ルドルフは，マインツ大司教ヴェルナーとパーゼル司教ハインリヒ(およびカッツェンエ

ルンボーゲン伯)の仲裁の下に，ケルン大司教ジフリトと，その代理人を通じて和解した。ケル
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ン大司教はカイザースヴェルトの城塞を国王に返還し，アンデルナハ，ボンの陸路，水路の不法

な関税を廃止する。国王の支持者もこの和解に加わり，彼らとケルン大司教の対立点は平和的に

解決される。エッセンのフォークタイについては，大司教が国王宮廷に来て仲裁者を選ぶまでは，

国王の聖職者，アーヘンの参事会員ルトゥガーが保有する…...

⑫ 1282 REK 3-2955. 

国王ルドルフとケルン大司教ジフリトは，エッセンのフォークタイをめぐる彼らの争いの仲裁

裁判官としてパラクレンス教会(? )ecc1esia Palacrensisの参事会長ゴッツォらを選んだ。

⑬ 1282 REK与2971.

ケルン大司教ジフリトとブラバント大公ヨハンは相互援助の同盟を結んだ、。大司教は大公領に

隣接する全ての貴族に対して，そしてライン・マース河間の大公の所領を防衛するために大公を

総力を挙げて援助する。大公は大司教に対し，ライン・マース・アール河間のあらゆる敵対者に

対し，またラインの彼岸，そしてヴェストファーレーエンにおいても， 200人の騎兵により，ラ

イン此岸では自分の費用で，彼岸では大司教の費用で援助する。国王は敵対者から除外する。

⑪ 1283 UNR 11-781. 

ケルン大司教ジフリトとクレーフェ伯は相互援助と，両者の封臣，関係者の聞の平和的関係の

ために同盟を結んだ。

⑮ 1284 UNR-1I797. 

オスナブリュック司教コンラートはその高位聖職者，聖堂参事会，封臣， ミニステリアーレン

の助言により，ケルン大司教ジフリトとの以前の同盟を更新し，確認した。そのためにヴイーデ

ンブルック市とパーダーボーン司教任命をめぐる争いは仲裁され，リッベの貴族によりケルン大

司教に加えられた損害は賠償されるべきものとされた。

⑬ 1285 UNR 11-811. 

ケルン大司教ジフリトは高位聖職者や封臣の助言により，ケルン教会の主席司祭，教師，大司
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教封臣等にマルク伯との争いを仲裁し，友好関係を結ぶための全権を委ねた。

…tandem de consilio priorum et fidelium nostrorum compromisimus et compromittimus pro nobis 

in dilectos in christo Th. decanum et archidiaconum Coloniensem， et W. scolasticum， et Johannem 

de Rennenberg， canonicos Colon.， et Winricum de Bacheim， fidelem nostrum， quibus plenariam 

dedimus et damus potestatem， nos et dictum comitem concordandi et amicitiam ordinandi inter 

nos et ipsum， prout nobis et ecclesie Coloniensi viderint e}中edire.

@ 1289 UNR II-865， 866， 867， 868. 

ヴォリンゲンの戦闘の後，ケルン大司教ジフリトとベルク伯兄弟，ユーリヒ伯，マルク伯，ヴ

アルデック伯，ブラバント大公は和解した。

⑬ 1289 UNR II-871. 

ベルク伯アドルフはヴォリンゲンの戦闘後，ケルン市民が奪ったとされる市内のケルン大司教

の財産，収入に関して，ケルン大司教ジフリトとケルン市民の双方がその裁定に従うことに同意

したので，次のように裁定した。すなわち市民はそのような略奪を行っておらず，大司教はこの

ことについて将来にわたって市民に要求してはならない。

..notum facimus， quod recepto in nos compromisso reuerendi patris et domini Sifridi 

archiepiscopi Coloniensis ex una parte， et iudicum scabinorum， consulum et uniuersorum ciuibus 

Coloniensibus infra ciuitatem Coloniensem ex altera， super bonis et redditibus ipsidomino 

archiepiscopo Coloniensi ab eisdem ciuibus Coloniensibus infra ciuitatem Coloniensem ablatis 

post conflictum apud Wurinc， ...dicimus et pronuntiamus in hiis scriptis， quod ipsi ciues 

Colonienses ab huiusmodi bonorum et reddituum ablatione quiti sunt penitus et soluti， et quod 

ipse dominus archiepiscopus Coloniensis super ipsis impetere non debeat neque possit eosdem担

白turum...

⑬ 1289 UNR II-884. 

ケルン大司教ジフリトはマインツ大司教コンラート， トリア大司教ボエムントと以前の同盟を

更新した。
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.. .Licet inter Maguntiam et Treuirensem ecclesias et nostram ecclesiam Coloniensem quedam 

f紅nili紅 itasamicitie specialis habita sit ab antiquo，…Nos f:町凶li訂 itatemhuiusmodi innouare et ad 

maiorem roboris firmitatem perducere cupientes... 

@ 1295 UNR II-953. 

ベルク伯アドルフは，ケルン大司教ジフリトとマルク伯ゲラルトの，エッセンの参事会教会の

フォークタイをめぐる争いに関して仲裁裁定を行った。

・…両者はこの長く続いてきた争いについて，私の仲裁により和解した。その内容は以下の文書

のようである…・・ 1…加 nostamquam泊 arbitriumseu ar凶cab立emcompositorem compromisissent， 

sicut in litteris super hoc confectis plenius continetur， quぽ umtenor talis est... 

@ 1299 REK 3-1662， UNR II-1027. 

クレーフェ伯テオデリヒ，ベルク伯ヴイルヘルム，ヒュルクラート伯テオデリヒ・ルフはケル

ン大司教ヴイクボルトより，各々(クレーフェ伯はその息子に)， 400， 2000， 1200のマルクの貨幣

封を与えられ，全ての敵対者に対して大司教を支援すること(国王は除外)，大司教に損害を加

えた彼らの親族，封臣，ミニステリアーレンが法的手続きに応じなければ，彼らに対しても大司

教を援助すること，彼ら 3人は各々が大司教の封臣，聖職者から 2名ずつ，大司教は 3人の各々

の封臣から 2名ずつ仲裁者を選ぴ，彼らと大司教の双方の役人，封臣，ミニステリアーレン，市

民，領民の間に争いが生じたら，仲裁者は集まり.誓約のうえ.そのような争いを裁判または仲

裁により裁定すること.封臣のある者がこの仲裁者あるいは裁宗者に従わずに.伺れかのラント

に侵入して.略奪や放火.その他の暴力をはたらいたら.伯たちは一致してこの者に対処するこ

1;......…を取り決め，誓約したo

…qui sub iuramentis suis huiusmodi discor世田ndecident per iustitiam vel amorem， ita quod， inter 

quorum nostrum subditos discordia suborta est vel suborietur， illorum arbitri predicti seu 

arbitratores per nos ut premittitur ad hoc electi conuenient， questionem talis discordie decisuri; et 

si forsan alliquis subditorum nostrorum predictorum dictis arbitris seu ordinatoribus in hiis quod 

absit rebellis exstiterit， siue iustitia non requisita seu non prosecuta terram alcuius nostrum seu 

antedicti domini nostri seu homines inuaserit incendiis， rapinis， aut aliis violentiis， contra illum 
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unanimiter prodedemus... 

@ 1300 REK3園3748，3751.

ホラント伯ヨハンの死後，無主となったホラント，ゼーラント，フリースラントをエノー伯ヨ

ハン(ジャン)が要求し，これらがフランドル伯に帰すことを認めた国王アドルフは，エノー伯

に対して軍をニムヴェーゲンに向かわせた。しかし戦闘とはならず，エノー伯と国王は，ケルン

大司教ヴイクボルト，バーゼル司教，コンスタンツ司教，ブラパント大公，クレーフェ伯ら 8人

の仲裁者arbitri，arbitratores seu amicabiles compositoresが行う裁定に服することに合意し

た。 6) 

@ 1300 UNR 11-1057. 

ブラバント大公ヨハンはケルン大司教ヴイクボルトと，彼らのラントの平和を維持するために

終身の同盟を結んだ。また国王アルブレヒトによる，大司教とユーリヒ伯コンラートの争いの仲

裁が奏功しない場合は，大公がその仲裁を行うことについても合意が成立した。

…...ヨハンは大司教をその敵対者に対して全力で終身にわたって支援する。もし大司教がヨハン

の封臣や友好関係にある者に対して苦情や訴えを行うなら，大司教は法(裁判)であれ，仲裁で

あれヨハンの裁定に服す。しかしもしヨハンの封臣や友好関係にある者が，裁判であれ仲裁であ

れ，その裁定に服そうとしなければ， 15日以内に，裁定に満足するよう促し，それでもこれに従

わなければ，そのような者に対して大司教を全力で支援する。しかし両者の間の相互援助の同盟

と友好が，将来，紛争によって損なわれることなきょう，大司教はケルンの参事会員ルドルフ，

およびその他 3人の封臣，友人を，ヨハンは同じく 4人の封臣を選ぴ，両者の聞に争いの懸念が

生じたら，両者の決定と合意に基づき，彼ら(8人)がこれを法(判決)または仲裁によって解

決するための全権を持つ口 …nos eidem d. archiepiscopo potenter ac patenter toto posse nostro 

contra suos aduersarios quoad vixerimus assistemus， hoc adiecto， quod si idem d. archepiscopus 

contra nostros fideles et amicos questionem seu actionem habuerit aliqualem， ipse d. 

archiepiscopus stabit super hoc nostre ordinationi et sedationi pure et simpliciter in iure vel 

amicitia de scitu suo; si vero aliquis fidelium vel amicorum nostrorum huiusmoci nostre 

ordinationi seu sedationi iuris vel amicitie stare nollet， illum vel illos monebimus， ut infra 
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quindenam， a die qua eum vel eos moneri super hoc fecerimus， nostra ordinatione sint contenti， 

quod si non fecerint， extunc dicto d. nostro archiepiscopo contra talem vel tales toto posse nostro 

potenter et patenter assistemus. Verum ne unio et amicitia mutui auxilii inter ipsum d. 

Coloniensem archiep. et nos， ut premittitur， contracta， occasione alicuius future discordie 

infringatur vel infringi possit， idem d. archiep. pro se eligit honestum吋n江nLudolfum de Dicha 

canonicum Coloniensem， nobiles viros G. d.D.， J.d.R.， H.d.H.， militem suos fideles et amicos; nos 

vero elegimus et eligimus pro nobis nobiles viros d.G.d.B...militem， fideles nostros dilectos...quod 

si inter d.archiep. predictum et nos aliquis scrupulus discordie vel rancoris quod absit emerserit， 

plenum posse habebunt decidendi discordiam huiusmodi in iure vel amicitia de scitu et de consesu 

nostro. 

以上に示した53の事例について，いくつかの視点からその特質を指摘しておこう O

1 )仲裁者

下ライン，低地地方における聖俗諸侯，在地貴族，教会を含むあらゆるレベルの紛

争解決において， mediator， arbiter， arbitrator， compositorあるいはcommunesamiciな

どと表現される仲裁者は， 13世紀においても不可欠の役割を担っていた。7)

さて，この地域の紛争・仲裁・同盟において，殆ど常にケルン大司教が中心的役割

を演じているように見えるのは，多くの事例を『ケルン大司教事績要録』から得てい

るためばかりではない。『下ライン地方文書集jに見いだすことができた仲裁，同盟の

事例の多くが結果的に，ケルン大司教の直接・間接に関わるものであったのは，やは

りケルン大司教がこの地域の秩序に対して，ポジテイヴにせよネガテイヴにせよ大き

な影響力を有したからであろう O 例えば『マインツ大司教事績要録j(B凸hmer，J.Fr.，

Regesten zuγGeschichte der・MainzeγEγ'zbischofevon Bonifiαtius bis Heinパch11 

742?-1288， 2Bde.， Neudruck 1966)では，同大司教の仲裁活動の記事はケルン大司教

に比して遥かに少ないのである O

ともあれ仲裁者としてのケルン大司教の役割は目だ、っている。(③④⑦⑨⑪⑬⑬②②)
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しかしバルバロッサ時代のごとく，ケルン大司教が国王の依頼により，また国王の名

において諸侯間の紛争を仲裁することは殆どない。国王との関わりにおける仲裁活動

としては，⑦の国王によるブラバント大公とゲルデルン伯の仲裁への協力のみが挙げ

られる O このことはケルン大司教の仲裁活動が，自身の利害に基づく意志的行為であ

ったことを想わせる O しかし大司教による仲裁の事例が， 13世紀半ばころから少なく

なることにも留意せねばならない。ケルン大司教自身が領邦政策の主体として，この

地域における領邦的利害対立のただ中に置かれているという状況は， 13世紀には一層

顕著となった。そのために抜きんでた仲裁者としてよりも，紛争当事者として仲裁を

受け，さらには局面に応じて同盟関係を結ぶ 1人の諸侯として現れることが多くなる

のである O 上掲事例の全体においても，大司教は仲裁主体である以上に，紛争当事者

として仲裁を受ける事例の方が多い。

とはいえ他の諸侯と比較すれば，ケルン大司教が13世紀になお仲裁者として重要な

役割を果たしていた事実は否定できない。その際12世紀の大司教による仲裁に比して，

13世紀にはケルン大司教個人による仲裁以上に(⑦国王オットーとの協力を別にして

も)，大司教が他の諸侯と共同で仲裁を行う事例が目立っている O ④ではマインツ大司

教，⑬ではシュパイア司教，⑬では 6人の貴族とともに，⑫ではケルンの聖職者，@

では 8人の聖俗諸侯とともに仲裁を行っている O おそらく紛争の背景にある利害対立

の根深さや，複数の諸侯，貴族におよぶ広域性から，自身がそうした利害に無関係で

はないケルン大司教が単独で、仲裁を行うことは困難になっていた。

逆にケルン大司教が仲裁を受ける場合も，⑫⑬②⑫③⑪⑬が示すように，半数以上

の事例では複数の諸侯，貴族がその役割を担っている O その中でも， 1262年の事例⑫

では，紛争当事者のケルン大司教と宮中伯ルートヴイヒの各々の側から選ばれた封臣

や所属聖職者が，仲裁を行うとされていることに注目したい。③で双方が選んだ仲裁

人も，ケルン教会の聖職者，在地貴族，市民など，各々の封臣に近い関係者であった。

これらの封臣団を中心とする仲裁においては，他の諸侯は関わっておらず，この意味

では，当事者間の意志による和解交渉に近いものと言えよう O ガルニーアによれば，

⑪の事例においても，それぞれ 2つの地域を管轄する仲裁者団を構成したのは，その

地域におけるゲルデルン伯とユトレヒト司教の封臣たちmilitesであった。 8)領邦の形
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成は在地貴族の領邦貴族身分としての統合とともに，彼らの共属感覚(ラント意識)

の発生をも促したであろう O 主君のかかえる紛争を封臣団が仲裁するという事例は，

そうした領邦貴族の政治的成長を背景として理解されねばならない。このことは同じ

⑫において，また後段の 4) に述べる他の事例においても，将来の紛争にそなえて設

けられた仲裁者団に，封臣が多く加えられていることからも一層明らかとなる。

2)同盟関係の展開

前述のように， amicitia， vinculum amicitiaeなどと表現される諸侯聞の同盟は， 12 

世紀末より持続的に現れる。とりわけ12世紀末から 13世紀初の対立王時代，そしてい

わゆる大空位時代に頻出するが，その後のハプスブルク王権時代にも少なくない。ハ

インリヒ 6世治世初期， 1192，1193年の同盟の事例①②は，同王のこの地域への政治的

圧力に対するものであった。同様に，⑬は国王ルードルフ・フォン・ハプスブルクに

対する同盟である O 国王に対抗する諸侯の(文書化された)政治的同盟は，バルバロ

ッサ時代にはなかったこの時期(以後)の特徴的現象である。しかし 13世紀後半の下

ライン，低地地方は概して「王権から遠い」地域であった。 13世紀後半以後はむしろ

王権の関わらない，地域的な諸侯の同盟が，常態化しつつあったといえよう O こうし

た同盟関係は文書(証書)に記され， 1230年代より，そしてとくに 1250年代から頻繁

に，その詳細な条件，内容の規定をともなうようになる O とりわけ重要なのは，相互

の支援義務の限定や，敵対者に関する除外規定，そして将来の紛争再燃，拡大を避け

るための仲裁者の選出である。

1230年の事例⑫では，ケルン大司教とライン宮中伯，パーデン辺境伯は具体的な

各々の支援義務を記すにとどまっているが， 1254年の事例⑫はこの時期の同盟ないし

和解の特質を示している O その領域が相互に入り組むユーリヒ伯とケルン大司教は，

両者の同盟者たちをも含め，所領や諸権限，城塞等をめぐって1240年代より繰り返し

争っていたが(⑬)， 1250， 51， 53年には仲裁により和解が成立し，その際にはベルク

伯，ゲルデルン伯，クレーフェ伯，リンブルク大公，リエージュ司教など地域の主な

諸侯が協力した(⑫⑬②)。にもかかわらずユーリヒ伯は1254年には，ヴェストフア
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一レン地方で大司教に敵対するパーダーボルン司教らと結ぴ，ライン左岸においても

大司教に対するフェーデを行った。このように第三者との関係も絡むゆえに解消が困

難な対立に，当面の平和をもたらしたのが1254年の和解である O ここではユーリヒ伯

は，ライン右岸では同盟者パーダーボルン司教らのために軍事行動をなし得，それに

よって大司教との紛争が生じても，ライン左岸では両者は平和的関係を保つものとさ

れた。すなわち平和と敵対の関係を地域区分によって両立させ，全面的な和解でなく

とも，状況に応じて当面可能な関係を維持しようとしたのである。 9)この同盟(和解)

文書はさらに，記名されたユーリヒ伯の血縁者やリンブルク大公がミュンスター司教，

ノtーダーボルン司教に対してケルン大司教を支援すること，さらにケルン大司教は従

来の協定によりフランドル伯夫人，アンジ、ユー伯を，またユーリヒ伯はエノー伯を援

助しうることを記している O 既存の友好・同盟の関係を保持しつつ，可能な範囲の平

和的関係を構築しようとする試みと言えよう O ⑫が示すとおり，この平和協定にもか

かわらず 2年後に大司教とユーリヒ伯の間の紛争は再燃した。しかしこのように，敵

対者の除外規定の挿入や義務関係の地域的限定など，相互の関係や同盟の条件を現実

に適合させつつ詳細に文書化し，それによって錯綜する利害関係の中で一定の協調を

実現しようとする試みは，その後の和解・同盟文書に繰り返し現れるのである O

⑫では上記のように敵対していたケルン大司教とパーダーボルン司教は和解し，同

盟を結んだが，やはり前述のように後者と友好関係にあったミュンスター司教とユー

リヒ伯は，大司教との相互援助が対象とする敵対者から除外されている O ⑮のケルン

大司教とアルンズベルク伯の相互援助同盟が想定する敵対者からは，除外されるべき

多数の，各々と友好関係にある諸侯，貴族が記名されている O ⑬はブラパント大公の

ケルン大司教に対する軍事援助のための負担を，ライン以西，以東で区別している O

このような文書による同盟関係の厳密化については，ガルニーアが既に詳しく論じて

いるので，本稿での考察は以上にとどめたい。

3 )ケルン大司教とブラバント大公

なお下ライン地方における同盟関係の展開は，諸侯の離合集散，合従連衡の印象を
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与えるが，その中でもケルン大司教とブラバント大公との関係が，この地域における

秩序のひとつの軸をなしていた。 12世紀初に下ロートリンゲン大公位を与えられたル

}ヴァン伯は，さらにブリュッセル，アントヴェルベン地域をも掌握して 1188年には

ブラバント大公と称された。いうまでもなくブラバント都市はケルンと密接な商業関

係にあった。 12世紀末にはブラパント大公はスヘルデ・マース河間の最有力者となり，

この地域の商業，商路の保護・統制をもなし得たが，マース・ライン間についてはケ

ルン大司教との同盟関係に頼らざるを得なかったのである O 10)1190年'"'"'1300年に両者

は13回に及ぶ同盟の形成ないし更新を行っている(上掲事例では①②⑤⑧⑩@⑧⑬@)。

同盟の主たる目的は領邦的利害に基づく相互支援であった。一方ではケルン大司教

の，隣接する支配領域を持つユーリヒ，ベルク伯やリンブルク大公などとの紛争，他

方ではブラパント大公のゲルデルン伯，ホラント伯などとの争いにおける相互の軍事

支援について，同盟文書は地域や員数，敵対者から除外される各々の同盟者などにわ

たって詳細に規定している O しかし同盟関係は軍事援助を与えるばかりではなく，⑦

⑭⑧のように，第三者との紛争における同盟者のための仲裁をも促した。この地域の

最有力諸侯，ケルン大司教とブラパント大公の同盟関係は，パートナーと他の諸侯と

の関係を調整することにおいても，地域の平和の回復・維持に貢献していたと言えよ

つO

1280年代にはリンブルク大公領の継承をめぐるブラバント大公と，ケルン大司教の

支持するゲルデルン伯の対立が，広く下ライン，低地地方の諸侯を巻き込む問題とな

った。 1288年のヴォリンゲンの戦闘は，ブラパント大公側(ベルク，ユーリヒ，マル

ク伯，ケルン市民，リエージュ司教，ホラント伯など)のゲルデルン伯陣営(ケルン

大司教，ゲルデルン，ルクセンブルク，ナッサウ，フランドル伯など)に対する勝利

に終わり，マース河までの領域を支配下に収めようとする大司教の目論見は挫折した。

逆にリンブルク大公領を得たブラパント大公は大司教と対等の存在となり，またユー

リヒ伯らの領邦は実質的に，その封主ケルン大司教より自立化した。ブラバント大公

とケルン大司教の関係はほどなく修復されたが，いずれにせよ 13世紀後半には，ケル

ン大司教のみではこの地域の秩序維持はもはや不可能であり，ブラパント大公との協

力関係は一層重要となった。 11)
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とはいえこの地域における諸侯間の友好・敵対の関係が，ケルン大司教とブラバン

ト大公の同盟により，国定されたのではなかった。隣接領邦として最も頻繁にケルン

大司教に敵対したユーリヒ，ベルク伯も，⑫⑮②②では現実に対応した条件を付して

大司教と和解や合意を形成している o 1251， 53年の大司教とユーリヒ伯の和解には，

ベルク伯，リンブルク大公らが協力し， 1259年のケルン大司教とナッサウ伯の和解

(⑫)にはリエージ、ユ司教，ユーリヒ，ベルク伯，ゲルデルン伯，リンブルク大公など，

大司教としばしば対立した諸侯を含む，周辺地域の聖俗諸侯が関与した。さらに「大

空位時代」の 1259年に大司教のイニシアテイヴで形成されたラント平和同盟②， 1279 

年に大司教とブラバント大公を中心に結成されたラント平和同盟は，ゲルデルン，ユ

ーリヒ，ベルク，クレーフェ伯など，両者と対立することの多かった諸侯をも含む広

範囲の同盟関係の成立を意味する O 12)前者では国王リチヤードへの支持，後者ではと

くに商業のための広域的な治安維持という必要から，時限付にせよ，個別的な対立利

害が調整され，あるいは不問(棚上げ)にされたのである O たしかにケルン大司教と

ブラバント大公の関係は下ライン地方の政治秩序を左右する影響力をもったが，それ

自体決して固定的，排他的で、はなかった。 13)周辺諸侯も両者とは敵対するのみならず，

状況に応じて帝国政治や広域平和にかかわる同盟関係をも形成したのである O 14) 

以上のような，ケルン大司教とブラバント大公の関係を一つの軸とし，その都度パ

ートナーを替えて展開する諸侯の紛争と仲裁，友好(同盟)の相互関係は，自律的，

可変的な領邦間ネットワークと称し得るものである O ではこのような領邦間ネットワ

ークは，現実にはどの程度地域秩序の安定に貢献したのだろうか。この点を明らかに

するためには，この地方の政治史，事件史の包括的な考察が必要であるが，ここでは

その余裕はない。以下では友好・同盟の安定にとって不可欠の要素であった，起こり

うる紛争のための仲裁規定について考えてみよう O

4)同盟における仲裁規定

既に述べたように，諸侯間の手口解や同盟形成の際には，将来の紛争に対処するため

の仲裁者団をあらかじめ設ける場合が少なくない。当地域の諸侯，貴族は，和解や同
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盟の際にも近い将来における紛争の可能性を念頭に置いていたからこそ，同時にこれ

を初期段階で解決するための手続きを，関係者の合意によって設けたのである O 下ラ

イン地方ではこのような事例は， 13世紀半ばより現れる C 一般に，双方が各々 2----6

人の仲裁者を，ときには相手側の関係者から選出した。⑫では，多くの紛争要因をか

かえるケルン大司教とユーリヒ伯が，また先に言及した③でも両者およびその教会，

封臣，ミニステリア}レンの間の紛争に対処する仲裁者団と，和解のための義務履行

を監督する人々の選出が規定されている O 15)同様に場合によっては 2段階 3段階に

およぶ仲裁システムを規定した和解・同盟の事例として⑫⑧@@@を挙げることがで

きる O さらに③で、は同盟のパートナーが第三者との紛争に陥った場合に，他方が軍事

的支援ではなく，まず仲裁を行うことを規定している O これは前項でも述べたように，

地域の平和に貢献することは勿論，場合によっては当事者にとっても軍事援助以上に

重要な意味を持ったであろう O ⑧では 2組の仲裁者団が，各々区分された二つの地域

における将来の紛争に対処する義務を負った。これは本節の 1)仲裁者の項で挙げた

⑪の事例に対応する O

また注目されるのは，将来の紛争に対処するこれらの仲裁者団が主として，当事者

の封臣(聖職者)によって構成されたことである O 主君の紛争に対して封臣は，有能

な仲裁者たり得たのだろうか。本節 1)の項では紛争当事者双方の封臣が実際に仲裁

を行った事例にふれ，その背景として領邦貴族としての意識や政治的力量について述

べたが，ここでも同様に考えたい。さらに将来の紛争に対処するものであるゆえに，

友好と敵対の関係が頻繁に変化する他の諸侯を仲裁者に選ぶことは，あまり意味がな

かった。より重要なことは，こうした封臣の構成する仲裁者団が，当時者(主君)の

他の封臣，ミニステリアーレン，市民の争いをも仲裁する義務を負ったことである

(⑫⑧⑨@)。また⑩においても，同盟者トリア大司教は仲裁結果をその封臣にも遵守

させるとあるように，諸侯間の仲裁と同盟は，封臣たちの紛争仲裁をも射程に収めて

いた。形成期領邦の紛争は諸侯間のそれに留まらず，隣接領邦の在地領主間(または

在地領主と隣接領邦君主の間)に及び，また⑪③の文言から読みとれるように，そう

した在地貴族のフェーデ行為は，諸侯にとっても統制困難なことが多かったと考えら

れる O そのような紛争の解決を双方の同輩身分集団によって行わせることは，一見無
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意味なようであるが，現実に選択された手段であった。当事者，関係者を広く動員し

て仲裁を行うことは，この時代と社会の慣行であり，経験的な合理主義であったとい

ってよい。そうした仲裁者による解決が不可能であった場合には，第二段階としてよ

り高位の，また第三者的人物が仲裁者(オプマン)として用意されるのである O ⑪の

ように相手の封臣の中から仲裁者を選びあう方法も，そのような合理性を感じさせる O

彼らは同輩と主君の事情に通じた上で，なお自身を仲裁者として選んだ相手側との妥

協と合意を実現するという義務をも意識せざるを得なかったであろう O

ガルニーアによれば実際に仲裁，和解にかかわった人々は，さらに将来にわたる仲

裁者とされることがあった。 1264年にケルン大司教とベルク伯はフェーデの後，仲裁

により和解し，将来の紛争を仲裁する 4人の騎士が選ばれたが，うち 2人はこのとき

の仲裁人でもあった。 1274年，両者は再び協定を結び，将来の紛争仲裁のため各々 4

人の仲裁人を置いたが，争いは再燃した。 1276年に両者は和解し 4人ずつ 8人の仲

裁人を選び，彼らが一致せぬ場合 1人の仲裁者(オプマン)を選ぶこととした。にも

かかわらずまもなく武力紛争がエスカレートし，ょうやく 1279年に成立する和解を導

いた仲裁人のうち，ベルク伯側からの 4人の騎士は 1276年の仲裁人でもあった。さら

にこの 4人は，このとき選ばれた今後の紛争を仲裁する 8人にも加えられている O ま

たこの 8人の合意が成立しない場合に裁定を行うべき，ケルン教会の聖堂参事会長コ

ンラートと主席司祭テオデリヒも，この年(1279年)の仲裁人であった。ガルニーア

はこの他， 1260年代から 70年代にかけてのマインツ大司教とリーネック伯の紛争にお

いても，初期段階で仲裁者をつとめた人々が，その後の繰り返される紛争と仲裁の中

で，幾度も仲裁者，和解契約の保証人として現れることを指摘している O 彼らは自分

たちが仲裁し，回復した平和的関係の維持に対して，長期にわたり責任と義務を負う

ことを自覚していたというのである O 16)諸侯聞の平和的関係の回復，維持に一定の貢

献をなし得たであろう，このような在地貴族，聖職者の意識と共同行為は，それ自体，

領邦の内外で繰り返される紛争と仲裁の繰り返し，およびそれにともなうインテンシ

ヴなコミュニケーションの所産であったと考えたい。
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( 3) 13世紀における国王の同盟と裁判・仲裁

以上の下ライン地方における紛争仲裁と同盟の展開においては，国王が紛争，対立

関係の当事者として現れることはあれ(①⑥⑬⑪⑫@)，直接仲裁者として介在するこ

と稀であった(⑦のみ)。したがって本章の地域的考察からは，地域の平和と政治秩序

にとって，国王の関与は重要なファクターではなかったとの印象を受ける O しかし先

にも述べたように，ハインリヒ 6世没後の二重選挙による対立王時代からシュタウフ

ェン朝末期の対立王時代， I大空位時代J，さらにルードルフ・フォン・ハプスブルク

の統治期には，国王も諸侯，その他の貴族と様々な同盟を結んでいる O またもちろん，

13世紀にも国王宮廷裁判は，仲裁活動をも含めて機能していた。したがって諸侯間関

係に基づく地域秩序の帝国国制史における位置づけを明確にするためには，地域史料

を離れ，再度， 13世紀における王権の動向を考えねばならない。しかし史料が飛躍的

に増加する 13世紀について，この課題に本格的に取り組むには，機会を改めねばなら

ない。ここではラウフの国王の同盟に関する研究や，レーデルの国王裁判に関する研

究，そして『ドイツ国王宮廷裁判の活動に関する証書要録Jの第 2，第 3巻等により

つつ，国王の同盟と裁判・仲裁の全体的傾向および，下ライン地方に関わるその特質

を概括的に述べるにととめたい。

1 )国王の同盟

12世紀末~13世紀には，ライバルへの対抗において支持者の獲得を喫緊の課題とし

た対立諸王はもとより，選出事情より権力基盤の脆弱な国王や，教皇や諸侯との対立

の中で困難な課題に直面することの多かった国王たちは，しばしば聖俗諸侯，貴族，

都市(市民)と同盟関係を形成した。その場合，国王は一般的な保護の保証，特定の権

限(レーエン)，そして大空位時代以後は，とくに貨幣もしくは貨幣収入をもたらす抵

当の授与によって，パートナーの支持を得ょうとした。しかし同盟関係を示すとされ

る証書は，国王特許状一般と同じスタイルをとり，上に挙げた諸侯聞の同盟に比べ，相

互義務の記述はさほど具体的ではない。17)とりわけ国王が期待したであろうパートナー

の軍事支援が明記されないのは，両者がそもそも封主・封臣関係にあったからでもある。
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ともあれ最高封主としての国王が帝国構成員との聞に，政治的対立の中で実質的機能

を期待できないレーエン関係を補う，いわば「再保障同盟RuckversicherungsbundnisJ

を結ばざるを得ないという事情を認識すべきであろう O 18) この意味では10世紀の国王

がamicitiaを形成したのと同様，国王も諸侯レベルの相互関係の中に入ったと言える O

しかしその同盟関係の規定は，諸侯のそれとは異なり，多重的なネットワークを形成

するごとき厳密なものではなかったO 国王の同盟は，おそらく錯綜した地域の利害関

係を調整しつつ構築される関係というよりは，各地域の重要な政治勢力を支持者とす

るための単発的な盟約であり，そのため，同盟の内容はしばしば国王の側からの一方

的な権益や貨幣の授与であった。この点で，地域の政治的ネットワークにつながる可

能性を示す諸侯間同盟に比して，国王の同盟の国制における意義を高く評価すること

はできないo19)

下ライン地方においては，国王オットー 4世はケルン大司教，ブラバント大公と同

盟関係を維持しようとしたが，両者は1204/05年にフィリップ・フォン・シュヴァーベ

ンと同盟関係に入った。またシュタウフェン朝の国王コンラート 4世は，相次ぐ対立

王や教皇との争いの中で， 1240年代には貨幣授与等によりブラパント大公，ユーリヒ

伯らと数次の同盟を結んだ。しかし他方でブラバント大公，ユーリヒ伯は1244/45年に

は，反シュタウフェン派のケルン大司教とも同盟したように，国王の同盟は実効を伴

わなかった。ラウフによればコンラート 4世，フリードリヒ 2世は，下ライン地方で

は多大の支出にもかかわらず，親シュタウフェン・ブロックを形成できなかったので

あるO 20) 

1247年のホラント伯ウイレムの国王選出は，ケルン大司教コンラートおよび，ウイ

レムのオジであるブラバント大公ハインリヒによるところ大きい。ウイレムはいとこ

のゲルデルン伯や，ベルク伯，ケルン大司教，リンブルク大公，ルクセンブルク伯な

ど，隣接する下ラインの諸侯と，主として金銭授与や支援の約束によって同盟を頻繁

に結び，下ライン地方における支持基盤形成に一定の成果を収めたと言えるかもしれ

ない。しかし1256年にウィレムが没した後，当地方の諸侯は新王選出のために一致で

きず，ケルン大司教はリチヤードを，ブラパント大公はアルフォンスを支持したので

ある。 21)
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ルードルフ・フォン・ハプスブルクは，自身の選出に貢献したケルン大司教との同

盟(1273，76年)の他，クレーフェ伯(1279年)，ゲルデルン伯(1282年)，ブラバント大公

(1283年)と金銭授与，支援約束などにより同盟した。しかしブラバント大公とゲルデ

ルン伯は対立関係にあり，また同盟相手の国王に対する義務は一般的な奉仕以外に特

記されず，ルードルフの下ライン地方における同盟も，さほど具体的，実質的な意味

を持たなかったo 1288年のヴォリンゲンの戦闘とブラバント大公の当地方における優

位に至る政治的プロセスは，国王ル一ドルフの殆ど関わらぬ場で展開したのである O 22) 

この地域の諸侯は，自身の領邦利害に抵触しない国王の選出と支持に関心を持ったが，

国王との同盟関係が地域内の利害関係の調整と紛争解決に，大きく貢献することはな

かった。国王は同盟により諸侯と同じ地平において，その相互関係の中に入り，党派

を形成したからである O このことからすれば，国王ルードルフ自身もしばしば諸侯と

の紛争に陥り，かつ諸侯の仲裁を受けたことは，容易に理解されよう。 23)国王はこの

地域に対して，超越的な紛争仲裁者として臨むというより，諸侯と同じ立場で紛争と

仲裁に関わっているように見える O

2 )国王の裁判と仲裁

13世紀における国王宮廷裁判の活動については，ここでは詳論の余裕はない。ハイ

ンリヒ 6世没後からルードルフ・フォン・ハプスブルクの即位までの75年間のうち，

国王が単独で統治する正常な時期は19年に過ぎず，対立王時代には国王宮廷裁判の機

能も低下した。 24)また未成年ないし若い息子たち(ハインリヒ 7世，コンラート 4世}

にドイツの統治を委ねることの多かった皇帝フリードリヒ 2世も，しばしば紛争仲裁

を有力諸侯に委ねた。 25) なお国王宮廷裁判で扱われた係争においては12世紀と同様，

教会，聖職者が俗人を訴える事例が大半を占める O

ルードルフ・フォン・ハプスブルク時代には，その証書要録の点数からも国王宮廷

裁判の活動は活発であったことがわかる O 26) しかし『証書要録』第 3巻の編者，デイ

ーステルカンプの巻頭序言や，共編者でもあるレーデルの研究が示すように，ルード

ルフ時代には仲裁手続きが通常の裁判・判決を上回る頻度を示し，仲裁裁判

Schiedsgerichtは以後，国王の最上級裁判を特徴づけるようになる。国王宮廷裁判への
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訴えに対し，裁判手続きを始める前に当事者を和解へと促すことはしばしば行われ，

双方が自主的に交渉の姿勢を示さぬときは，宮廷裁判における交渉が促されることも

あったO とくに有力諸侯間の紛争は，王が和解を取り持ち，成功しなかった場合に仲

裁裁判による裁定へと移行することが多かった。 27)

また『証書要録』に採録された事例には，国王ル一ドルフ自身が仲裁する場合以外

に，お)ルードルフが当該地域の諸侯に解決への協力を要請する場合 29)中級貴族に代

理として仲裁ないし裁判による nachMinne oder Recht解決を委任する場合や 30)当事

者間の和解をル一ドルフが承認する事例などがある o 1280年代末からのオーストリア

大公(ルードルフの息子アルブレヒト)とザルツブルク大司教のブルクやフォークタ

イをめぐる一連の紛争においては，ルードルフは双方から構成される仲裁者団による

裁定を促し，不調の場合はル一ドルフ自身が仲裁ないし裁判を行うこととした。この

紛争仲裁には，フライジング司教，キームゼー司教，アドモント修道院長など東南ド

イツの聖職者が重要な役割を果たしている O 数度の仲裁の試みが失敗した後，この紛

争の解決は結局国王ル一ドルフに委ねられ，ル一ドルフは1290年の宮廷集会にて諸侯

に判決を要請したのである O 31)13世紀後半を貫く「帝国フランドル」等をめぐるフラ

ンドル伯とエノー伯の争いにおいても，宮廷裁判と並んで，あるいはこれと連動しつ

つ，ブラバント大公ら当地域の諸侯による仲裁がきわめて重要な役割を果たしてい

るO 32) ルードルフ自身も諸侯との紛争において，他の諸侯の仲裁を受けたことは，先

に述べたとおりである O ルードルフは宮廷集会での裁判と判決に至る前に，地域の諸

侯間の同盟と協力関係など，様々なレベルで既存の秩序に依存した共同行為=仲裁に

よる紛争解決を促したといえよう O こうした傾向は，本章で下ライン地方について考

察したごとき，自律的な領邦(諸侯)間ネットワークの展開と対応するものと考えた

い。しかしこの点については，上で取り上げた東南ドイツを含めて，なおいくつかの

地域の事例を検討する必要がある O またルードルフ時代の紛争解決における国王宮廷

裁判の機能と意義を把握するためには，先にバルバロッサ時代について試みたように，

ル一ドルフの宮廷集会の実態と機能を明らかにし，その上で各地域の紛争解決との関

連を確認することが必要である O
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( 4 )小活

13世紀にはドイツのいくつかの地域において，有力諸侯を中心に，王権から自律的

な紛争仲裁のための相互協力関係が展開した。このような関係は，領邦の枠組みが比

較的明確で領邦間関係が相対的に安定していた東南ドイツよりも，諸侯の領域がモザ

イク状態に入り組む下ライン地方でより顕著で、あり，このことは12世紀末から現れる

諸侯の同盟関係においても同様である O ここでは中小諸侯の封主でもあったケルン大

司教およびブラバント大公が，諸侯間の仲裁において重要な役割を果たしていたが，

同時に彼らも紛争当事者となり，諸侯の仲裁を受けた。この意味で13世紀の下ライン

地方においては，紛争と仲裁の双方における諸侯聞の密な相互関係=コミュニケーシ

ヨンが存在したといえる O

また 13世紀のうちに活発化する諸侯間の同盟形成は，その目的である，敵対者に対

する同盟者間の相互援助の具体的条件(地域的範囲，援助の規模，コスト負担，友好

関係にある他の諸侯の敵対者からの除外など)を詳細に文書に規定している点で， 12 

世紀までの同盟と異なる意義を持ち得た。こうした厳密な関係調整によって，領邦的

利害関係の錯綜する下ライン地方においても諸侯は，潜在的な対立を顕在化させずに

多重的な同盟関係を形成し，それによって，なお流動的ではあるが，ネットワークと

も言うべき広域的政治秩序の形成を促した。こうしたネットワークは，政治状況に対

応しつつ変化する流動的，可変的な同盟関係の複合である O それは帝国レベルの問題

や，地域の政治的帰趨を決定するごとき重大な争点を前にした場合，その地域を包括

するネットワークとして現れるが，それ以外の領邦的利害関係においても，より小規

模に，また頻繁に形成された。

このような同盟関係の形成と維持において不可欠の役割を果たしたのは，やはり紛

争仲裁システムであった。同盟はパートナーの第三者との紛争の仲裁・和解に協力し，

また同盟者間の新たな紛争に対処すべき仲裁者団を設けた。こうした仲裁者団の主力

が双方の封臣や，関係する聖職者等によって構成され，また同じ人々が長期にわたり，

同じ諸侯聞の紛争解決に関わっている事実は，紛争解決を導く，広い意味での当事者

(封臣など)の政治的力量とコミュニケーション能力，責任意識といったものを感じさ
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せる O このこともまた 13世紀における，地域の新しい社会的，政治的秩序の一端を示

すものではないだ、ろうか。

総括と展望

本稿ではまず12世紀，フリードリヒ・バルバロッサ統治下の国王とその宮廷による

紛争仲裁を考察対象とした。国王宮廷(集会)における紛争解決においては，裁判・

判決と仲裁・和解の区別は流動的で，両者は同等の価値を持つものと認識されていた。

裁判・判決にせよ，仲裁・和解にせよ，諸侯の助言，協議，合意が，国王証書のトポ

スにとどまらぬ重要性をもっていたのである O この意味で国王宮廷における紛争解決

は，国王と諸侯相互のコミュニケーションのー側面であり，そうした繰り返される判

決発見や仲裁行為と，公にされたその結果は，帝国の政治的統合を維持する重要なフ

アクターであったと言えよう O

バルパロッサの治世後半，とりわけ1180年代には国王宮廷の人的統合力が低下する O

他方で同時期に， ドイツ東南部，そしてとくに北西部，下ライン地方では，有力諸侯

を中心とする地域の紛争仲裁のための協力関係が見られた。一方で国王宮廷の統合機

能の後退から推測される，その紛争解決機能の低下と，他方で地域における諸侯の自

律的な紛争解決は，相互に影響し，関連する動向であったと考えられる O しかしこの

ことを確認するためには，なお中部ラインや西南ドイツの史料をもふまえねばならな

し¥0

12世紀に比して 13世紀には，各地域における領邦形成をめぐる利害関係の錯綜と対

立の中で，紛争と仲裁，そしてあらたに同盟の形成という，諸侯間の相互関係的行為

がはるかに活発となる O そうした諸侯の相互関係によって形成される広域的な政治秩

序(同盟・ネットワーク)は，なお可変的，流動的で安定性を欠くものであったが，

繰り返し現れるそうした関係は，領邦と帝国の聞における中間的な地域秩序の形成の

可能性を展望させる O またそのような諸侯間関係に基づく秩序が，何よりも紛争仲裁

と密接不可分な関係にあったことは明らかである O 紛争仲裁規定は諸侯同盟の不可欠
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の要素であった。しかしまた，仲裁というコミュニケーション行為の繰り返しが，新

たな政治的秩序の形成を促したのだとも言えるのである O

バルバロッサ時代の国王宮廷における国王と諸侯の，紛争仲裁を含めた政治的コミ

ュニケーションにおいて共有され，また創出される価値観，政治意識と，バルバロッ

サの治世後期から 13世紀にかけて活発化する地域における仲裁・同盟という，諸侯や

在地の関係者も広く関わった共同行為や相互関係が生み出す秩序意識は，各々いかな

る特質を持つのであろうか。この点を叙述史料をも用いて考察することが次の課題で

ある O それはまた，紛争解決のありょうを通して，当時の政治的公共性の性格とその

変化について考えることにもつながる。
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Konfliktaustragung und politische Ordnung 
in Deutschland im Hochmittelalter 

Zusammenfassung 

Hattori， Yoshihisa 

1 Konfliktforschungen und Verfassungsgeschichte 

In der Geschichte gab es weder Epochen noch Lander， in denen keine Konflikte 

stattfanden. Die Aufgabe der Konfliktforschung ist nun die， zu erlautern， wie die 

Konflikte entstanden und verliefen und wie sie beigelegt wurden. Durch die Betrachtung 

der Art und Weise von Konflikten und Konflikt1osungen lasst sich die soziale und 

politische Ordnung der Gesellschaft von dem neuen Aspekt her betrachten. Das 

mittelalterliche Europa war bekanntlich von der bauerlichen bis zur adeligen 

Gesellschaft voll von Gewa1ttaten und Konflikten. Das bedeutete nicht ohne weiteres 

"AnarchieへDieneueren historisch-anthropologischen Konfliktforschungen neigen dazu， 

auch in der von Konflikten e出illtenGesellschaft eine vorstaat1iche Or也lungzusehen. 

Die seit .20 Jahren andauemden Forschungen der angloamerikanischen Historiker 

wie Stephen D. White， Barbara H.Rosenwein， Patrick J. Geary， etc.， beschreiben den 

Prozess der Konflikte zwischen den Klostern und den lokalen Adeligen in dessen 

Umgebung in Frankreich im elften und zw凸lftenJahrhundert. Die Abte und M凸nche

verglichen sich nicht nur mit ihnen feindlich gesinnten Adeligen， sondem vermitte1ten 

und schlichteten auch zwischen sich einander befehdenden Adeligen. Die Fahigkeit zur 

Streitschlichtung durch Kloster wurde durch deren spirituelles Prestige( die Reliquien， 

den liturgischen Dienst u.a.) noch wesentlich verstarkt. Die bedeutendere 

Voraussetzung zur Konfliktbeilegung durch die M凸nchewar aber， nach White und 
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Rosenwein， die alltagliche Kommunikation und das dadurch funktionierende Netzwerk 

der Adeligen auf der lokalen Ebene.明司utevertrat die Meinung， dass Konflikte und ihre 

Beilegung die pers凸nlichenBeziehungen (Abhangigkeit) in der lokalen Gesellschaft 

artikulierten und verstarkten. Wenn dem so war， durfte die Konfliktbeilegung， mit 

anderen Worten Kommunikation und Zusammenarbeit der Bewohner zur 

Konfliktaustragung， nicht nur die Wiederherstellung und die Bewahrung der Ordnung， 

sondern auch deren Veranderung und sogar die Bildung der neuen Ordnung 

beschleunigt haben. 

In Deutschland ist Gerd Althoff， einer der Herausgeber der Reihe "Symbolische 

Kommunikation in der Vormoderne‘" seit 15 Jahren energisch mit den Ritualen und der 

Kommunikation in der politischen Geschichte des Mittelalters beschaftigt. Nach Althoff 

wurde die offentliche Kommunikation im Mittelalter uberwiegend von Ritualen und 

symbolischen Gesten bestimmt. Bei dieser Art der Kommunikation wurden 

ungeschriebene Spielregeln befolgt. Derartige Rituale und Kommunikation spielten vor 

allem bei Konflikten und bei der Versりhnungeine bedeutende Rolle. Die Streitigkeiten 

zwischen Fursten und K凸nigenwurden seit den Ottonen meistens durch Vermittler und 

oft mit der Ritual der fl凸rmlichenUnterwerfung( deditio) zur gutlichen Beilegung gefi世町t，

weil das Ehrgefuhl der Fursten und Hochadeligen kein Gerichtsurteil akzeptieren 

wollte. Die politische Ordnung des Reichs im Mittelalter kann erst dann richtig 

verstanden werden， wenn man auf die verschiedenen informellen Verhandlungen 

zwischen K凸nig，Fursten und Adeligen aufmerksam macht. Auf diese Weise zeigt 

Althoff die M凸glichkeitauf， die Konfliktforschungen vom Aspekt der Kommunikation 

her an der Verfassungsgeschichte anzubinden. Es bleibt aber fraglich， ob diese 

informelle Kommunikation und ausergerichtlichen Konfliktlosungen vom zehnten bis 

zum 13. Jahrhundert immer gleich bestanden haben. Die oben erwahnten 

angloamerikanischen Konfliktforschungen sind auf einen kleinen lokalen Rahmen 

beschrankt. Es wurde sehr nutzlich sein，wenn ihre Konzeption， namlich die 

Kommunikation und das Netzwerk als Voraussetzung fur die Konfliktbeilegung in die 
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Forschungsergebnisse Althoffs integriert "喝rde.

In dem vorliegenden Aufsatz soll unter diesem Gesichtspunkt die Konfliktbeilegung 

in der Zeit Kaiser Friedrichs 1. Barbarossa und im 13. Jahrhundert behandelt werden. 

Dadurch sollen die gegenseitigen Wechselbeziehungen zwischen den Konfliktlosungen 

und der politischen Or也lung(Verfassung) erlaute此 werden.

11 Die Regierung und das Gericht Friedrichs 1. Barbarossa 

(1) Zustand der Forschungen 

Seitdem die Urkunden Friedrich Barbarossas in MGH und der erste Band von 

Urkundenregesten des deutschen K凸nigs-und Hofgerichts 1) veroffentlicht wurden， 

wurden diesem Herrscher eine betrachtliche Zahl von Forschungen gewidmet. 1m 

Hinblick auf die Regierungsprinzipien Barbarossas， und insbesondere auf seine 

Prinzipien beider Konfliktaustragung gibt es noch grose Meinungsunterschiede 

zwischen den Historikern. Klaus Richter betont das Gerichtsverfahren und das Urteil 

Barbarossas als die Voraussetzung zur "offentlichen Strafe“. Knut G凸richmeinte 

dagegen， dass die "Ehre“( honor imperii) das Leitmotiv der politischen Handlungen 

Barbarossas war. A1thoff meint， dass die Rituale der Unterwerfung und gutlichen 

Konfliktbeilegung auch in der Stauferzeit manchmal wichtiger und wirksamer waren， als 

das Gericht und das Urteil selbst. Die Urkundenregesten des K凸nigsgerichts

Barbarossas zeigen， der Zahl nach eine Intensivierung der Tatigkeit seines Gerichts. 

Aber， wie Hermann Kamp hinweist， auch die ausergerichtliche Konfliktbeilegung unter 

der Regierung Barbarossas gewann verstarkt an Bedeutung. Die Streitigkeiten zwischen 

den Reichsangeh伽・igen，zum Teil wegen der sich verstarkenden territorialen Interessen 

der Fursten， vermehrten sich damals rapide. Umso wichtiger wurde die Funktion des 

Konigs als Friedensbewahrer im Reich. Ob er nun Gericht hielt oder die Vers凸hnungder 

Parteien anstrebte， lag allein beim K凸nig.
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(2) Der Hof und das Gericht des K凸nigs

Es muss auch berucksichtigt werden， dass die Ubergange zwischen dem 

Gerichtsverfahren und der gutlichen Beilegung oft fliesend waren， und dass laufende 

Gerichtsverfahren oft mit einer Schlichtung endeten. Die Vorladung zum K凸nigs-und 

Hofgericht beabsichtigte in der Regel， die Parteien zur Vers凸hnungzu bewegen. Das 

Hofgericht war， anders als das Gericht heute， keine selbstandige Beh凸rde，

sondern eine Funktion der Hoftage， die in den verschiedenen Aufenthaltsorten des 

k凸nigsabgehalten wurden. Der K，凸nigshofselbst bestand aus den jeweils anwesenden 

Fursten und Adeligen， er war noch kaum institutionalisiert. Am Hoftag wurden 

Reichsangelegenheiten durch den Rat und die Zustimmung der anwesenden Fursten 

erledigt. Der Ho立agwar sozusagen das Kommunikationszentrum der Reichsangeh凸rigen.

Das Hofgericht und die Urteilsfindung waren somit auch ein Ergebnis der 

Kommunikation und der Zusammenarbeit von K凸nigund Fursten im Hoftag. 

II1 Konfliktbeilegung von Friedrich Barbarossa: Beispiele 

1m ersten Band der Urkundenregesten des deutschen 邸 nigs-und Hofgerichts sind 

ca. 200 Urkundenregesten aus der Zeit Barbarossas aufgenommen. Diese Regesten sind 

aber selbstverstandlich nicht alle mit dem U此eilverbunden， sondern beziehen sich auf 

die mannigfaltigen Tatigkeiten des K凸nigsund seines Hofes. Mehr als 30 Regesten 

zeigen die gemeinsamen Handlungen von Barbarossa und der beteiligten Fursten zur 

gutlichen Konfliktbeilegung. 1n diesem Kapitel werden 26 Beispiele davon behandelt und 

der 1nhalt der einzelnen F滋lein den betre百endenKonigsurkunden， soweit sie in DF I. 

aufgenommen sind，2) zusammengefasst. Jedes Beispiel von Konfliktbeilegung wird kurz 

kommentiert. 
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IV Die Konfliktaustragung und die politische Or也lungin der Zeit Friedrich Barbarossas 

Durch die Betrachtung der gezeigten Beispielen lassen sich die folgenden Punkte 

feststellen. 

(1) Das Gericht und die gutliche Beilegung 

In den Urkunden steht oft die Formel "iudicio vel consi1io“( mit Gericht oder mit 

Beratung = gutlicher Beilegung ) u.a. Damit wurde die gegenseitige und enge 

Beziehung oder sogar die Gleichwertigkeit beider Verfahren von Konfliktaustragung 

angedeutet. 

(2) Die Mitwirkung der Fursten 

Die konigliche KonfliktbeiIegung wurde meistens unter Mitwirkung von Fursten 

( consilio principum， fidelium， prudentum curie， principum presentia ) gefi世凶， ahnlich 

wie das Gerichtsverfahren am Hofgericht. Derartige FormuIierungen (consilio 

principum...) wurden manchmal nur als formale Wendungen gebraucht. Aber. bei den 

nicht wenigen Beispielen waren die geistIichen und zum Teil auch die weltlichen 

Fursten tatsachlich als mitwirkende Friedensstifter oder sogar allein tatig. Der Konig 

sollte in Anwesenheit prinzipiell der hochste Richter田 ldder angesehenste Schlichter 

sein， aber in der Realitat beauftragte er oft gezwungenermassen die Fursten mit der 

SchIichtung der Streitigkeiten zwischen den Reichsangehorigen. Als die am besten 

geeigneten Vermittler und Friedensstifter erschienen die Bisch凸feseit dem zehnten 

Jahrhundert in den erzahlenden Quellen. Unter der Regierung Barb紅 ossasspielten vor 

allem der Bischof von Freising(Otto) und die Erzbisch凸fevonK凸ln(Reinaldund Philipp) 

und Magdeburg (Wichmann) diese Rolle. 

(3) Die Gegenseitigkeit der Kりnigeund der Fursten bei der Konfliktbeilegung 

Die Fursten waren aber nicht immer nur im k凸niglichenAuftrag als Schlichter tatig. 

Manchmal， schon in der Zeit des Investiturstreites bemuhten sich die Fursten aus 
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eigener Initiative heraus， zwischen den in Streit geratenen Fursten und dem K凸nigzu 

vermitteln und zu vers凸hnen.In der Zeit Barbarossas schlichtete oft Erzbischof Philipp 

von KりlnKonflikte zwischen den geistlichen Institutionen und dem weltlichen Adel， 

aber er trat auch als Vermittler zwischen den Fursten hauptsachlich im Niederrhein und 

in den Nieder1anden auf. Barbarossa wiederum schlichtete einen Streit zwischen 

Erzbischof Philipp und den Burgern von K凸ln(1180) und ein Konflikt zwischen 

Barbarossa und Philipp wurde von K凸nigHeinrich VI. beigelegt(1187). Bischof Otto 

von Freising vermittelte zwischen den sachsischen Fursten und Barbarossa， welcher 

hingegen den Konflikt um Marktrechte und Z凸llezwischen Otto von Freising und 

Heinrich dem Lowen bere泊igte(1158).Ende des zwりlftenJahrhunderts kamen vermehrt 

auch die K凸nigemit Fursten in Konflikt und begannen aber gleichzeitig mit einer 

Vermittlertatigkeit untereinander. In Bezug auf Konflikte und deren Austragung standen 

hier 防 nigeund Fursten in den gegenseitigen Beziehungen auf der gleichen Ebene der 

Kommunikation. 

(4) Die Konfliktbeilegung und die politische Ordnung 

In der ersten Halfte seiner Regierungszeit hielt Barbarossa energisch den Hoftag 

auch in den weit entfemten Stadten ab. Insbesondere zu den Hoftagen in den funfziger 

Jahren versammelten sich relativ viele Fursten und andere Reichsangeh凸rigeund bei 

diesen Gelegenheiten wurden zahlreiche Urkunden ausgestellt. Der Hoftag war ein 

Zentrum fur eine vielseitige Kommunikation zwischen den Angehorigen des Reichs， die 

uberwiegend durch pers凸nlicheBeziehungen integriert waren. Das Gericht und die 

Schlichtung am Hoftag war eine gemeinsame Handlung vom Konig und den Fursten. 

Dabei wurde sicherlich ein intensiver Informationsaustausch gepflegt， die aktive 

Diskussion und Rituale des Ubereinkommens (Unterwerfung， Versりhnung，Belehnung 

u.a.) abgehalten. In diesem Sinne war die Konfliktaustragung ein wichtiger 

Kommunikationsakt und die Wiederholung derartiger gemeinsamen Handlungen durch 

den K凸nigund die Fursten muss zur politischen Integration des Reichs Frierich 
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Barbarossas viel beigetragen haben. 

(5) Die H凸feBarbarossas und die Integration des Reichs 

Nach den neueren Forschungen von Alheydis Plassmann， Theo Kolzer und anderen， 

war die Anziehungskraft der H凸feBarbarossas seit den siebziger und besonders 

achtziger Jahren unverkennbar im Sinken begI世 'en.Die Zahl der Teilnehmer an den 

Hoftagen wurde， obwohl sie je nach den Orten unterschiedlich war， immer geringer. 

Das durfte auch die Funktion der Konfliktaustragung des Kりnigshofseinigermasen 

geschwacht haben. 1m Zusammenhang mit den immer komplexer werdenden 

territorialen Interessen vermehrten sich aber die Streitigkeiten zwischen den Fursten. 

Nach Plassmann gab es damals eine A此 Zustandigkeitsbereichfur jeden Fursten. Wurde 

der Hoftag in seinem "Zustandigkeitsbereich“abgehalten， besuchte ihn der Furst in der 

Regel. Zu den Hoftagen in den weiter entfernten Orten zu erscheinen， hatten die 

meisten Fursten wenig Interesse， wenn auch die Hoftage pro jeden Zustandigkeitsbereich 

normalerweise nicht haufig waren. Ausgehend von diesen Verhaltnissen in der spateren 

Regierungszeit Barbarossas lasst es darauf schliesen， dass die Konflikte zwischen 

Fursten und anderen Reichsangehorigen in den einzelnen Gebieten (auser dem 

koniglichen Hoftag， Hofgericht) irgendwie autonom ausgetragen wurden. Um diese 

Annahme belegen zu konnen， mussen die furstlichen Urkunden in Augenschein 

genommen werden. 

V Die furstliche Konfliktbeilegung田 ldihre Bundnisse in der Zeit Barbarossas 

(1) Die Bundnisse der Fursten 

Claudia Garnier hat vor kurzem erlautert， dass seit Ende des zw凸lftenJahrhunderts， 

also der Zeit des Thronstreites， im Niederrhein oft die Bundnisse (amicitia) zwischen 

den Fursten fur die mutuelle Hilfe gegen die Widersacher geschlossen wurden. Diese 

furstlichen B註n出usse，die vom K凸nigtumselbstandig und manchmal gegen den K凸nig
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geschlossen wurden， bestimmten die Bedingungen und den lnhalt der Militarhilfe， 

namlich deren Starke， die geographische Abgrenzung u.a. genau in den Urkunden. Die 

Bundnisvertrage enthie1ten auch eine personelle Exzeptionsformel (Aufzahlung der 

Personen， die von den angenommenen Gegnern ausgenommen werden sollten). Es 

erregt auch Aufmerksamkeit， dass die Bundnisse sorgfaltig d路 Schiedsverfahrenfur die 

zukunftigen Konflikte zwischen den Verbundeten， eventuell mit mehreren Stufen von 

arbitrativer Gremien， verfugten. Diese genaue Verschriftlichung der Verbindlichkeiten 

von Bundnissen erm凸g1ichteein Geflecht verschiedener Bundnisse von Fursten， 

trotzdem schon damals die territorialen lnteressen von Fursten kompliziert w訂 en.

Unter der Regierung Barbarossas lassen sich nur drei solcher fUfstlicher B註n血 isse

feststellen und zwar die des Erzbischofs von Kりlnund der sachsischen Fursten gegen 

Heinrich den Lowen. Wie funktionierte nun die fUfstliche Konfliktbeilegung damals? 

(2) Konfliktbeilegung der Erzbisch凸fevonK凸lnund Salzburg 

Um diese Tatigkeit der FUfsten im Niederrhein und im Sudosten exemplarisch zu 

betrachten， werden in diesem Kapitel zw凸lfBeispiele aus den Regesten der Erzbisch凸fe

von KOln，3) und sechs aus den Regesten der Erzbisch凸fevon Salzburl) aus der Zeit 

Barbarossas aufgenommen und behandelt. 

Die Beispiele zeigen， dass der K凸lnerErzbischof Philipp， wie oben erw油 nt，nicht 

nur die Konflikte zwischen der Kirche und lokalen weltlichen Herren， sondem auch die 

der Fursten im Niederrhein und in den Niederlanden ohne k凸niglichenAuftrag 

sch1ichtete， z.B. den Konflikt zwischen dem Bischof von Utrecht und dem Grafen von 

Holland oder den Streit zwischen dem Herzog von Brabant und dem Gafen von 

Hennegau. Nach den sechziger Jahren kam Barbarossa kaum nach dem niederrheinischen 

Gebiet und wahrscheinlich umso wichtiger wurde die Konfliktregu1ierung durch den 

Erzbischof. 

Die freiwillige Tatigkeit der Erzbischりfevon Salzburg als der Friedenssti此erscheint 

dagegen nicht so bedeutend zu sein. 1164 versuchte der Erzbischof im Auftrag 
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Barbarossas die Streitigkeiten. zwischen dem Bischof von Passau und dem Herzog von 

Osterreich， vielleicht unter Mitwirkung des Markgrafen von Steier und der Bischofen 

von Gurk und Brixen beizulegen. Dieser Fall sollte also auf k凸niglicheAnweisung hin 

geregelt werden. Gleichzeitig dokumentiert er aber auch eine no同rendigeZusammenarbeit 

mehrerer Fursten in einem grossraumigen Gebiet zur Konfliktbeilegung. 

Es muss auch berucksichtigt werden， dass Fursten als auch Erzbischofe nicht nur 

Konflikte beilegten， sondern auch selbst oft in Konflikte mit anderen gerieten. 

Konf1ikte der Erzbisch凸fenwurden meistens direkt vom K凸nigoder von den anderen 

Fursten geschlichtet. Die hier beispielhaft gezeigte gegenseitige Hilfestellung der 

Fursten bei der autonomen Konfliktregulierung恒 deneinzelnen Gebieten durfte in der 

Zeit Friedrich Barbarossas noch nicht so deutlich ausgepragt gewesen sein wie im 

nachsten Jahrhundert. Fur die konkrete Darstellung der Verhaltnisse im zwolften 

Jahrhundert mussten aber noch weitere Quellen aus anderen Gebieten in Augenschein 

genommen werden. 

VI Die Bundnisse und die Konfliktbeilegung zwischen den Fursten耐113. Jahrhundert 

Seit dem Thronstreit zwischen Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig 

nahmen die Bundnisse und die autonome Konfliktregulierung der Fursten in den 

Urkunden im. Sudosten und im Niederrhein beachtlich zu. In diesem S註mewar Ende des 

zwolften Jahrhunderts eine Wende in der Verfassungsgeschichte Deutschlands zu 

verzeichnen. 

(1) Sudosten 

1n diesem Kapitel werden zuerst aus den Regesten der Erzbischりfevon Salzburg 

und aus den Urkunden der Babenberger in Osterreich
5
) zw凸lfBeispiele der fUfstlichen 

Konfliktbeilegung behandelt.. 1m Sudosten des Reichs traten der凸sterreichischeHerzog 

und der Erzbishof von Salzburg oft als Streitschlichter auf， die in dieser Funktion die 
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Grenzen der eigenen Territorien uberschreiten mussten. Erzbischof Eberhard legte 1203 

im Auftrag vom Papst einen Streit zwischen den Herzりgenvon Osterreich und Bりhmen

bei. Aber auch der Herzog von Osterreich und der Erzbischof kamen ab und zu 

miteinander in Konflikt. Hinzu kamen die zwischen ihren Vasal1en und Ministerialen hin 

und wieder ausbrechenden Streitigkeiten， da doch der salzburgischer Herrschaftsbereich 

und Osterreich aneinander grenzten. 

Trotzdem sch1ichteten beide Fursten weiterhin gemeinsam die Konflikte zwischen 

Kirchen， Kl凸sternund lokalen Adeligen der beiden Lander. 1219/25 wahlten der 

Erzbischof und der Herzog sechs Schiedsmanner aus der Gruppe ihrer 

Vasallen(Ministerialen) und beauftragten dieses Gremium mit der Beilegung ihrer 

eigenen Konflikte. Ein derartiges Schiedsverfahren in Eigeninitiative wurde schon 1212 

vom Salzburger Erzbischof und delIl Patriarchen von Aqu日ejaunternommen und auch 

im Nieder吐leinfanden seit Mitte des Jahrhunderts ahnliche Verfahren sehr oft statt. 

Fur die Schlichtung der Konflikte zwischen Fursten sollen hier zwei Beispiele angefuhrt 

werden. 1227 ernannten der Bischof von Passau und der Pfalzgraf von Bayern den 

Salzburger Erzbischof， den Bamberger Bischof und den Herzog von Osterreich als 

"arbitros“in ihrem Streitfall. 1m selben Jahr legten der Erzbischof und der Herzog 

gemeinsam den Streit zwischen dem Bischof von Bamberg und dem Herzog von Karnten 

bei. 

Die hier behandelte Urkunden(Regesten) liefern uns Beispiele nur bis zu den 

vierziger Jahren des 13. Jahrhunderts. Vielleicht zum Teil deswegen kam das furstliche 

Bundnis im Sudosten kaum vor. Jedenfalls war im 13. Jahrhundert die furstliche 

Konfliktbeilegung ohne koniglichen Auftrag im Sudosten wahrscheinlich haufiger 

anzutreffen als im Jahrhundert davor. 

(2) Niederrhein 

1m Vergleich mit dem Sudosten， wo schon fruh relativ grose und geschlossene 

Territorien wie Osterreich， Salzburg und Bayern entstanden waren， prasentierte sich 
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der Nordwesten des Reichs im 13. Jahrhundert mosaikartig fragmentiert. Die mittleren 

und kleineren Territorien gingen fliesend einander uber und ihre Grenzen waren noch 

nicht eindeutig festgelegt. Deswegen entwickelten sich auch im Niederrhein die 

gegenseitigen Beziehungen durch Konflikte und Friedensschlusse (Bun伽話se)zwischen 

den Fursten sehr aktiv. Nach der Forschungen von Wilhelm Janssen verbreitete sich das 

Schiedsverfahren im Niederrhein seit Mitte des 13. Jahrhunderts rasch und ubertraf 

zahlenmasig bald das ordentliche Gericht. Fur die Regulierung der Konflikte， die wegen 

der territorialen Interessen uberall und wiederholt ausbrachen， war die gutliche 

Beilegung zweifellos viel wirksamer als das Urteil nach dem materiellen Recht. 

Als die bedeutenden Trager der Territorienbildung und der damit zus紅nmenh加 genden

interterritorialen Beziehungen im. Nieder・rheinmussen zuerst der Erzbischof von K凸ln

und der Herzog von Brabant genannt werden. Die Grafen von Julich， Kleve und Berg， die 

fりrmlichdie Vasallen des Erzbischofs waren， und der Herzog von Limburg gerieten oft 

in Konflikt mit dem Erzbischof. Die Grafen von Geldern und Hennegau， und die 

Bischofe von Paderbom und Munster in Westfalen sollten auch als wichtige Faktoren 

der territorialen Verhaltnisse und der politischen Or也lungdieser Gebiete berucksichtigt 

werden. 

In diesem Abschnitt werden 53 Beispiele der KOnfliktbeilegung und der Bundnisse 

zwischen den Fursten im Niederrhein aus Regesten der Erzbisch凸fevon K凸ln，und aus 

dem Urkundenbuch fur die Geschichte des Niederrheins
6
) behandelt. Dadurch lassen 

sich die folgenden P凹 lktefeststellen. 

1) Schlichter 

Die Erzbischりfevon K凸lnscheinen immer noch die wichtigsten Friedensstifter zu 

sein. Das ergibt sich nicht nur aus den hier behandelten Urkunden. Aus anderen Quellen 

last sich auch ersehen， dass der K凸lnerMetropolit fur die territorialpolitischen 

Verhaltnisse im Nordwesten des Reichs der einflusreichste Furst war. 

Der Erzbischof war in diesem Jahrhundert schon kaum auf k凸niglicheAnweisung， 
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sondern meistens freiwillig oder auf Ersuchen der Konfliktparteien und der anderen 

benachbarten Fursten als Schlichter tatig. lnteressanterweise scheint diese Tatigkeit der 

Erzbisch凸feaber schon in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts im Abnehmen 

begriffen zu sein. ln einem immer starker werdenden Ausmas waren sie bereits damals 

in die komplizierten territorialen lnteressen der Fursten verwickelt und erschienen 

deswegen in Urkunden nicht mehr so oft als neutrale Friedensstifter. Die K凸lner

Erzbisch凸felagen nun haufiger im S位eitmit den Nachbarn undihre Konflikte wurden 

von anderen Fursten beigelegt. Es ist auch bemerkenswert， dass die Erzbisch凸fedie 

Streitigkeiten凸ftermit Hilfe mehrerer anderer Fursten als a11ein schlichteten. Das durfte 

auch darauf hinweisen， dass der Einfluss dieser geistlichen Fursten als hervorragende 

Friedensstifter schwacher wurde. Bei einigen der angefuhrten Beispiele entstammen die 

Vermittler im Schiedsgremium aus den Vasallen und den Geistlichen der beiden 

betreffenden Fursten. Derartige Zusammensetzungen der Schiedsgremien aus den 

Gefolgsleuten der beiden Streitparteien erregen unsere Aufmerksamkeit. Das so11 im 

Abschnitt 4) weiter er凸rtertwerden. 

2) Entwicklung der furstlichen Bun伽 isse.

1m Niederrhein wurden furst1iche B也1也lIssegegen den K凸nigschon wahrend der 

Regierungszeit von K加 igHeinrich VI. und spater auch noch unter Rudolf von Habsburg 

geschlossen. ln der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts entstanden aber sehr haufig die 

Bundnisse der Fursten im Rahmen des niederrheinischen Gebiets， also ohne 

Bezug(weder fur noch gegen) auf das K凸nigtum.ln die verschriftlichten 

Bundnisvertrage wurden genaue Verfugungen aufgenommen， z.B. die Bedingungen der 

gegenseitigen Unterstutzung， die Personen， gegen die sich die Allianz richten und die 

Personen， die von dem B出1血isnicht betroffen sein so11ten， u.a. Diese "Differenzierung 

der Bundnisverfugungen“hat Garnier， wie oben gesagt， schon ausfuhrlich betrachtet 

under凸rtert.Von den in diesem Kapitel behandelten Urkunden so11 hier nur e泊 Beispiel

angefuh此 werden.
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Nach dem Bundnisvertrag von 1254， der nach dem ver1angerten Streit zwischen 

dem Erzbischof von K凸lnund den Grafen von Julich entstand， durfte der Graf im 

rechtsrheinischen Gebiet seine andere Verbundeten， die Bischりfevon Paderbom und 

Munster u.a.， unterstutzen， die mit dem Erzbischof verfeindet waren. Wenn diese Tat 

des Grafen auch eine Feindschaft zwischen beiden verursachte， sollte der Frieden 

zwischen ihnen im linksrheinischen Gebiet gehalten werden. Also， die Feindschaft und 

der Frieden zwischen beiden Fursten durften in den zwei abgegrenzten Gebieten 

gleichzeitig bestanden haben. Derselbe Vertrag verfugte auch， dass die genannten 

Verwandten der Grafen von Julich und der Herzog von Limburg dem Erzbischof gegen 

die Bisch凸fevon Paderbom und Munster beistehen durften. Auf diese Weise bemuhten 

sich die Vertragspartner und ihre Freunde， die friedlichen Beziehungen auch in den 

beschrankten Bereichen， obschon nicht total， aber doch in Masen wiederherzustellen 

und zu halten. Diese rationale Masnahme zur Konfliktvermeidung wurde durch die 

wiederholten Konflikten und deren Beilegungen von den Betroffenen erfal古 田19sgemas

erreicht. 

3) Erzbisch凸fevonK凸lnundHerz凸gevon Brabant 

In den gegenseitigen Beziehungen der Fursten， namlich den Konflikten， 

Konfliktbeilegungen und Bundnissen im Niederrhein spielte das Verhaltnis zwischen 

den Erzbisch凸fenvon K凸lnund den Herz凸genvon Brabant eine zentrale Rolle. Die 

Einflussbereiche beider Machthaber waren anfangs durch die Maas abgegrenzt. Daher 

konnten und musten sie sich unterstutzen， um auch die Sicherung der 

Handelsbeziehung nicht zu gefahrden. Neun von den aufgenommenen 53 Urkunden 

betreffen die k凸lnischゐrabantischenBundnisse， die hauptsachlich die gegenseitige 

Sicherung ihrer territorialen Interesse bezweckten. Die Erzbisch凸fesollen den Herz凸gen

gegen die Grafen von Geldem， Holland u.a. beistehen und die Herzoge den Erzbisch凸fen

gegen die Grafen von Julich， Berg， die Herzoge von Limburg u.a. Es handelte sich bei 

ihren Allianzen aber nicht immer um eine Militarhilfe. Ihre Einung verpflichtete auch 
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einen von ihnen zur Verrnittelung， wenn der Partner mit dem dritten in Konflikt kam. 

Die k凸lnisch-brabantischenBundnisse waren zwar ein Angelpunkt in den furstlich-

territorialen Verhaltnissen im Niederrhein， aber keine feste und geschlossene 

Vereinigung. Beide Fursten gerieten ab und zu in Konflikt (besonders in der zweiten 

Halfte des 13. Jahrhunderts verstarkte sich die territorialpolitische Rivalitat und sie 

erreichte den H凸hepunkt1288 in der Schlacht von Worringen ). Die Erzbischofe und die 

Herz凸geschlossen Bundnisse von Zeit zu Zeit auch mit den Fursten im Niederrhein， die 

sonst meistens im Gegensatz zu ihnen standen. An den Landfriedensbundnissen von 

1259 und 1279 nahmen die Hauptpersonen， namlich die Fursten von K凸lnund Brabant 

und dazu noch die Grafen von Julich， Geldern， Berg und K1eve teil. Diese Entwicklung 

der vielfaltigen und veranderlichen Bundnisse durfte sozusagen ein furstliches 

Netzwerk(Garnier) hervorgebracht haben. Dieses Netzwerk forderte umgekehrt nicht 

nur die gegenseitige militarische Unterstutzung， sondern auch die gutliche Beilegung bei 

Konflikten. Ein Netzwerk， das wahrscheinlich eine verbreitete interterritoriale Ordnung 

im. Nieder吐leinsehr begunstigte. Wie konnten sich diese Beziehungen uber einen 

langeren Zeitraum aber als tragfahig erweisen ? 

4) Schiedsverfahren bei den furstlichen B也1伽 issen

Die furstlichen Bundnisse wurden oft nach einem Konflikt im Anschluss an die 

Vers凸hnunggeschlossen und darum erkannten die Partner gut die Gefahrlichkeit eines 

erneuerten Streites. Aus diesem Grund wurden in die BUlldnisvertrage gew凸hnlichdie 

Verfugungen der gutlichen Konfliktbeilegung aufgenommen， um eine neuerliche 

Eskalation der Streitigkeiten zu verrneiden. Im Niederrhein tauchen solche Verfugungen 

seit Mitte des 13. Jahrhunderts auf. Sie bestimmten die arbitrativen Gremien， die aus je 

zwei bis sechs Schiedsmannern( arbitri arbitratores seu amicabiles compositores) beider 

Parteien zusammengesetzt wurden. Das eigentliche Schiedsverfahren bestand aus der 

mehrstufigen Schlichtung durch die erw油 ltenPersonen. Diese Schiedsmanner fur die 

potenziellen Konflikte wurden normalerweise aus der Gruppe der Vasallen， Adeligen 
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und den Geistlichen aus den Landern der verbundeten Fursten gegenseitig ausgewahlt. 

Das war auch der Fall bei den Gremien， die tatsachlich die Konflikte beilegten (vgl. 

Abschnitt 1)). 

Ihre Fahigkeit zur Durchfuhrung der Beilegung von Streitigkeiten ihrer eigenen 

Herren durfte von ihrem Zusammengeh凸rigkeitsgefuhlals Landadelige und von dem 

daraus resultierenden Verantwortungsbewusstsein fur die Aufrechterhaltung der 

Ordnung in ihrem Gebiet kommen. Uberdies ware es wenig zielfuhrend， die unter 

Umstanden mit den Bundnispartnern in Konflikt kommenden Fursten mit der 

Schlichtung im voraus zu beauftragen. Diese Schiedsmanner waren oft auch zur 

Beilegung der Streitigkeiten zwischen anderen Vasallen， Ministerialen und Burgem der 

verbundeten Fursten verpflichtet. Das zeigt ein Bestreben zur autonomen 

Konfliktbeilegung der Betreffenden im weiteren S並me.Nach Gamier waren bestimmte 

Personen(die Vasallen und die Geistlichen)， die einen Streit ihrer Herren schlichteten， 

Oft nachweislich weiterhin als Schlichter tatig. Diese Schiedsmanner erschienen im 

Friedensvertrag als Zeugen und so mussten sie bereit sein， die Verantwortung fur die 

Einhaltung der Verfugungen und die Umsetzung ihres Schiedsspruches in Hinkunft zu 

tragen. Ein derartiges Rechtsbewusstsein und der Wille zum Frieden entstanden 

wahrscheinlich aus der bis dahin schon oft betriebenen Zusammenarbeit der Fursten 

mit ihren Lehensleuten(Landadel) in der Konfliktbeilegung. 

(3) . Die Bundnisse der K凸nigeund ihre Konfliktbeilegung im 13. Jahrhundert 

In den behandelten Beispielen der furstlichen Konfliktbeilegung und Bundnisse 

erschienen Konige selten als Schlichter oder Vertragspartner. Das Kりnigtumschien also 

kein wichtiger Faktor fur den Frieden und die Ordnung im Niederrhein zu sein. Nicht zu 

ubersehen ist aber， dass seit Ende des zw凸lftenJahrhunderts auch Kりnigehaufig 

Bundnisse mit Fursten schlossen. Selbstverstandlich war das K，凸nigs-und Hofgericht im 

13. Jahrhundert noch tatig. Die Bedeutung der furstlichen Konfliktbeilegung und der 

Bundnisse in der Reichsverfassung kann erst dann erlautert werden， wenn die 
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Tatigkeiten der K凸nigefur die Konfliktaustragung u.a. untersucht werden， wie es im 

Kapite1 III und N fur Barbarossas Zeit getan wurde. Eine umfassende Betrachtung dieser 

Materie wurde den Rahmen dieser Arbeit v，凸lligsprengen. Es sollen hier aufgrund der 

Urkundenregesten des deutschen K凸nigs-und Hofgerichts(Bd.2，3) 7) und der 

Forschungen von Gunter Rauch
8
) und von Ute 防御1

9
)die Tatigkeit der K凸nigefur die 

Konfliktaustragung und ihre Bundnisse nur im Auszug und unter besonderer 

BefUcksichtigung der Gebiete vom Nieder・rheinbetrachtet werden. 

1) Die Bundnisse 

Die Konige mussten seit Ende des zw凸1ftenJ ahrhunderts oft unter den 

Feindsee1igkeiten der Gegenkりnige，Papste oder der oppositionellen Fursten 1eiden. 

Um die politische Freunde und Anhanger m句lichstzah1reich fur die eigene 8ache zu 

gewinnen， sch10ssen die K凸nigeBundnisse mit Fursten und anderen Reichsangeh凸rigen，

sogenannte "Ruckversicherungsbundnisse“(Rauch). Durch derartige Bundnisse traten 

auch die K凸nigeunvermeidlich a1s parteiliche Herren auf die gleiche Ebene der 

gegenseitigen Beziehungen wie die Fursten. 

In den Bundnisvertragen versprachen die K凸nigeden Verbundeten vor al1em eine 

Menge Ge1d， gegebenenfalls Pfander， Lehen und die Unterstutzung gegen jedermann. 

Aber a1s die Pflichten der Partner wurden gew凸hn1ichnur die Unterstutzung oder die 

Dienste fur die K，凸nigeim allgemeinen verfugt. 80 ist die einseitige Zuerkennung von 

Rechten von k凸niglicherSeite ganz klar ersichtlich. Hingegen wurden die Pflichten der 

Vertragspartner， anders a1s bei den vorhin behandelten furstlichen Bundnisseh， nicht 

genau bestimmt. Die koniglichen Bundnisse beabsichtigten norma1erweise keine 

Eingriffe in die verwickelten Verha1tnissen der furstlichen Interessen der einze1nen 

Gebiete. Die Kりnigewollten meistens nur die凸rtlichenMachthaber fur sich gewinnen. 

Daher erkannten die K凸nige，insbesondere seit dem Interregnum， oft einseitig den 

Fursten gr凸ssereGe1dbetrage zu. Trotzdem waren diese Bundnisse nicht so wirksam 

wie die K凸nigees sich w也lschten.Al1es in allem durften sich die Konigsbundnisse auf 
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die Reichsverf加 sungnicht positiv ausgewirkt haben. 

1m Niederrhein schloss KりnigKonrad 1V. wahrend der Kampfe mit den 

Gegenk伽 igenund dem Papst mehrere Male Bundnisse mit dem Herzog von Brabant， dem 

Grafen von Julich u.a. durch die Vergabe gr凸sererGeldbetrage. Das hinderte die beiden 

Fursten aber nicht daran， sich gleichzeitig auch mit dem antistaufischen Erzbischof von 

Koln zu verbinden. Nach Rauch gelang es den Staufern imNiederrhein trotz der 

enormen dafur aufgewendeten Geldmittel nicht eine prostaufische Alli紅白 zubilden. 

Rudolf von Habsburg schloss B加出issemit dem Erzbischof von K凸ln(1273/76)， 

den Grafen von Kleve (1279)， Geldem (1282) und dem Herzog von Brabant (1283) durch 

die Zuerkennung von Geld und zu gewahrender Unterstutzung. Als Gegenleistung der 

Vertragspartner wurden nur allgemeine Hilfe und Unterstutzung fur den Konig 

vereinb訂t.Uberdies standen zu dieser Zeit der Herzog von Brabant und der Graf von 

Geldem in verfeindeten Lagem. Deswegen scheint es fraglich zu sein， obdie Bundnisse 

Rudolfs mit den Fursten sich auf seine Konigsgewalt und die Regulierung der furstlichen 

Interessen im Niederrhein positiv auswirkten. Die politischen Verhaltnisse der Fursten 

im "konigsfemen“Niederrhein entwickelten sich bis zur Schlacht von Worringen ohne 

wesentlichen Einflus des K凸nigs.

2) Konf1iktaustragung des K凸凶gs

Zum koniglichen Gericht im 13. Jahrhundert sollen hier einige Punkte besprochen 

werden. 1n der Zeit des Thronstreits wurde die Tatigkeit des k凸niglichenHofgerichts 

unvermeidlich beschrankt. Unter der Regentschaft und der Regierung der Sohne 

Friedrichs II. wurden haufig die einflussreichen Fursten des Reichs mit der 

Konf1iktbeilegung beauftragt. Nach der Zahl der Urkundenregesten durfte die Tatigkeit 

des Hofgerichts unter Rudolf von Habsburg ziemlich umfangreich gewesen sein. 

Gleichzeitig muss aber berucksichtigt werden， dass das Schiedsverfahren nun haufiger 

zur Anwendung kam， als das ordentliche Gericht. 

Mallegte K凸nigRudolf die. Konflikte selbst bei， mal verlangte er die Mitwirkung des 
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territorialen Adels bei der gutlichen Beilegung， mal beauftragte er seine Gefolgsleute mit 

der Schlichtung. Fur den langwierigen Konflikt um Burg und Vogteirechte zwischen dem 

Herzog von Osterreich und.dem Erzbischofvon Salzburg seit Ende der achtziger J幼児n，

lies der K凸nignach dem Willen der Konfliktparteien ein Schiedsgremium von beiden 

bilden. An dieser Schlichtung waren auch die Bisch凸fevon Freising und Chiemsee und 

der Abt von Admont beteiligt. N achdem schlussendlich die Beilegung durch die 

Schiedsmanner gescheitert war， wurde die Entscheidung wieder dem K，りniguberlassen

und er lies endlich ein Urteil durch den kりniglichenGerichtshof ergehen(1290 in 

Erfurt). In Bezug auf die uber ein halbes Jahrhundert andauernden Konflikte zwischen 

den Grafen von Hennegau und Flandern spielte der Herzog von Brabant u.a. in den 

achtziger und neunziger Jahren nicht nur be加 Hofgerichteine gewichtige Rolle sondem 

auch in der ausergerichtlichen Schlichtung (zum Teil im funktionellen Zusammenhang 

mit dem Hofgericht). 

Auf diese Weise versuchte Rudolf neben dem Hoftag (Hofgericht) die 

unterschiedlichen Moglichkeiten zur Konfliktaustragung zu nutzen， sowie die fUfstliche 

Kommunikation in den einzelnen Gebieten. Diese elastischen Masnahmen zur 

Konfliktaustragung entsprach der Entwicklung des oben gezeigten furstlichen 

Netzwerkes. Um die Funktion und die Bedeutung des Hofgerichts genau begreifen zu 

k凸nnen，sollen die personliche Zusammensetzung und die Struktur der Hoftage Rudolfs 

eingehend betrachtet werden， wie die Hoftage Barbarossas oben er凸此e抗 wurden.

Ruckblick und Ausblick 

In der ersten Halfte dieses Aufsatzes wurde die Konfliktaustragung von Konig 

Friedrich Barbarossa an seinen Hoftagen (Hofgericht) betrachtet. An den Hoftagen 

standen das Gericht und die gutliche Beilegung in enger Beziehung. Bei den 

Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien konnten beide Verfahren gegebenenfalls 

fliessend ineinander ubergehen. In beiden Fallen spielten die Beratung und die 
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Einwilligung der Fursten am Hof fur die Entscheidungsfindung (u此eil，Schiedsspruch) 

eine wesentliche Rolle. Demnach waren die Konfliktbeilegung und der Prozess der 

Urteilsfindung ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit und Kommunikation 

zwischen den Fursten und dem K凸nigam Hof. Das Reich im Hochmittelalter blieb 

immer noch ein pers加 licherVerband zu sein. Deswegen trugen diese Handlungen und 

deren Ergebnisse wesentlich zur Integrierung des Reichs bei und gestalteten damals das 

politische Erscheinungsbild in der Offentlichkeit. 

In der spateren Regierungszeit Barbarossas wurde die Anziehungskraft seiner 

Hoftage schwacher. Gleichzeitig lassen sich im Sudosten und insbesondere im 

Niederrhein die gemeinsamen Handlungen der Fursten zur Konfliktbeilegung feststellen. 

Die beiden Tendenzen hangen wahrscheinlich miteinander zusammen， aber das muss 

erst durch die weiteren quellenmasigen Forschungen in anderen Gebieten bestatigt 

werden. 

1m 13. Jahrhundert entwickelten sich die territorialen Interessen in einzelnen 

Gebieten sehr kompliziert. Es entstand dadurch fur die beteiligten Fursten die 

N otwendigkeit zur gemeinsam getragenen Konfliktbeilegung und des Eingehens von 

Bundnissen. Mit anderen Worten beforderte die wiederholte Konfliktbeilegung 

der Fursten untereinander die interterritoriale Kommunikation und Ordnung. Diese 

interterritoriale Ordnung bzw. das furstliche Netzwerk waren zwar veranderlich und 

noch nicht dauerhaft， aber weisen auf Existenz einer zwischenliegenden politischen 

Or也1山 19zwischen den Territorien und dem Reich hin. 

Die Vorstellungen der Ordnung und der Werte， die von den Fursten und den 

k凸nigengemeinsam gepflegt wurden und auch auf die Beratung und die 

Konfliktbeilegung einwirkten， sollen durch die Betrachtung der Details und der Diskurse 

der Verhandlungen (Kommunikation) am K凸nigshofund in den furstlichen Territorien 

erlautert werden. Dadurch durfte sich das politische System (die politische 

Offentlichkeit) des mittelalterlichen Reichs vom neuen Gesichtspunkt her erklaren 

lassen. 
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